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───────────────────── ◇ ───────────────────── 

◎開議の宣告                      （午前 ９時００分） 

○山野智彦委員長 おはようございます。 

  今日も何か６時ぐらいから雪という話もございます。余り積もって被害がないようにとい

うところを祈りたいと思います。 

  それでは、昨日に続きまして２日目、再開をさせていただきます。 

  ただいまから予算特別委員会を再開いたします。 

  傍聴につきまして、本日も町民の方から本委員会を傍聴したい旨が今のところはありませ

んが、伊奈町議会委員会条例第17条の規定に基づき、申出があった場合は許可したいと思い

ますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山野智彦委員長 異議なしと認め、許可することと決定いたします。 

 

───────────────────── ◇ ───────────────────── 

 

◎第９号議案 令和７年度伊奈町一般会計予算について 

○山野智彦委員長 委員会の前に再度ご案内いたします。 

  昨日と同様、質問の順番は、挙手の後、私から順次指名させていただきます。 

  発言する際は、録音の関係がありますので、声が聞こえやすいようマイクに近づき、マイ

クの向きの調整等もお願いをいたします。 

  また、質疑、答弁は、簡潔明瞭な内容を心がけていただきますよう、質問においては質問

する趣旨を明確に、また、答弁も質問に対しての答えということで心がけていただきますよ

う、よろしくお願いいたします。 

  それでは、昨日に引き続き予算特別委員会を開きます。 

  本日は、第４款衛生費から再開いたしますが、その前に昨日の質疑の答弁で北保育所長か

ら追加がありますので、お願いいたします。 

  北保育所長。 

○岡野裕司北保育所長 すいません、お時間をいただきましてありがとうございます。 

  町立保育所の給食調理業務の１食当たりのコストということだったと思いますけれども、

今契約しております令和４年から令和６年度までの３か年の業務委託に係ります１食当たり
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のコストでございますけれども、こちらにつきましては639円、次年度、令和７年度から令

和９年度までの３か年、こちらにつきましては１食当たり831円となります。したがいまし

て、今の令和６年からのものと比較いたしますと192円の増、約23％の増という形になりま

す。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 ありがとうございました。 

  それでは、衛生費の質疑に入りたいと思います。衛生費139ページから160ページにつきま

して、質疑のある委員は挙手を願います。 

  それでは、武藤委員。 

○武藤倫雄委員 予算書142ページです、参考資料の34ページになります。健康づくり対策推

進事業で各種相談事業の中でこころの健康相談がございます。第２次自殺対策推進計画が令

和６年度から令和10年度ということで始まっているところなんですが、第１次と令和６年度

第２次の初年度の実施状況を受けて、令和７年度への政策の反映を伺います。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 健康づくり対策推進事業におきましては、昨年度に委員おっしゃい

ましたように自殺対策推進計画を策定いたしました。政策的なお金の面につきましては、大

きな金額の計上はございませんが、こころの健康相談を継続して実施していくとともに、ゲ

ートキーパー養成講座をさせていただいております。今年度につきましては、ＬＩＮＥやシ

ャトルの駅などに講座案内の掲示をさせていただくなど、広く周知いたしました。今後も自

殺対策を支える人材をさらに養成できるように、周知の方法等を検討しながら、皆さんによ

り多くの方にゲートキーパーになっていただけるようにしていきたいと思っております。 

  また、毎年自殺予防週間や自殺対策強化月間がございますので、来年度はそちらの啓発に

向けた周知を行っていきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 実際の自殺された方の変動というのは、見えますでしょうか。 

○山野智彦委員長 暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時０５分 
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再開 午前 ９時０６分 

 

○山野智彦委員長 休憩を解いて会議を再開します。 

  健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 計画策定後の最新の数字は、申し訳ありません、押さえられており

ません。令和４年度が６名いらっしゃったという数字になります。その前の年の令和３年度

が11名でございました。こちらの数字につきましては、横ばいという形で計画をつくったと

きなっておりますので、大変申し訳ございません。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 はい、ありがとうございます。 

  続きまして、予算書154ページ、ごみ広域処理施設整備事業なんですが、こちらの上尾伊

奈資源循環組合議会からの当初予算の要求額、それから、その要求額からの調整の内容につ

いて伺います。 

○山野智彦委員長 参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 組合の予算の作成の状況でございますけれども、両市町の予

算編成時の前に組合と両市町で集まりまして組合の事業内容について説明を受けて、こんな

形で次年度の事業をやっていくということで、予算については組合で作成してございます。

その後、大きな変更等はございません。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 武藤委員、質問の趣旨どおりですか。 

  武藤委員。 

○武藤倫雄委員 そうしますと、予算要求に対して調整が入る場面というのはなく、要求どお

り全額が通る形なんですか。 

○山野智彦委員長 参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 今年度については、特段そのような変更等はございませんで

したが、もし疑義等があれば、組合に申し出て変更することもあるかとも思われます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 そうしましたら、予算総額と伊奈町の負担額の計算についてご説明いただけ

ますか。 
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○山野智彦委員長 暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時０８分 

 

再開 午前 ９時０９分 

 

○山野智彦委員長 休憩を解いて会議を再開します。 

  参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 組合の予算総額でございますが、２億5,381万7,000円となり

ます。伊奈町の負担額につきましては、１億17万3,000円でございます。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 過去に恐らく説明を受けたことがあるかと思うんですが、伊奈の負担割合、

負担額が決定するルール的なものがありましたよね。それについて、改めてご説明いただい

ていいですか。 

○山野智彦委員長 参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 組合の議会費につきましては人数割になってございますので、

上尾市６人と伊奈町は２人ですので、議会費について、伊奈町は25％、それ以外のものにつ

いては均等割ということでございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 この組合、委託でやっているわけではないので、もう少し主体的にしっかり

関わって進めていただくようにご期待したいと思います。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 くらし産業統括監。 

○久木 正くらし産業統括監 １点補足なんですけれども、組合のこの運営に関しては、市町

が全く関わってないということはありませんので、担当者会議とか、それから部長級会議、

それから上尾市長が管理者になっていまして、町長が副管理者になっています、そういった

正副管理者会議とかもございます。そういったところで調整が入って、組合の議会で予算が

決定しておりますので、町もしっかりと、予算査定も町部局の査定も受けていますので、そ

ういったところでしっかりとチェックが入っていますので、よろしくお願いいたします。 
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○山野智彦委員長 では、髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 ごみ収集運搬事業についてお伺いします。予算書153ページ、参考資料は

38ページになります。 

  ごみ収集運搬事業１億4,450万円、また、増額されているんですけれども、増額の主な理

由をお願いします。 

○山野智彦委員長 参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 こちらにつきましては、主な増の理由は、収集車を現在プラ

ごみと可燃ごみの日は６台体制で約1,350か所を収集しているところでございますが、現行

だとなかなか３時半過ぎても収集が終わらないというところが年間二、三十日ございまして、

その辺を考慮して、もう一台増やして収集に行ってもらうということで増額したものでござ

います。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 ごみの量が増えているから収集が間に合わないということでしょうか。そ

れとも、ごみ集積所の数が増えて収集が間に合わなくなったということでしょうか。 

○山野智彦委員長 参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 ごみの量につきましては若干ですけれども減ってきてはいる

んですけれども、集積所の数は微増で、そもそもが、１台当たり150か所から200か所の集積

所のごみを集めてくるというのが一般的に言われているところでございまして、伊奈町につ

きましては、６台体制ですと1,355か所を６台で割ると日量226か所のごみを集めてクリーン

センターに何往復かして持ち込んでいるような状況でございまして、かなりきついところで

あります。７台にした場合でも194か所回ってくるような状況でぎりぎりごみを時間内に収

集できるラインかなというところでございますが、今回は１台増車ということで予算を計上

させていただきたいものでございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 そうすると、ごみ収集車の分が増額されたということですか。 

○山野智彦委員長 参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 ごみ収集車と運転される方と普通作業員の２人の体制で行っ

ていますので、その分の費用を見込んで増額となったものでございます。 
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  以上でございます。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 分かりました。ごみの量は減っているのに集積所が増えている状況という

のは、世帯数が増えているのもあるんですけれども、昨今自治会を脱会するとか、そういう

ときに、もうじゃそのごみ集積所を使えなくなると。そうすると、自分たちでごみ集積所を

また設けるという状況も影響しているのではないかと思うんですけれども、その辺いかがで

しょうか。 

○山野智彦委員長 参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 集積所の管理に関しては地域の問題でございますので、そう

いったところで地域の中でもいろいろな問題等ございまして増えているところも、ある面ご

ざいます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 このまま増え続けると料金も上がってしまうという現象が起きるのかなと

思うんですけれども、そのあたり、解決に向けてこれから何か策を考えようというところは

どうでしょう。 

○山野智彦委員長 参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 他市町の集積所の管理に関する要綱等を少し研究させていた

だきまして、町でもそういったものの策定を考えていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 そうですね、とても大事なところだと思います。また、地域の問題という

のも一緒に考えていかなければいけない時期なのかなと思いますので、ぜひ研究をよろしく

お願いします。 

  それから、先ほど、集積所の数1,350か所とおっしゃったんですけれども、こちらは町で

は全て把握しているんでしょうか。 

○山野智彦委員長 参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 地図に落とし込んで、全て把握してございます。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 じゃ、どうルートを回っているというところまでは把握はできてないです
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か。 

○山野智彦委員長 参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 その辺につきましては、当日のごみの量ですとか、そういっ

た関係もございますので、あらかじめ決まったルートを毎日回っているわけではなく、場合

によっては多少収集車でルートを変えて、時間内に収まるように収集しているところでござ

います。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 これから新しいクリーンセンターを建設するに当たって、ごみのルートと

かは非常に重要になってくると思いますので、そのあたりも考えながら進めていっていただ

ければなと思います。 

  続きまして、同じところで、ごみ集積箱設置等補助金７万5,000円とあります。交付条件

が分かりましたら、お願いします。 

○山野智彦委員長 参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 そちらにつきましては、補助について補助額２分の１で、上

限額２万5,000円でございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 設置場所なんですけれども、私有地、民有地であれば問題ないかもしれな

いんですけれども、中には道路上、町道とかのところに折り畳み式が設置してあったり、昔

からあるものに関しては折り畳めない状態のものが設置してあったりするんですけれども、

今後買い換えるとなったときに、この補助金というのは出るんでしょうか。 

○山野智彦委員長 参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 そういった公道上に設置されているものにつきましては、対

象外でございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 かなり多いと思いますので、今後考えていかなければいけないところかな

と思います。 

  清掃総務費に関しては、以上になります。 
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  次ですね、戻りまして147ページの各種予防接種設置事業についてお伺いします。参考資

料は36ページになります。 

  昨年度と比較して2,000万円増額されていますけれども、主な要因をお願いします。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 こちらの事業の増額につきましては、今年度秋から新型コロナウイ

ルスの定期接種を始めさせていただきました。そちらの予算は、今年度６月に補正をさせて

いただきまして実施したところでございます。令和７年度につきましては当初から盛らせて

いただきまして、新型コロナウイルスの定期接種の分が大きく増えたものでございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 分かりました、ありがとうございます。 

  同じ段の一番下のほうですね、予防接種健康被害給付負担金補助金13万6,000円とありま

すけれども、こちらの説明をお願いします。 

○山野智彦委員長 暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時２１分 

 

再開 午前 ９時２２分 

 

○山野智彦委員長 休憩を解いて会議を再開します。 

  健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 すみません、まず確認をさせていただいてよろしいでしょうか。各

種予防接種実施事業の補助金の予防接種助成金の13万6,000円のお話になりますか。健康被

害給付金の267万3,000円になりますでしょうか。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 すみません、そうですね、267万3,000円のほうです。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 はい、ありがとうございます。 

  こちらにつきましては、障害児療育年金の費用と、新型コロナウイルスの健康被害があっ

た方の医療手当金の金額になっております。 
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  以上でございます。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 はい、分かりました、ありがとうございました。 

  一旦これで。 

○山野智彦委員長 大野委員。 

○大野興一委員 それでは、ページ数は144ページ、准看護学校運営費補助事業、一応内容を

お願いします。 

○山野智彦委員長 暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時２３分 

 

再開 午前 ９時２３分 

 

○山野智彦委員長 休憩を解いて会議を再開します。 

  健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 こちらの事業につきましては、地域住民の保健・医療・福祉の向上

に貢献し得る看護師を養成する学校への補助金でございます。また、併せまして、準看学校

を優秀な成績で卒業した方で正看護師の資格取得を目指す対象とした方、こちら奨学金制度

を導入しておりますので、そちらの費用も併せて盛っているものでございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 大野委員。 

○大野興一委員 昨年も質問があったと思いますが、看護師の養成ということで学校の運営を

行っているということでありますが、昨年の実績としてどのぐらい学校に通った方がいらっ

しゃるか、その実績をお願いします。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 令和５年度の入学者の方が33名いらっしゃいました。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 大野委員。 

○大野興一委員 伊奈町の生徒は何人ぐらいいますか。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 
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○白坂清美健康増進課長 うち、お二人でございます。 

○山野智彦委員長 大野委員。 

○大野興一委員 その生徒が卒業して、地元の病院等に就職されたという実績はありますか。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 そちらのお二人につきまして、医療機関に就職した方はいらっしゃ

いませんでした。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 大野委員。 

○大野興一委員 町でこういう補助金を出しているわけですから、その効果というものが非常

に大事かと思いますが、そういう点では評価はいかがですか。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 昨年の卒業生の方に伊奈町に就職した方はおられませんでしたが、

その前の年は３名、令和３年のときは４名という形で数人いらっしゃいましたので、一定の

こちらの効果はあるかと思っております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 大野委員。 

○大野興一委員 今後そういう奨励をする、あるいは内容を周知しながら生徒の募集等に関わ

るということになるでしょうか。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 直接的な周知と申しますか、まず、学校の授業の中で町内の医療機

関の先生方も関わっておられますので、その中で伊奈町のご紹介もしていただき、就職先と

して選んでいただけるようになっています。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 大野委員。 

○大野興一委員 補助事業として行っているので、ぜひそういうのも徹底して、多分町内の病

院等でも看護師の不足が生じて大変困っている状況もあると思いますので、地元に就職する

とか、そういうことをぜひ督励していただきたいと、こんなふうに思います。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 仲島副委員長。 

○仲島雄大副委員長 私は、１点ほどです。 
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  予算書の145ページ、参考資料は35ページ、健康マイレージ事業について少しお伺いした

いと思います。 

  まず、令和６年度のポイント利用数を教えてください。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 今年度につきましては、まだ引換え期間中でございますが、２月の

末現在で228名の方がご利用になっております。 

○山野智彦委員長 仲島副委員長。 

○仲島雄大副委員長 ありがとうございます。 

  これ予算規模はほかのものに比べると少ないんですけれども、増額しない理由を教えてく

ださい。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 こちらの事業につきましては、町で行っております各種健康づくり

に関する事業にご参加いただきたい旨で実施させていただいております。まず主要事業に参

加していただくことが一つになりますが、５ポイント集めていただくとお買物券と引き換え

させていただいております。今、250人分の予算を盛らせていただいておりまして毎年実施

しているところでございます。先ほど令和６年度の現在の状況を申し上げましたが、令和５

年度が223名、令和４年度は218名、令和３年度は223名と、およそ200少しのところで皆様ご

参加いただいて交換をさせていただいておるところでございます。ですので、予算は250人

分で盛らせていただき、令和７年度も作成させていただきました。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 仲島副委員長。 

○仲島雄大副委員長 昨日のフレイルと同じようにして、将来的な民生費の抑制という部分に

つながってくると私は考えております。その中で、生活支援協議会の中で南部では公園マッ

プとかというものを作成しているんですけれども、そういうような生活支援協議会が作成し

たものを取り入れてポイントアップにつながったりとかということは、検討されてないんで

しょうか、お願いします。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 生活支援協議会の皆様がマップを作成したのは存じております。 

  こちら、マイレージポイントの事業につきましては、まず町が行っている事業、当課のも

のだけではなく、ほかの課で行っているものにつきましても健康増進の観点から参加してい
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ただきたいというところで事業を行っております。 

  今後、そういったマップにつきまして、例えばお散歩のときに使っていただけるとか、そ

ういった活用について検討していく必要があるかと思っております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 仲島副委員長。 

○仲島雄大副委員長 生活支援協議会も地域の人たちの声を拾いながら作成しているものです

から、ぜひそれが、成果物として出てきたものを町が支援することによってそういう方々の

モチベーションが上がったりとかということも考えられますので、そこの部分は検討してい

ただきたいのと、やはりここの部分ってとても大切になってきますので、ぜひこの後、メニ

ューを増やすなり何なりして、250名と言わず300名でも350名でも考えていただきたいと思

います。 

  私は、以上です。 

○山野智彦委員長 栗原委員。 

○栗原惠子委員 私からは、２点あります。 

  予算書の142ページ、参考資料34ページの母子保健健康指導相談事業をお伺いいたします。

こちらは、母子に対して心身のケアということで、産後ケア事業を増額していただいてあり

がとうございます。 

  まず、産後ケア宿泊委託料の予算の内訳と、あと、母子に対しての宿泊ということなんで

すが、近隣市では、お父さんだったり上の子のことのケアも一緒に宿泊できるようなことが

あるという情報が入ってきておりますので、その辺はどうかということでお願いします。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 まず、予算につきましては、内訳でございますが、宿泊型のこちら

の委託料を増やさせていただきました。令和６年度は10日分であったものを、令和７年度

137日分に、訪問型につきましては、20回分を30回分に増やさせていただいたところでござ

います。その積算のところで300万円ほど増えてきた形になっております。 

  また、先ほど委員からありましたお父様、お子様の併せての宿泊に関しましては、そうい

ったところもあるかとは思いますが、伊奈町が委託しております２医療機関では、一緒にお

泊りをする形にはなっておりません。理由は、短い期間で帰っていらっしゃるということと、

感染症の観点からも一緒のご利用はさせていただいてないということで伺っております。 

  以上でございます。 
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○山野智彦委員長 栗原委員。 

○栗原惠子委員 ご答弁ありがとうございます。 

  今後そのような医療機関がもしあるならば、その医療機関を加えていただくというご検討

をされてみてはいかがかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 来年度、２医療機関と契約を追加する予定でございます。そちらの

医療機関がそういった対応ができるかどうか確認をしつつ、契約を進めていきたいと思って

おります。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 栗原委員。 

○栗原惠子委員 それでは、ご検討をよろしくお願いいたします。 

  次に、予算書151ページ、参考資料37ページ、地球温暖化対策推進事業、こちらの中間見

直しを行うということなんですが、この見直しの内容についてお聞かせください。 

○山野智彦委員長 参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 見直しの内容でございますが、国や県の温暖化対策に関わる

計画との整合性が取れるよう、2030年度における温室効果ガスの排出量を2013年度比46％削

減といったことや、気候変動への適応策の推進といったところを盛り込んで見直していく予

定でございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 栗原委員。 

○栗原惠子委員 46％の削減ということで、具体的にどんな内容のことをされるのか、お聞か

せください。 

○山野智彦委員長 参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 具体的なものにつきましては、これから委託業者と打合せを

して、環境審議会に諮って、どんなことが伊奈町にふさわしいかというところを踏まえた上

で施策を考えていければと考えてございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 栗原委員。 

○栗原惠子委員 それでは、お願いします。 

  以上です。 
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○山野智彦委員長 戸張委員。 

○戸張光枝委員 私からは、２点お願いします。 

  まず、予算書148ページの予防費のがん患者アピアランス支援事業補助事業の件で質問さ

せていただきます。 

  まず、申請する際にがん患者であるという証明はどのように取られるのか、お聞かせくだ

さい。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 詳細な要綱につきましては、これから定めるところでございます。

県ですと、治療の同意書や診断書、ウィッグ購入の領収書等を想定しております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 戸張委員。 

○戸張光枝委員 ありがとうございます。 

  診断書としてしまうと、医療機関によっては診断書代が2,000円から１万円と高額になる

場合もございますので、例えば治療方針計画書等でいいというような、少し柔軟な対応をし

ていただければなと思います。 

  あと、大変うれしく思ったのが、がんの治療に伴う外見の変化を補完するウィッグ及び乳

房補整具等の購入に係る等ということが入っているところで、大変うれしく思っております。

放射線治療等によって爪の変化だったりとか皮膚の乾燥だったりだとか、様々変化してくる

ので柔軟な対応を取っていただけると思うので、うれしく思っております。ありがとうござ

います。 

  以上です。 

  あと、予算書154ページ、システム使用料なんですけれども、ごみ分別アプリについてな

んですが、31万7,000円なんですけれども、これ私もスマホに入れてみました。外国人居住

者への英語表記などのサービスはありますでしょうか、お願いします。 

○山野智彦委員長 参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 英語表記の関係でございますが、現在導入しているアプリで

も、そもそもスマートフォンの設定が英語になっていれば、英語表示されるような状況にな

ってございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 戸張委員。 
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○戸張光枝委員 ありがとうございました。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 藤原委員。 

○藤原義春委員 予算書の147ページを開けていただけますでしょうか。146、147ページで各

種予防接種事業、先ほども少し説明あったんですが、私少し分かりにくかったものですから。 

  こちら説明によると、新型コロナ予防接種に関連して被害があった人に払っているという

ことだったんですけれども、その辺具体的に分かりやすく説明していただけますでしょうか。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 健康被害のところでよろしかったでしょうか。 

  こちらは、新型コロナウイルスの臨時接種が始まった後、健康被害に遭われた方から申請

があり、国へ進達して、承認された方についてお支払いをしているものになっております。

現在、１名の方にお支払いをしているものでございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 藤原委員。 

○藤原義春委員 その健康被害というと、伊奈町ではお一人のみ払っているということでしょ

うか。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 現在のところ、認定が下りた方がお一方になっております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 藤原委員。 

○藤原義春委員 よろしければ、お幾らぐらいお支払いになっているんでしょうか。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 医療費でかかった分になりますので、その治療によって幅がござい

ます。今回のところは、１年間分という形で盛らせていただいております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 藤原委員。 

○藤原義春委員 具体的な費用は幾らということでしょうか。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 具体的な費用は、申し訳ございません、今手元に持っておりません。

ただ、場合によっては何百円のところから何千円という形のものの積み重ねになってまいり
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ます。月によってかかる回数が変わったりしてまいります。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 藤原委員。 

○藤原義春委員 その件は分かりましたが、全体的にこの負担金補助及び交付金で280万円、

負担金で267万3,000円となっているんですけれども、この予防接種健康被害給付負担金補助

金のところと予防接種助成金の金額の配分はどうなっていますでしょうか、教えていただけ

ますか。 

○山野智彦委員長 藤原委員、ここの記載のとおりではないでしょうか、どうですか。何を聞

かれたいんでしょうか。 

○藤原義春委員 その健康被害のものについてのというのは、どちらに属しますか、先ほどの

説明だと。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 健康被害の分につきましては、負担金になってまいります。もう一

つの助成金につきましては、骨髄移植等をされた方で抗体消失、再予防接種の費用になって

まいりますので、健康被害の方につきましては、この予算ですと負担金になってまいります。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 藤原委員。 

○藤原義春委員 分かりました。 

  続きまして、143ページ、健康づくり対策推進事業のこちらの講師謝礼12万8,000円と各種

相談事業報償費30万円なんですけれども、ここも分かりやすく具体的に教えていただけます

でしょうか。 

○山野智彦委員長 暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時４３分 

 

再開 午前 ９時４３分 

 

○山野智彦委員長 休憩を解いて会議を再開します。 

  健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 講師謝礼につきましては、ゲートキーパー養成講座等の講師の謝礼
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でございます。 

  もう一つの報償費30万円につきましては、こころの健康相談の講師の謝礼でございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 藤原委員。 

○藤原義春委員 こころの健康相談というのは、何回分とか、その辺分かりますか。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 こちら月１回開催でございますので、12回分になります。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 藤原委員。 

○藤原義春委員 分かりました。 

  続きまして、150ページ、こちら参考資料37ページなんです、生活排水処理基本計画策定

事業なんですけれども、これ委託料ということで290万円お支払いになっているんですけれ

ども、これはいろんなところから見積書を集めて出てきた金額ですか、それとも前から引き

続いてやっているような感じでしょうか、教えていただけますでしょうか。 

○山野智彦委員長 参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 こちらの金額につきましては、６社に見積りをお願いいたし

まして、５社から見積りの提出があったものでございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 藤原委員。 

○藤原義春委員 その中から一応選んで、ここに決めたということでよろしいですか。はい、

分かりました。 

  じゃ、予算書の151ページと152ページのところ、先ほどの地球温暖化対策推進事業なんで

すけれども、こちらも委託料ということで286万円かかっているんですけれども、これはど

ういう経緯でこの数字が出てきたんでしょうか。 

○山野智彦委員長 参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 金額の経緯でございますが、こちらの計画につきましても６

社に見積りを徴しまして、４社から提出がございました。見積額と併せて積算単価の入った

設計書を提出いただいてございますので、それらの中身を精査した上で妥当な金額を計上さ

せていただいたものでございます。 

  以上でございます。 
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○山野智彦委員長 藤原委員。 

○藤原義春委員 経緯が分かりましたので、納得できました。 

  私は、以上です。 

○山野智彦委員長 五味委員。 

○五味雅美委員 予算書の150ページの生活排水処理基本計画、今、藤原委員が問題にしたと

ころですけれども、生活排水処理人口普及率100％を目指すとなっているんですが、現状

何％になっているんでしょうか。 

○山野智彦委員長 参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 令和５年度の数字になりますけれども、90.5％という数字で

ございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 五味委員。 

○五味雅美委員 10％ぐらいの方というのは、どういう処理をされているんでしょうか。 

○山野智彦委員長 参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 100から90.5を引いた残りの数字でございますが、その内訳

につきましては、単独浄化槽やくみ取り便槽等を使用しているご家庭の数字ということでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 五味委員。 

○五味雅美委員 分かりました。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 最初に、予算書の140ページ、保健衛生総務事務費432万7,000円の中で、す

いません、それほど大きい数字じゃなくてあれなんですけれども、１万5,000円ということ

で県栄養士会負担金というところへの予算がついています。こちらに関しまして、町とその

会との関係と、この補助金の根拠というか、理由がありましたらお聞かせください。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 こちらの負担金につきましては、埼玉県栄養士会を通じまして埼玉

県栄養士会と日本栄養士会に加入するための費用でございます。当課に管理栄養士がおりま

す。栄養士の研修ですとか、それからキャリアアップ、情報交流や情報交換の場として活用
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させていただいているものになっております。費用につきましては、埼玉県栄養士会が

8,500円、日本栄養士会6,500円、合わせまして１万5,000円計上させていただいているとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 分かりました。 

  じゃ、続いて、141ページの休日診療費負担事業422万9,000円、その中の委託料333万

6,000円ですが、こちらの使用の用途というか内容、それとあと、診療所とか病院あたりに

幾らぐらい支払われるのか、お聞かせください。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 こちらにつきましては、地区医師会の中で輪番で行われているもの

になっております。日曜祝日と年末年始をお願いしているものになりまして、使用の用途に

つきましては、病院の運営費の補助になりますので人件費ですとか光熱費に当たっているも

のと考えております。金額につきましては、日曜祝日が５万7,900円、年末年始が９万2,700

円になっております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 こちらに関しまして、今５万7,900円と９万2,700円ってお答えいただいたん

ですけれども、１つの病院当たりの金額で、大小余り関係なく一律この金額なのかというこ

とと、年末年始、特に何件ぐらいの病院が対象になったのか、お聞かせいただければと思い

ます。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 金額につきましては、病院の大小は関係ございません。１日してい

ただくと、先ほどの金額になってまいります。 

  今回、今手持ちの資料がなくて申し訳ございません、記憶によりますと、年末ですね、イ

ンフルエンザが大変はやっておりました。その際に、近くの病院ですと１日300件を超える

患者が来られたという情報をいただいております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 ありがとうございます。 
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  年末インフルエンザで大変だったというお話を聞いて、そんな中、本当に病院がありがた

いなというふうな話を聞いているんですけれども、年末年始動いてくださって、９万2,700

円支払った病院の数は分かりますか。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 年末年始で診療をしていた病院につきましては、主に伊奈病院と埼

玉県央病院と桃泉園北本病院でございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 分かりました。割と大きめな病院が対応していただいたということで、年末

年始で皆さん休みたいところをやっていただいているので、令和７年度もしっかりと予算執

行していただければと思います。 

  続いて、142ページ、母子健康指導相談事業582万円の中の産後ケア宿泊委託料308万3,000

円、こちらの事業内容についてお聞かせください。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 こちらにつきましては、産後間もないお母様が休めるようにという

ことで、宿泊型を拡充したものになっております。先ほど数字を申し上げまして、宿泊型に

つきましては、令和７年度137回分を盛らさせていただきました。今までは、産後に心身の

不調、または育児不安がある方や、その支援が必要と認められる方を対象としておりました

が、令和７年度は、産後ケアを必要とする方が利用できるようになりますので、幅広く使え

るように宿泊型の受入れができるよう予算を盛らせていただいたところでございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 分かりました、ありがとうございます。 

  続いて、143ページ、145ページ、一括して同じような内容なんで、３つお聞きします。 

  埼玉県中央地区第二次救急医療負担事業465万1,000円、埼玉県中央地区小児二次救急医療

運営負担事業369万1,000円、桶川北本伊奈地区小児初期救急医療運営負担事業330万4,000円、

こちらに関しまして使用の用途、それとあと、先ほどと同じように、診療した病院当たりに

幾らぐらい支払われているのか、その辺をお聞かせください。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 まず、使用用途につきましては、やはり先ほど申し上げました病院
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の運営費補助に充てるものになりますので、人件費や光熱費等に当たっているものと考えて

おります。 

  中央地区第二次救急医療負担金につきましては、こちらは１日当たり３万2,800円お支払

いをしております。基本、こちら３医療機関が毎回動いておりますので、９万8,400円がか

かっておるものになっております。こちらは、９医療機関の中で輪番制で行っているものに

なりまして、実績につきましては、伊奈町ですと伊奈病院がなるのですが、１年間で145日

動いておりまして475万6,000円、令和５年度につきましてはお支払いしたところになってお

ります。 

  続きまして、中央地区の小児二次につきましては、上尾中央総合病院と北里大学メディカ

ルセンターにお願いしているものになります。こちらは、国や県の補助が入っておりますが、

それぞれの医療機関に１年間稼働していただきまして、およそ2,500万円お支払いする形の

予算盛りとなっております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 もう一つありましたよね、桶川北本伊奈地区小児医療救急運営負担事業。 

○白坂清美健康増進課長 失礼しました。 

  桶川北本伊奈地区の小児医療救急につきましては、やはり使用用途は同じようになります。 

  こちらは36医療機関で輪番で回しておりまして、うち町の医療機関が９医療機関、輪番の

中に入っております。金額は、１日４万3,200円お支払いをしておりまして、日曜祝日、年

末年始を除く292日輪番で稼働しております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 ありがとうございました。 

  こういった形でしっかり予算つけていただいてありがたいところなんですけれども、基本、

今の体制で間に合っている、救急のとき困っているというようなことはないという認識でよ

ろしいでしょうか。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 実際急病になるときは急な場合という形になりますので、正直なと

ころお困りの方もいらっしゃるかとは思います。 

  ただ、体制としましてはできる限りのことをさせていただき、また、今後医師会とも調整

しながら、よりよくできるかどうか確認をしていきたいと思っております。 
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  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 おっしゃるとおり、急なことだと思うんですけれども、そういった中で、病

院が今こういう形でお願いしている、こういう予算をつけている中で、これじゃできないと

か、あと受入れができないといったようなケースというのは、基本的にはないと考えてよろ

しいでしょうか。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 よほどの事態でない限りは、ないと存じております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 はい、ありがとうございます。 

  続きまして、148ページ、がん患者アピアランス支援事業22万3,000円ということで、まず、

予算をつけていただいたこと、本当にありがたいと思っております。一方で、１人当たり１

万円の予算ということで、もう少し予算をつけていただけないかなとも考えております。 

  質問ですけれども、ウィッグ等の単価を幾らぐらいと考えていて、何％ぐらいの補助のイ

メージを考えているんでしょうか。また、単純に対象人数が22人ぐらいということなんだと

思うんですけれども、これは要望も22人程度なのかなとお考えでしょうか。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 ウィッグや乳房補整具につきましては、安価なものからとても高額

な物まであるというのは存じております。こちら今回１万円という形で価格設定をしました

のは、近隣の状況ですとか、実際補助の状況を確認しまして、まず１万円という形で調整を

させていただきました。取得価格の何％ということは、申し訳ございません、こちらは考慮

しておりませんで、県の補助を活用しながらやっていく中で、１万円という額で予算計上を

させていただきました。 

  また、申請の件数につきましては、こちらも先行自治会の申請件数を確認しまして、およ

そ伊奈町だとこれぐらいの数字かなというところではじき出させていただいたものになりま

すので、実際に要望があった数というわけではありません。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 分かりました。 
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  この補助金なんですけれども、今回は予算がなくなったら終わりなのかなというところな

んですけれども、これも早いもの順という形になるんでしょうか。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 早いもの順というわけではなく、申請した方に助成できるように、

予算の不足が生じた際には財政と相談をしながら対応してまいります。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 ありがとうございます。 

  また、不足した場合でも調整していただけるということで、心強いなと思います。 

  それで、今の答えの中にも少しあったんですけれども、要望が多ければ補正予算だとか検

討していただいて、また、次年度予算でこういった単価だとか想定人数を増やしていただく

ということは、考えていただけるんでしょうか。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 まずは、令和７年度事業をやらせていただいて、いろんな状況があ

る中でございますので、予算につきましては相談をしながら、また、件数につきましては実

情を勘案しながら、予算盛りのほうを進めていきたいと思います。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 ありがとうございます。 

  気持ちが弱くなっている人の援護射撃になると思いますので、何とぞよろしくお願いいた

します。 

  続いて、清掃費、156ページについてです。 

  清掃管理事務費1,706万5,000円、この粗大ごみ集積運搬及び手数料集金業務委託料450万

2,000円、こちらに関しては費用もかかるんですが収入もあるのかと思います。収支が分か

りましたら、お聞かせください。 

○山野智彦委員長 くらし産業統括監。 

○久木 正くらし産業統括監 この業務委託に関する収入といたしましては、粗大ごみの収集

運搬業務の手数料ということで歳入にあります。今年度見込みとして、750回掛ける1,000円

ということで75万円を計上しておりますが、その収入がございます。差し引きますと、375

万2,000円のマイナスということになります。 
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  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 分かりました。 

  続いて、157ページ、焼却施設管理運営事業１億2,252万4,000円、その中で消耗品費が

2,306万4,000円となっていますが、この消耗品費の内訳をお願いします。 

○山野智彦委員長 くらし産業統括監。 

○久木 正くらし産業統括監 まず、焼却施設用機材部品ということと、それからごみクレー

ン用機材部品、それから一酸化炭素測定装置の部品、それから塩化水素分析計部品等の購入

で757万6,000円。それから、排ガス対策の環境薬剤としまして消石灰、それから活性炭、そ

れから飛灰対策の環境薬剤といたしましてキレート剤というもの買います、それを合計しま

して1,466万3,000円。また、焼却用施設のオイルとかグリスの油脂類、それから中央制御室

で使います運転状況等を記録しますチャート紙、それからパーツクリーナー、あと、内部の

清掃用のほうき等の購入で82万5,000円でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 分かりました。 

  ただ、この消耗品費が少し金額が大きいんで、もう少し分かりやすく、次年度以降のあれ

なんですけれども書いていただけるとありがたいかなと思いますので、その辺はまたご検討

いただければと思います。 

  続いて、焼却施設改修事業2,500万円ですが、こちらの予定だったり想定している修繕工

事についてお聞かせください。 

○山野智彦委員長 くらし産業統括監。 

○久木 正くらし産業統括監 焼却施設ですけれども、臨時修繕で1,892万8,000円でございま

す。それから、焼却施設の騒音対策修繕ということで418万円。それから、１号炉の炉、焼

却しますとやっぱりごみの中にメタル類、鉄とか缶とかもどうしても混ざってきてしまう部

分がありますので、そういったものが炉の下にたまりますので、そのメタル除去修繕という

ことで189万2,000円。合計しまして2,500万円になります。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 分かりました。 

  同じ内容なんですけれども、159ページの粗大・不燃施設改修事業4,000万円、こちらに関

してもお願いします。 
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○山野智彦委員長 くらし産業統括監。 

○久木 正くらし産業統括監 こちらにつきましては、臨時修繕としまして2,478万7,000円、

それから、毎年実施しております粗大・不燃施設の破砕設備の修繕といたしまして586万

3,000円、それから、これも毎年実施しておりますが、容器包装プラスチックの減容設備修

繕といたしまして660万円、それから、これも毎年でペットボトルの減容設備の修繕で275万

円、合わせまして4,000万円ということでございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 止まってしまうと困る施設なので、ある程度予算取っていただきたいところ

なんですが、粗大・不燃施設の臨時修繕が2,400万円ということなんですけれども、焼却施

設もそうなんですけれども、臨時で取っている予算の部分で基本的にはある程度賄える、想

定している、何となくこの辺が壊れそうだなという部分は想定できているということで大丈

夫でしょうか。 

○山野智彦委員長 くらし産業統括監。 

○久木 正くらし産業統括監 運転をする中で定期点検とか清掃等をしておりますので、稼働

から30年以上たっているわけで、いろんなところが傷んでいるのは事実です。その中で交換

しなくちゃいけないというところは、クリーンセンターでしっかりと捉えております。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 では、焼却施設、不燃施設ともに何日も止まるということはないという、そ

れに対する修繕費もある程度は見ている、突発的なものは仕方がないと思うんですけれども、

そういう想定はできているという認識でよろしいでしょうか。 

○山野智彦委員長 くらし産業統括監。 

○久木 正くらし産業統括監 そのとおりでございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 はい、ありがとうございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時０６分 

 

再開 午前１０時０６分 
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○山野智彦委員長 休憩を解いて会議を再開します。 

  大沢委員。 

○大沢 淳委員 146ページから始まる予防接種事業ですが、恐らくここに入っていると思う

んですが、帯状疱疹ワクチンが７年度から定期接種化されることによって、今回町の事業に

どういう影響があるのか、教えてください。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 帯状疱疹ワクチンにつきましては、令和７年度から定期接種化にな

ります。令和７年度の予算には、今年度行っておる任意接種の予算は計上させていただいて

おりますが、令和７年度の定期接種の分については、まだ計上ができていない状態になって

おります。詳細につきまして関連市、それから医師会と調整中でございますので、まだ予算

の積算ができなかったものでございます。令和７年度になりましてから補正をさせていただ

きまして、こちら定期接種ができるように整えたいと思っております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 大沢委員。 

○大沢 淳委員 そうすると、対象者というか、町民への周知はどのようになるんですか。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 まだ自己負担額等が決まっておりませんので金額は入っておりませ

んが、３月号の広報に、高齢者帯状疱疹ワクチンの定期予防接種についてという形で予定を

出させていただきました。こちらには、ワクチンの種類と対象となる方のご年令等を表記さ

せていただいております。４月号に、より詳しく掲載できればと思っておりまして、今調整

を進めているところでございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 大沢委員。 

○大沢 淳委員 自己負担は基本的には安くなるということで理解してよろしいでしょうか、

現在より。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 任意接種の方と逆転しないように、少しでも安くなるように調整を

進めているところでございます。 

  以上でございます。 
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○山野智彦委員長 冨井委員。 

○冨井篤弥委員 私からは、２点ございます。 

  まず、予算書150ページ、参考資料37ページ、生活排水処理基本計画策定事業について伺

います。 

  こちら、予算が通りましたら生活排水処理基本計画策定事業の制定を進められると思うん

ですけれども、埼玉県生活排水処理施設整備構想に準じて、伊奈町でも生活排水処理人口普

及率100％を目指すとのことですけれども、これは現実的に実現可能な目標なのでしょうか。

今ある課題であるとか、障壁について伺えればと思います。 

○山野智彦委員長 参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 まず、実現可能かというところなんですけれども、そちらに

つきましては、実現に向けて少しずつでも、コンマ１でも目標に近づけていけたらと考えて

ございます。 

  あと、課題といたしましては、やはり単独浄化槽やくみ取り便槽から合併浄化槽等や公共

下水道への接続等については金銭的なものも絡んできますので、水質浄化の効果等をよく理

解していただいて、普及率を上げていければと考えてございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 冨井委員。 

○冨井篤弥委員 はい、分かりました。 

  公衆衛生ということですので、やっぱり100％を目指されるということはとても大事なこ

とだと思いますので、ぜひお願いいたします。 

  続いての質問になります。追加の質問なんですけれども、154ページ、ごみ集積箱設置等

補助金について伺いたいと思います。 

  こちらなんですけれども、先ほど髙橋委員からも質問があったんですけれども、道路上の

物についてはごみ集積箱補助金の対象外となりますけれども、例えば折り畳んでおけるよう

な物の集積箱でも補助の対象外となってしまうのでしょうか、伺います。 

○山野智彦委員長 参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 折り畳める物につきましても、公道上の物については対象と

してはございません。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 冨井委員。 
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○冨井篤弥委員 分かりました。 

  ちなみになんですけれども、令和６年度現在の補助状況についても伺いたいと思います。 

○山野智彦委員長 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時１２分 

 

再開 午前１０時１２分 

 

○山野智彦委員長 休憩を解いて会議を再開します。 

  参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 今年度につきましては３件申請がございまして、６年度予算

については全て使い切ったところでございます。最後の申請につきましては、令和７年２月

６日でございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 冨井委員。 

○冨井篤弥委員 分かりました。 

  あと、これ１つすごく気になるんですけれども、先ほど公道上で折り畳める物も道路許可

の対象になるというんですけれども、ネットとかは、やっぱり一時的に占有するわけじゃな

いですか、ネットはオーケーで、折り畳み式の箱は駄目なのか、その道路を一時的に占有し

ていることには変わりはないと思うんですけれども、そのあたりの認識、見解についても伺

えればと思います。 

○山野智彦委員長 参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 折り畳み式の物につきましては、畳んでも若干公道にはみ出

てしまう。だから、ネットにつきましては、それよりも小さくなるといったところで、多少

曖昧なところもあるんですけれども、折り畳み式のものは現在対象としていないところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 冨井委員。 

○冨井篤弥委員 まあそういうことということで、はい、少し腑には落ちないんですけれども。 

  最後にこれ、内宿地番内の中なんですけれども、こういう状況がよく続いておりまして、
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すごく大変な感じでして、ちゃんとやっているんですけれども、結局何かやっぱりカラスも

頭がよくて、いろいろと下から取ったりして結構汚している状況でして、こういう状況があ

るということを皆様にも共有していただきたいと思います。これは、ここだけじゃなくてほ

かのところもたまに見受けられますので、ぜひ折り畳み式についても、そういう道路占用許

可とかそういう支援であるとか補助とかもしていただけたらなと思います。 

  私からは、以上になります。 

○山野智彦委員長 冨井委員、今の議事録に残らないんです。こういうというのは、路面に広

がっているとか、そういうことだったと思うんですけれども、ちょっと言葉で。 

○冨井篤弥委員 すみません、説明いたしますと、内宿地域内のネット式のごみ集積所につい

て、カラス等の被害によってごみが散乱している状況というものが、もうここ私が引っ越し

てきてからもうずっとなので、最低六、七年ぐらいは続いている状況でして、これは、この

場所じゃなくて伊奈町の至る場所でも私が見ているところで起きている状況ですので、ぜひ

ネット式についても何かしら折り畳みであるとか、あと道路占用の許可について町でも支援

していただきたいと、そういうことでございます。お願いいたします。 

○山野智彦委員長 それでは、川内委員。 

○川内雅人委員 私からは、１点だけお伺いさせていただきます。 

  予算書の157ページに該当すると思うんですが、クリーンセンター運営事業のところで今

年度の予算では家電等投棄監視委託というのが計上されていましたが、本年度にはないんで

すけれども、その理由をお伺いできますでしょうか。 

○山野智彦委員長 くらし産業統括監。 

○久木 正くらし産業統括監 昨年度の予算までは、家電等投棄監視委託料ということで計上

しておりましたけれども、今年度から町内施設等拠点回収業務委託料ということで名称を改

めて計上したものでございます。業務内容につきましては、これまでと変わりはありません。 

○山野智彦委員長 川内委員。 

○川内雅人委員 名前が変わったということで、理解しました。ありがとうございます。 

  実際にこの不法投棄というのは、どれぐらいあるのか、具体的な件数じゃなくて結構です

けれども。あと、それは増えている傾向なのか、減っている傾向なのかというのを、感覚値

で結構です、教えていただければと思います。 

○山野智彦委員長 くらし産業統括監。 

○久木 正くらし産業統括監 基本的に監視というかパトロールにつきましては、新幹線の側
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道とかが中心になるんですけれども、昔に比べると家電等の投棄というのは減ってきている

ような状況でございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 川内委員。 

○川内雅人委員 承知しました、ありがとうございました。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 木俣委員。 

○木俣美千代委員 質問が重なりましたので、確認だけお願いいたします。 

  146ページの予防接種実施事業で、先ほど大沢委員からありました帯状疱疹の定期予防接

種なんですけれども、今までは任意で50歳以上、ここで4,000円の補助金ということでした

が、これは変わらず進めながら定期接種化が始まるという認識でよろしいでしょうか。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 委員おっしゃるとおりでございます。 

○木俣美千代委員 はい、分かりました。ありがとうございました。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 ほかにありませんでしょうか。 

  青木委員。 

○青木久男委員 予算書145ページです。一番下にありますコバトンＡＬＫＯＯマイレージ事

業です。昨年度から始まって２年目になるのかなと思うんですけれども、これの事業内容に

ついて需用費というのがございます。そんなにお金のかかるものなのかなという気はしない

でもないんですけれども、まず、１点目は、その145ページの一番下にある、ああごめんな

さい、報償費ですね、失礼しました、10万円の内容をお願いいたします。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 こちらは、健康増進課で開催しておりますウオーキング教室の講師

の謝礼でございます。こちらは、２万5,000円を２人、あと、２回開催予定で計上をさせて

いただいております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 ウオーキング教室２回というんですけれども、場所と、それから参加者はど

のぐらいおられるのか、伺います。 
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○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 まず、コースにつきましては、日本薬科大学に総合センターから歩

いていくコースと、バラ園に歩いていくコースでさせていただいております。令和６年度に

つきましては、日本薬科大学のコースが18名、バラ園のコースに11名ご参加いただいており

ます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 史跡見物とかそういうことではなくて健康増進ということですから、その講

師の方はどういうような内容の指導をしていただいているのか、ただ歩くだけではない、何

かノウハウはあるのかなと思うんですけれども、いかがですか。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 こちらは健康運動指導士の方にお越しいただきまして、まず、歩き

始める前に室内で準備運動をさせていただきます。その際に、どのような形で筋肉を伸ばす

とよいかとか、腰が痛い方はここに注意したほうがいいですよという形のものを織り込みな

がら、まず体をつくっていきます。その後、歩いていった先でストレッチをしたり、また帰

ってきた後の整理運動をして体の筋肉の弛緩の仕方ですとか、より健康的に歩く方法をご教

示していただいている状態でございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 このコバトンＡＬＫＯＯマイレージ事業ですね、ちょっと調べてみましたら、

今まではコバトン健康マイレージ、県の事業だったのが、昨年度から市町村に移管したとか

という感じなんですね。それで、町としてそのような関わり合いというのは分かりましたけ

れども、私なんかもいろんなところのスマホにアプリを入れて歩数計というのをやっており

ます。このアプリを使うのは無料だと思うんですけれども、ここの予算書、その次のページ

になりますけれども、アプリの使用料というのが大変な金額が載っているんですね、41万

4,000円というのが。これはどういうアプリなのか、ちょっと説明していただきたいんです

けれども。 

○山野智彦委員長 費用がかかる原因ということでしょうか。 

○青木久男委員 使用料の41万4,000円の内容です。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 
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○白坂清美健康増進課長 コバトンＡＬＫＯＯマイレージにつきましては、ウオーキングアプ

リを埼玉県版としまして株式会社ナビタイムジャパンというところがカスタマイズしたもの

になっております。埼玉県で契約していただいておりまして、そちらの参加市町村の数で割

り返した金額を、こちら負担をさせていただいているものになっております。ですので、参

加団体が増えると、そちらの価格は下がっていく形になってまいります。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 そういう金額、随分高いなと思うんですけれども、これは安くしろというの

はいかないんだと思うんですけれども、ほかの市町村、団体も参加しておるようですので、

何かそういう話ないですか、これ高過ぎないですか。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 実際利用者の方が無料で使える状態にはなっておりますが、委員お

っしゃるとおり、こちらの金額については少なからずかかっているものと認識しております。

ただ、前回までやっておりました歩数計を乗せてカウントしたものの管理費に比べますと、

比較するのはどうかと思いますが、一応安くはなっている状態になっております。 

  ただ、今後まだ埼玉県全体の市町村が加入しているわけではございませんので、こちらが

増えていくと少しずつ委託料も安くなっていくと思いますし、また、開発にかかるお金も変

わってくれば、提示されるものは変わってくるのかなと思っております。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 そのアプリは、私さっき調べてみましたら誰でも使えるんですね。伊奈町と

の関連がないような気がするんですけれども、そこで41万円も払うんですか。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 18歳以上の方であれば登録できるアプリになっております。委員お

っしゃるとおり、伊奈町に住所があるないというところではなく、そちらのアプリを使いた

いという方が使える形になります。 

  ただ、広く健康づくりに興味を持っていただいて、歩数を稼いだことによってポイントが

たまると抽選にエントリーできるということもございますので、そういったところをうまく

活用しながら、全体として健康づくりの醸成につながっていければということのもので導入

させていただいておるところでございます。 

○山野智彦委員長 青木委員。 



－33－ 

○青木久男委員 そうしますと、誰でもそのアプリが使えるわけです。間違いのないアプリで

すね、これね。先ほどから41万幾ら払うという会社のアプリだと思うんですね。どこも全く

同じですからね。そうすると、それに入らなくても、皆さん参加者はアプリを自分で持って

くるんでしょう。貸すんですか。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 まず、歩数計としての利用は、18歳以上の方ではどなたでもできま

す。こちら登録していただいて、住所要件とかいろいろありますので入力をしていきます。

そうしますと、埼玉県のポイントがたまるほうには、住所がないと入れないものになります

ので、そちらを利用していただく形になってまいります。ですので、住所要件、伊奈町でな

ければ駄目ということはございませんが、一応住所が県内にある方であれば、さらにプラス

アルファの機能も使える形になっております。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 ですから、伊奈町と何の関係があるかということを聞いているんです。伊奈

町の予算でこのアプリ使用料を41万4,000円払うという意義が分からないですけれども、何

のメリットがあるんですか。 

○山野智彦委員長 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時２７分 

 

再開 午前１０時２９分 

 

○山野智彦委員長 休憩を解いて会議を再開します。 

  健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 埼玉県の行うこちらの事業に伊奈町として参加させていただき、伊

奈町民の方が埼玉県のこちらのアプリを使って健康づくりに邁進できるように努めているも

のでございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 ちょっとにわかに納得しがたい。というのは、私これ見まして、その事業に

参加する人は、無線山も歩くとか、そういう人が使うアプリを貸し出すのかな、あるいは講
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師の人がアプリを使うのにお金がかかるのかな、そういうふうな思いなんですけれども、ポ

イントがたまったら何か景品が出るとかという話ですけれども、これは伊奈町の予算で出す

んですか、県の予算で出すんですか。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 町の予算ではなく、こちらの事業は県になってまいります。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 そうすると、ほとんどもう100％県の事業ですね、これはね。町がお付き合

いしているのかな、そういうことなのかなと。これ去年からあるんですけれども、こういう

アプリは遠慮したほうがいいと私は思います。というのは、誰でも使えるんですから、無料

でね。伊奈町がこれに参加しなければ住民がそのアプリ使えないというのなら、これはしよ

うがないですよ。伊奈町のお墨つきで住民であるならばこのアプリが使える、しかも歩いて

景品がもらえるというんでしたら、それはありがたいんです。税金を払って参加してもいい

んですけれども。そういうことは伊奈町全く関係ないわけですから、誰でもその日から参加

できて、たまれば県から景品がもらえるというんですからね。何も伊奈町でそこのところ、

お墨つき、一部の考えでは伊奈町の宣伝にもなるだろうとかと、いろいろあると思いますけ

れども、これは健康増進の費用ですからね。それはまた違うところから出すべきだと、筋が

違うと思うんですよね、これはね。 

  県から来られた副町長もおられますけれども、県の事業で２年前にやめちゃったのが、こ

れコバトンに引き継いでいるんですけれどもね。こういうのって、県から押しつけるんです

か。 

○山野智彦委員長 副町長。 

○秋葉宏和副町長 たくさん厳しいご指摘をいただいているかと思うんですけれども。 

  県が直接関係あるのか、町がどうなのかということのご指摘なんですけれども、県も手を

替え品を変え、究極的に言うと、やっぱり県民イコール町民ですし市民ですので、やっぱり

県としては、やっぱりこれだけ少子高齢化が進展してきている、そういった背景がある中で

どんどん進んでいくと、結局それは取りも直さず医療費の圧迫ですとか医療保険制度の持続

的な維持ですとか、もう平成30年度から国保の事業運営主体は県になるという方向が出され

て、それに目がけていろいろ県市一丸となって取り組んでいるという背景があるのかなと思

います。 
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  そうした中でそれを実現していくためには、県民市民町民それぞれ一人一人が自分事とし

て、やっぱりいかに自分が健康になっていくかということに取り組んでいくということが大

切なのかなと思います。そのためには、やっぱりそれぞれ一人一人の皆さんが自らの行動変

容というんですかね、そういったことをどれだけ自分事として認識して取り組んでいくか、

そのために一番、どんなハンディキャップを追っている人でも取り組みやすい行動というの

が、まず歩くというところ。昨日、仲島議員もおっしゃられていましたけれども、フレイル

対策としても非常に有用でありますし、やっぱり下半身の筋肉というのが、非常に人間の体

の中では筋肉が大きい部分でもあるので、まずは歩くというところから始めていくというと

ころでスタートしているのか、このコバトン、昔で言う健康マイレージで、今はＡＬＫＯＯ

という取組になっています。 

  アプリいろいろ、先ほど町長からもお話ありましたけれども、本当に行動変容をどう呼び

かけていくかといったところの中で、言葉悪く言えば、人参ぶら下げてみたいなところもあ

るんですけれども、ポイント集めて運動ですとか、いろんな地場の記念のものがもらえるで

すとか、あとは、それぞれの人の遊び心じゃないですけれども、競争心に火をつけて、いろ

いろこれ見ると市町村ごとのランキングというのもあったりしていて、今日のランキング、

私もやっているんですけれども、見ると１位が所沢市で２位が何市で、その中にも伊奈町と

かというのも出てきていて、今日はどこには負けないぜとかというような形で頑張っていこ

うみたいな取組もあったり、いろいろ本当に手を替え品を変え、県民市民町民の行動変容を

促していく、そのための取組を県もいろいろ本当に考えているところなんです。 

  町がやる意味があるのかということでございますけれども、やっぱりここは昨日の説明で

もありましたけれども、健康づくりですとかそれぞれの取組というのは、ハイリスクアプロ

ーチですとかポピュレーションアプローチですとか、いろんな取組がある中で、これは本当

に壮大なポピュレーションアプローチ、盲目的な政策と言われてしまえばそれまでですけれ

ども、いろんなハイリスクアプローチとこういったポピュレーションアプローチを両方、二

足のわらじで取り組んでいく、それは県だけの仕事じゃないかとか、町は関係ないんじゃな

いかとか、そういったことではなくて、ここにいる議員の皆様あるいは我々も一緒になって

町民にこの大切さを訴えていく、県民に訴えていく、そこがとても大切なことなんじゃない

かなと。先は長いかもしれませんけれども、そこから始めていくものなのではないかなと思

っています。よろしくお願いいたします。 

○山野智彦委員長 青木委員。 
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○青木久男委員 詳しい説明をいただきました。まだ半信半疑です。 

  すいませんけれども、41万4,000円が伊奈町です。埼玉県でこのアプリの会社に幾ら払っ

ているんですか。年間ですよ、１回だけじゃないんですよ、毎年。 

○山野智彦委員長 青木委員に伺います。あと、ほかに質問項目ありますか。 

○青木久男委員 あと１つだけ。 

○山野智彦委員長 あと１つ。大野委員は、幾つありますか。 

○大野興一委員 １つ。 

○山野智彦委員長 じゃ、続けます。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時３６分 

 

再開 午前１０時５１分 

 

○山野智彦委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 コバトンＡＬＫＯＯマイレージにつきましては、市町村の全体の負

担額が3,000万円ほどになっております。こちらを参加団体、現在48いますが、48の団体で

均等割、人口割を基に算出したものが町の41万4,000円になっております。こちらは、町が

こちらのアプリに参加することによりまして、参加された方が、先ほど申し上げましたポイ

ントでためて景品に取り替えたりとすることができるようになってまいります。実際、参加

することによりましてポイントをためて、自分か歩いた分、健康づくりをしながら、継続し

て取り組めるように、町としましては加入させていただいているところになっております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 ポイントがたまる、たまらないに関係なく、歩くという意味では、そのポイ

ントに換算できないアプリだと健康には向かないんだということはないわけですから、そこ

のところをちょっと苦し紛れみたいな感じですけれども、何かそれは無料なんですか、有料

なんですか、使用する人は。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 
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○白坂清美健康増進課長 登録する方は無料になります。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 それで、ポイントをためた場合、どういうものと交換できるんですか。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 その時々で違いますが、地場産の物になりますので、先ほど副町長

申し上げたうどんですとか、お野菜ですとか、そういった物が対象となってまいります。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 伊奈町産の物ですか。 

○山野智彦委員長 健康増進課長。 

○白坂清美健康増進課長 申し訳ありません。伊奈町で用意しているものでありませんので、

伊奈町産かとうか、すみません、分かりかねます。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 多分違うと思いますけれども。 

  それで、費用対効果ということでは、さっきからどうも納得いかないので質問をしている

んですけれども、これはやはりお付き合いなのかなという気はするんですけれども、県内で

3,000万円の契約でアプリ使用料は。会社が、どこかの会社に払っているんだと思うんでね。

昨年度も同じ予算ですから、昨年度も3,000万円、すると、10年間続けたら３億円ですよね。

毎年毎年、１回アプリというのは使ってしまえば、そんなに費用というのはかかるわけない

んですけれども、そんなにかかるかどうか私詳しくないので、素人なものですから全く沸か

ないんですけれども、これはやはり県に対して、町長あたりから少し、これは説明しにくい

よとかということで、検討する機会というのがあったらやってもらいたいものてすけれども、

町長いかがですか。 

  ちょっとすみません、その前に、委員長、私、先ほど質問事項のところ、当初手を挙げま

せんでした。質問事項がなかったんです。実際質問通告もしておりません。 

○山野智彦委員長 結構です。続けましょう、時間ももったいないので。 

  答弁を求めます。 

○青木久男委員 質問中聞いたわけですので、お願いいたします。 

○山野智彦委員長 答弁を求めます。 

  町長。 

○大島 清町長 41万4,000円が高いか安いかというのはありますけれども、私、今どのぐら
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い参加しているのかなと思って聞いてみたら、約300人弱なんだそうです。これの人数を少

し増やすように役場としても少しＰＲをして、いわゆる歩くことによって健康になるぞとい

うことを大いにＰＲすることが大事なことであって、町民の皆さん方が元気に暮らせるとい

うことの目標のために、県がせっかく提案をしてくれたものの中に、楽しく歩けるというこ

ともあると思います。参加人員が多くなるように役所としてもしっかり対応してまいりたい

と思っておりますので、ぜひご理解賜りたいと思っております。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 はい、分かりました。よろしくお願いいたします。 

  もう１点です。参考資料154ページ真ん中ほどです。先ほども関連の質問がございました。

ごみ分別アプリ使用料、また同じようなものがあるんですね、これね。これも予算的には31

万7,000円というんですけれども、どういうようなアプリの使用料なのか、毎年なのかとい

うことを伺います。 

○山野智彦委員長 参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 こちらにつきましては、個人の費用負担等は発生してござい

ません。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 質問の趣旨と違います。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時５７分 

 

再開 午前１０時５７分 

 

○山野智彦委員長 休憩を解いて会議を再開します。 

  参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 税抜きの内訳でございますが、ごみ分別アプリのサーバーの

使用料が月額１万円、年額12万円、利用者数地区別把握機能が月額1,000円で、年額１万

2,000円、利用者閲覧系機能か月額1,000円で年額１万2,000円、問い合わせ先地図一覧機能

表示が月額1,000円で１万2,000円、多言語対応月額1,000円で年間１万2,000円、チャットボ

ット機能月額１万円で年額12万円。 



－39－ 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 以上が毎年かかるということでよろしいんですか。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 はい、これが毎年かかる金額でございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 ちょっとそのアプリ、今見る機会がございました。伊奈町のマスコットがま

ず出てきてというんで、このくらいかかってもしようがないのかなと思うんですけれども、

そのアプリを使用した、いわゆる人の状況、何回物を出しているとか、そういうものも判断

できるとか、そういうものではないんですね。先ほどの使用料の中で、何か内訳がありまし

たけれども、そういうのを町で瞬時に分別、ごみを使って出した人の動きが分かるとか、そ

ういうことではないんですね。 

○山野智彦委員長 参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 そういったコンビニのＰＯＳシステムみたいな、ごみの排出

者の行動等を把握するような機能はついてございません。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 非常にいいものだと私思うようにしています。これからも使ってみようかと

思いますので。どうもありがとうございました。 

○山野智彦委員長 大野委員。 

○大野興一委員 これは、ページ数が152ページです。公害対策費のうちの委託料で、水質調

査委託料というのがありますが、これはＰＦＡＳの調査を実施したかどうかということをお

伺いいたします。 

  環境庁が全国一斉に調査をするということ決まったようでありますけれども、その調査を

するという以前には他の埼玉県の市町村の中でもＰＦＡＳの調査をしているところがありま

したが、伊奈町はしていなかった。今回全国調査をするということになって、伊奈町ではや

りましたでしょうかという質問です。これはちょうど一般質問にも出ているようなんで、関

連もあるのかなと思いますけれども。 

○山野智彦委員長 よろしいですか。 

  参事兼環境対策課長。 

○本多史訓参事兼環境対策課長 環境部局には有機フッ素化合物の調査を行ってくださいとい
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うような連絡の方はまだ来てございません。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 大野委員。 

○大野興一委員 はい、分かりました。 

  全国調査をするという話ですので、そのうち来るんでしょうか。楽しみにまた質問させて

いただきます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 ほかにありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山野智彦委員長 ありませんので、衛生費の質疑を終わります。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時０３分 

 

再開 午前１１時０４分 

 

○山野智彦委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、第５款農林水産業費、160ページから167ページについて質疑をいたします。 

  髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 農家生産団体支援事業についてお伺いします。 

  予算書163ページ、参考資料が40ページになります。 

  これの予算書を見ていただきますと、予算書164ページになりますね。次のページに、イ

ベント機材使用料というのがあるんですけれども、これはどういったときに使われるものな

んでしょうか、お伺いします。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 こちらのイベントグッズ使用料につきましては、毎年開催してい

る伊奈マルシェのテントとかテーブル、あと椅子等の使用料になります。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 はい、ありがとうございます。 
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  昨年よりも小さい金額なんですけれども、6,000円減額されているんですけれども、この

金額で大丈夫なんでしょうか。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 こちらは今までは感染症用の消耗品も借りていたのですが、そち

らを削除させていただきましたので、減額となっております。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 はい、ありがとうございました。 

  続きまして、特産物振興普及事業についてお伺いします。 

  予算書165ページ、参考資料が同じく40ページになります。 

  13万8,000円なんですけれども、こちらの詳細を説明お願いします。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 こちらは、需用費、その他消耗品といたしまして、ＰＲ用に農産

物等を購入するものが10万円、それと、生産者の方に特別栽培米を栽培していただいている

のですが、そのお米の検査の手数料として8,000円計上させていただいております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 ＰＲ用に購入するということですけれども、どこでＰＲをするんでしょう

か。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 ４月から、夕方市等を始めることになりますので、そのときにＰ

Ｒ用に販売等をしているところでございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 ４月から始まる夕方市というのは、どの場所でされるんでしょうか。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 役場東庁舎の前のスペースにおいて開催しております。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 今、毎週金曜日に夕方、キッチンカーみたいなのが来ているんですけれど

も、そのときにやるということですか。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 
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○本多裕司アグリ推進課長 委員おっしゃるとおりでございます。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 分かりました。ありがとうございます。 

  続きまして、同じところで、伊奈町のらぼう菜栽培会補助金というのがあるんですけれど

も、こちらは何団体かに出しているものでしょうか。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 補助金を交付している団体につきましては、１団体となります。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 もし、うちもやりたいというお話があった場合は、そちらにも補助金は出

るんでしょうか。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 調整が必要になると思いますが、必要であれば交付する可能性は

あると思います。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 ありがとうございました。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 大野委員。 

○大野興一委員 167ページ、そこの用排水路維持管理整備事業というところで、その委託料

が68万9,000円出ておりますが、委託先等をお聞きしたいと思います。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 委託先につきましてはまだ未定ですが、委託料としては、除草作

業の委託料として５万5,000円、あと用水路の清掃に15万4,000円を計上しております。その

ほか用水路の、開渠でない、農家で掃除できないところにつきましても、町で清掃をいたし

ますので、そちらが27万5,000円計上してあります。 

○山野智彦委員長 以上でしょうか。 

  大野委員。 

○大野興一委員 用排水路がかなり清掃されていないような感じをしますので、ぜひもう少し

力を入れてやっていただければと思います。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 仲島副委員長。 
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○仲島雄大副委員長 私からは１点です。 

  予算書の161ページ、参考資料は39ページ、農業委員会運営事業についてお聞きします。 

  まず、報酬の内訳を教えてください。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 報酬の内訳でございますが、農業委員会委員と農地利用最適化推

進委員の報酬となりますが、農業委員会会長が年額28万3,200円、会長代理が22万6,800円、

農業委員が９人いますが、合計で179万2,800円、農地利用最適化推進委員が、こちらは５名

いらっしゃいますが、99万6,000円、そのほか、実績の報酬といたしまして、会長が８万

4,000円、会長代理が８万4,000円、農業委員が９名で75万6,000円、推進委員が５名で42万

円となっております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 仲島副委員長。 

○仲島雄大副委員長 今、成果みたいな話をされていましたね。報酬みたいな形プラス条例に

よると、農業等利用の最適化に係る活動及び成果の実績というんですけれども、具体的にそ

れはどういうような成果になるんでしょうか。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 こちら農地利用に向けた最適化活動につきましては、農地パトロ

ールですとか、個別の農家への訪問、そのほか農地の貸し借り等のマッチングに際しての相

談等を行っているところでございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 仲島副委員長。 

○仲島雄大副委員長 その辺の内容については、どれくらいやっていらっしゃるのか教えてい

ただけると、パトロールは何回ぐらい実施されているのかというのは、具体的数字を教えて

もらえると助かります。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 平均すると、月８回程度活動を行っていただいておりまして、農

地パトロールにつきましては、10月、11月ぐらいに町内全域をパトロールしてもらっている

ところでございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 仲島副委員長。 
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○仲島雄大副委員長 この成果というのは、少し私は不透明ではないかなと思って、この質問

をさせていただきました。予定で構わないんですけれども、農業委員会というのは何回ぐら

い予定して、する予定で考えていらっしゃるのか。もしも令和６年の実績があるんだったら、

それと併せて教えていただけると助かります。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 農業委員会の総会につきましては、毎月１回25日に開催している

ところですので、年に12回、令和７年度も同様に年12回の開催を予定しております。 

○山野智彦委員長 仲島副委員長。 

○仲島雄大副委員長 それ以外に、それぞれのパトロールと何かというのが加わるという形で

判断してよろしいでしょうか。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 そうですね、あと地域の話し合いに出席していただいたり、研修

会等に参加していただいたりもしているところでございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 仲島副委員長。 

○仲島雄大副委員長 概略は分かりました。 

  最後です。イベントの使用料、機材の使用料の中に、イベントグッズ使用料とありますけ

れども、どんなイベントになるのか。また、そこで使うものに関して具体的に教えていただ

ければ助かります。お願いします。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 こちらのイベントグッズ使用料につきましては、11月の文化祭に

併せて、農産物の共進会というのを実施しておりますので、その際の紅白幕ですとか、テー

ブルですとか、テント等の使用料になります。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 仲島副委員長。 

○仲島雄大副委員長 はい、分かりました。 

  以上になります。 

○山野智彦委員長 次に、戸張委員。 

○戸張光枝委員 予算書165ページ、参考資料40ページになります。 

  ５款１項３目の農地流動化奨励事業につきまして質問させていただきます。 
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  これは農地の借り手は個人のみでしょうか。法人も可能でしょうか、お願いします。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 こちらは、町内の方で農地を借りている方が対象で、法人も対象

になってくるところでございます。 

○山野智彦委員長 戸張委員。 

○戸張光枝委員 あと拡充されている部分、62万2,000円の内容を教えてください。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 令和７年度につきましては、権利設定がまだ進んでいない本区に

おきまして、重点的に農地中間管理事業を進める予定でございます。 

  現在、約42ヘクタール本区に水田があるのですが、そのうち中間管理事業ではなくて、利

用権設定している土地が10ヘクタールありまして、権利設定をしていない土地が残り32ヘク

タールありますので、令和６年度と同じぐらい、４割程度を見込んで13.6ヘクタールの土地

が流動化できるということで予算計上させていただいているところでございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 戸張委員。 

○戸張光枝委員 はい、ありがとうございました。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 藤原委員。 

○藤原義春委員 予算書の166ページ、参考資料の41ページの土地改良事務費なんですけれど

も、これの大幅減額の理由をお願いいたします。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 こちらの減額につきましては、令和６年度につきましては、大針

地区におきまして、農地耕作条件改善事業という、農地の区画を大きくする工事を実施させ

ていただきました。令和７年度につきましては、この工事ありませいので、697万5,000円の

減額となっております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 藤原委員。 

○藤原義春委員 分かりました。 

  もう一つ、165ページの農地流動化奨励の補助金なんですが、今、先ほど戸張委員の質問

にありますけれども、具体的なところを分かりやすく教えていただければと思います。 
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○山野智彦委員長 先ほどの答弁以外でということでしょうか。 

○藤原義春委員 はい。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 先ほどと同じような説明になってしまうかもしれませんが、農地

流動化奨励補助金につきましては、農業経営基盤強化法に基づく利用権の設定、または農地

中間管理事業による農地の権利設定をした町内の担い手に対しまして奨励金を交付し支援す

ることにより、農地の集積、集約化を促進し、農業生産力の向上をはかるものでございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 藤原委員。 

○藤原義春委員 はい、分かりました。 

  あと最後に、先ほどの質問で気にかかったんですけれども、163ページ、164ページの農家

生産団体支援事業なんですけれども、ここの164ページの最後にある多面的機能支払交付金

というのの、内容を説明していただくとありがたいんですが。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 こちらの交付金につきましては、農業環境の維持と、あと水源機

能の保全をはかるために、農地ののり面の草刈り、あと水路の泥上げ、農道の路面維持など

のる地域活動に対して交付されるもので、各地域に交付しているものでございます。 

○山野智彦委員長 藤原委員。 

○藤原義春委員 よく分かりました。ありがとうございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 165ページ、同じく農地流動化奨励事業251万4,000円、62万2,000円のプラス

ですけれども、こちら250万円の予算で、10アール4,000円ということですので、これは825

ヘクタールという、62.5町ということなのかなと思いますけれども、これ集約化された後、

伊奈町で一番大規模な面積を耕作される農家が何ヘクタールぐらい耕作することになるのか

ということと、そして、その面積なんですけれども、この流動化の取組前と比べたときに、

その当時の大きかった農家と比較して、どの程度大きな面積になるのか、お聞かせいただけ

ればと思います。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 集約化した水田の中で一番大規模な面積を耕作されている方につ
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きましては、面積は5.1ヘクタールでございます。5.17ヘクタール全てが令和６年度に農地

中間管理事業を活用した面積となっているところでございます。こちらは、もともと農業経

営基盤強化法に基づく利用権の設定をしていた農地も含んでおりますので、農業流動化奨励

金の対象としては、令和５年度と比較して0.55ヘクタールの増加となっております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 はい、分かりました。 

  大規模化していくということが、これから生き残っていく１つの要因なのかなと思います。

そういった中で、稼げる農業のためには集約化というのはどこまで進めればよいと考えてい

るのかということと、今後も、この予算はつくのかということをお聞かせください。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 農地の集約化につきましては、農業戦略マスタープランの中に掲

げてありますが、令和10年度までに100ヘクタールを目標としているところでございます。

集約化を進めることによりまして作業の効率化をはかり、農業生産力の向上をはかってまい

りたいと考えております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 今、100ヘクタールという数字が出てきたんですけれども、これは最終的に

１区画で100ヘクタールまで持っていきたいと考えているのかということと、現状は今どれ

ぐらいあるのかということをお聞かせください。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 １区画で100ヘクタールではなくて、農地の貸し借りをして、中

間管理事業を活用したり、権利設定をしている方を100ヘクタールまで持っていくというこ

とでございます。区画を大きくする工事につきましては、また別で、まずは人に農地を集め

なければならないので、人に集まった時点で区画の拡大を考えております。 

  現状は、目標は100ヘクタールと先ほど申し上げたのですが、昨年の段階で全体の集約化

の面積は101.7ヘクタールとなっております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 はい、分かりました。引き続きよろしくお願いいたします。 
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  そういった中で、今、高齢化だけでなくて様々な要因で担い手不足がますます進んでいる

ことだと思います。担い手がいない農地を持っている人に声をかけて、積極的にこういう集

約化に協力してもらえるように、希望者を募るような取組というのは行うのでしょうか。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 希望者を募る取組につきましては、毎年農地の利用状況調査や農

地パトロールを実施しておりますので、農地を貸したいという希望のある農地につきまして

は、耕作者にお声かけ等をしているところでございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 知らない人も結構いるような気がしているんですけれども、伊奈町の農家全

般的に声をかけていただけるという認識でよろしいでしょうか。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 利用状況調査につきましては、農地を持っている方には通知を出

しているところですので、ご存じになられていると思います。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 分かりました。 

  少し見落としている人がいるのかなということなので、そういう話があったときには私か

らも声かけたいと思います。 

  それで、最後なんですけれども、伊奈町で、農業で稼ぐためには、今後、こういう集約化

も進めていく中も含めて、何を作ればよいと今、町では考えているのかということで、伊奈

町の土地にはどんな食物が合っていて、どういったものが稼げると考えているのか。また、

それ自体が大規模化した場合と、今の兼業という場合で違うと思うんですけれども、そこら

辺に関しまして、もし考えがあるようでしたらお聞かせください。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 水田につきましては、水稲が基本と考えてはおりますが、大規模

化した後には飼料米とか麦とか大豆とかに転換する方法も考えられると思います。大規模な

農家の中には様々な作物を作っている方、法人の方ですけれどもいらっしゃいますので、特

に土地柄に合った作物というのはないと考えておりまして、季節に合った作物を栽培してい

くのがよい方法かなとは考えております。 
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  大規模化した場合と兼業農家の場合ということですが、兼業農家はお仕事もされているの

で、そこまで大規模化は進めていけないのかなと思いますが、農家単独でやられている方に

つきましては、できるだけ多くの農地をやっていただいて、区画も大きくして効率的に農業

を進めていっていただければと考えております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 例えば、先祖から引き継いでいる土地なので、何とかやっていかなくてはい

けないという人の中には、何を作っていいか分からない、どうしたらいいんだろうというと

ころがあると思います。そういった相談に乗っているケースだとか、例えば、後は逆に相談

に来ればいろいろと指導するという窓口的なことはやっていらっしゃるんでしょうか。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 何を作ったらいいかという相談はほとんどございません。窓口は

アグリ推進課、農業委員会になると思いますが、相談があった場合には、埼玉県農林振興セ

ンターと、ＪＡ等と協力しながら検討してまいりたいと思います。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 はい、分かりました。引き続きよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 冨井委員。 

○冨井篤弥委員 私からは、重複しました。 

○山野智彦委員長 川内委員。 

○川内雅人委員 予算書の164ページ、体験農業実施事業、今後、上野委員おっしゃったよう

に、伊奈町で農業を派遣維持していくためにはいろいろな人に農業を知ってもらうことが必

要で、そういった意味での体験農業は理解しています。１年間で大体どれぐらいの人数が参

加されるんでしょうか。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 体験農業の参加人数でございますが、令和６年度においては、ブ

ドウ収穫体験が５組で13人、米づくり体験、こちらの田植えと稲刈りになりますが、16組49

人、あと野菜栽培教室が、令和６年度は10回開催しておりますが、16組30人となっておりま

す。 
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  以上です。 

○山野智彦委員長 川内委員。 

○川内雅人委員 はい、ありがとうございました。 

  もう少し人数参加していただければいいなと思うんですけれども、いろいろなところで米

の栽培等、田植えと稲刈り、小学校がカリキュラムとしてやられていると思うんですけれど

も、一般の方の参加というのはあるんでしょうか。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 今申し上げたのが、一般の方が参加している人数になります。 

○山野智彦委員長 川内委員。 

○川内雅人委員 失礼しました。じゃ小学校の子供たちというのは、これの外数で参加がある。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 はい、そのとおりでございます。 

○山野智彦委員長 川内委員。 

○川内雅人委員 ありがとうございました。理解しました。 

  もう一つ伺います。どうしてもこういった体験農業にしてしまうと、品質下がったり、収

量下がったりというリスクがあると思うんですが、ここで収穫したものというのは、どうな

るんでしょうか。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 ブドウ体験につきましては、刈り取る作業等をやっていただくの

ですが、幾つかブドウをお持ち帰りいただいております。お米につきましては、参加者に、

栽培したお米を配布しているところでございます。野菜栽培教室もでき上がった作物につき

ましては、参加者で持ち帰っていただいているところでございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 川内委員。 

○川内雅人委員 承知しました。ありがとうございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 予算書165ページ、先ほど髙橋委員からの質問にもありました特産物振興普

及事業の補助金で、伊奈のらぼう菜栽培会補助金です。補助金の交付が始まって数年たつか

と思うんですが、現在の活動状況について伺います。 
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○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 今年度につきましては、会長から、主に栽培していた会員が体調

を崩したため作付は行っていないというお話を伺っております。令和５年度につきましては、

種づけをしましたが、生育が悪くて取れなかったということを伺っております。令和４年度

につきましても、同様にコロナ禍の影響もあり、種が定着しなかったため栽培ができなかっ

たということでお話を伺っております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 今後の展望となりますと、どのようになりますでしょうか。 

○山野智彦委員長 アグリ推進課長。 

○本多裕司アグリ推進課長 先日、会長のお宅に行ってお話伺ってきたのですが、活動内容が

今はほとんど休止中であるということもありまして、今後総会等を開いて、今後の活動につ

いてお話をするということで聞いております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 以上です。 

○山野智彦委員長 ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山野智彦委員長 ありませんので、質疑を終わります。 

  続いて、第６款商工費、167ページから173ページまでで質疑のある委員は挙手を願います。 

  では、大野委員。 

○大野興一委員 それでは、１点質問させていただきます。 

  商工振興費で、169ページです。 

  先ほども青木委員からも話が出ておりましたけれども、町からの補助金とか等の内容につ

いてお伺いをいたします。 

  町商工会運営費補助金1,118万2,000円、それから町商工会景気対策事業補助金276万円、

町商工会連合会活動費補助金15万円、商店会街路灯電気料補助金90万円、中小企業保証料等

補助金100万円、小規模事業者経営改善資金利子補給補助金138万1,000円、町のいろいろな

行事等、商業活性化の行事等と、いわゆる補助金で、団体の活動と、よく明確に分けられな

い部分はあるような感じがしますが、補助金の効果のお話をお願いいたします。 
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○山野智彦委員長 元気まちづくり課長。 

○斉藤雅之元気まちづくり課長 まず、商工会運営費補助金につきましては、名前のとおり、

商工会の年間の運営に係る費用について補助をしているものでございまして、事業内容等精

査した上で、この金額を決めて補助させていただいております。 

  それから、商工会景気対策事業補助金につきましては、商工会で景気対策として実施する

事業に対しての補助ということで、こちらも事業内容について町と協議をした上で、例えば

かぶりがないですとか、こういうことをやったら効果があるんではないかとめいうことで、

内容を決めたものに対して276万円の補助をしているものでございます。 

  少し飛びますが、商店会連合会補助金につきましては、こちら３商店会の歳末売りだし等

で使う費用につきまして補助をしているという形で15万円の補助をしております。 

  それと、商店会街路灯電気料補助金、こちらは３商店会それぞれに街路灯設置をしており

ますが、そちらの電気代の年間の半額を補助するということで、こちらの金額を計上させて

いただいております。 

  それと、中小企業保証料等補助金につきましては、融資などを利用した際の保証料の一部

を町で補助するということで、こちらの金額を計上させていただいております。 

  それと、小規模事業者経営改善資金利子補給補助金につきましては、今年度新規事業とし

て計上させていただいたものでございまして、日本政策金融公庫の融資制度でございまして、

こちらの融資を使った方の利子分の１％補助するということで、既に借りている方も対象と

なります。それから新規で、令和７年度にこちらの制度を融資利用されるの方につきまして

も計上させていただいて、利子の１％補助するということで計上させていただいております。 

  以上となります。 

○山野智彦委員長 大野委員。 

○大野興一委員 ありがとうございます。 

  それで、やはり補助金を出したということと、その報告、そういうのは何か出ておるんで

すか。 

○山野智彦委員長 元気まちづくり課長。 

○斉藤雅之元気まちづくり課長 例えば商工会の運営費補助金につきましても、総会なども私

ども参加しておりますし、補助金の交付の際には、その結果というものは冊子という形で頂

戴をしておりますので、中身については精査させていただいております。 

  以上でございます。 
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○山野智彦委員長 大野委員。 

○大野興一委員 そういう外部にきちんと報告できるということで、大変大事なことでありま

すし、町の税金を使ってやっているわけですから、必要なことであると思います。 

  それから、もう一つ、その中で見ていますと、やはり直接活性化をするための内部的な力

がないということもあるかと思うんですね。そこに対する町の商工振興をする課として、ど

ういう指導が行われているのか、そのあたりをお聞かせいただきたいと思います。 

○山野智彦委員長 町の指導はどうかということかと思います。 

  元気まちづくり課長。 

○斉藤雅之元気まちづくり課長 特には商工会をメインに話をさせていただいているところで

はございますけれども、例えば来年度予算査定する際ですとかについても、商工会の事業等

については協議をしながら、こういう事業をやったほうがいいんではないかということでや

らせていただいておりますし、商工会だけではなくて、例えば青年部ですとか、実際商工会

に加盟されている方等との意見交換の場などもいただいておりますので、そういう中でいろ

いろ事業等について検討したりですとかいうことで、補助金等についても精査した上で支給

させていただいているところでございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 大野委員。 

○大野興一委員 重々いろいろな活動の中で、この町のために頑張ってやっていらっしゃる、

その様子は分かるんですが、やはり町としての主体性というか、そういうものをぜひ今後つ

けていただきたいとお願いして終わりにします。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 栗原委員。 

○栗原惠子委員 予算書172ページ、参考資料42ページ、移住定住促進事業についてお伺いい

たします。 

  こちら県央４市１町で連携しということなんですが、どのように連携をはかられるのか、

お答え願います。 

○山野智彦委員長 元気まちづくり課長。 

○斉藤雅之元気まちづくり課長 ＩＫＯＫＡということで県央地域、上尾市、鴻巣市、北本市、

桶川市、それと伊奈町ということで、４市１町で取り組んでいる事業となります。令和６年

度につきましては、公募で第４期のＩＫＯＫＡのアンバサダーということで公募させていた
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だいて伊奈町の方が３名、県央地域全体で13名の方にアンバサダーをお願いいたしまして、

ご自身のインスタグラムですとか、あと町のイベント、当然ほかの市のイベントなどにもご

参加いただいて、それをＳＮＳで発信していただくとかいう活動をしていただいたりですと

か、後はフォトコンテスト、一般の方、公募でインスタグラムのフォトコンテストを実施し

て、対象地域の特産品を、コンテストを開きまして賞品として差し上げるとかいうことで活

動をしております。一部ＩＫＯＫＡのアンバサダーの方がご自身でイベントを開催するとい

う方もいらっしゃったりとかするので、そこにＩＫＯＫＡの名前出していただいて、ＰＲを

する場ですとかというのも設けていただいております。ＩＫＯＫＡでもインスタグラムのア

カウント持っておりまして、令和５年度当初は2,500人だったところ、アンバサダーでいろ

いろＰＲをいただきまして、２月28日現在でアカウントのフォロワー数が4,143名と、おお

むね1,600名ぐらい増えているというような状況でございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 栗原委員。 

○栗原惠子委員 はい、ありがとうございます。 

  今ご答弁いただいたのは、令和６年度の計画だと思うんですが、予算的に少ないので、令

和７年度の計画はどうなのかなと思ってお聞きしたところなんですが、もしお答えできたら

お願いします。 

○山野智彦委員長 元気まちづくり課長。 

○斉藤雅之元気まちづくり課長 ４市町の担当者が集まって会議をする場がこれからになりま

すので、具体的に令和７年度何をやるかというのは決まってはいないところではあるんです

が、このメンバーの中に県の方、県央地域振興センターの方もメンバーとしておりますので、

県の補助金とか活用できないかということを今後相談していこうと考えております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 栗原委員。 

○栗原惠子委員 はい、ありがとうございます。 

  令和７年度－は地域振興センターの県の職員も含まれて。また、出会いの場が少なくなっ

ているので、そういった意味では移住・定住に結びつくようなことで会議を開催していただ

ければと思います。 

  私からは以上です。 

○山野智彦委員長 藤原委員。 
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○藤原義春委員 予算書の173ページ、参考資料の42ページ、町のにぎわい創出事業なんです

が、こちらが411万8,000円から19万8,000円と大幅に減額となっています。これは事業の縮

小化をはかったということでしょうか。そのイベントとかも縮小するということでしょうか。

説明をお願いします。 

○山野智彦委員長 元気まちづくり課長。 

○斉藤雅之元気まちづくり課長 令和６年度におきましては、町のにぎわい創出に係る調査支

援業務委託ということで391万9,000円を計上させていただいておりましたが、こちらが終わ

るということで、その分が減額になったということで、事業縮小とかそういうことではござ

いません。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 藤原委員。 

○藤原義春委員 前期391万円かかっていたのが、今期はないということで、じゃ、このニュ

ーシャトルの駅前の移動販売とかいったこととかは、イベントとかは全然変わりがないと思

ってよろしいでしょうか。 

○山野智彦委員長 元気まちづくり課長。 

○斉藤雅之元気まちづくり課長 委員おっしゃるとおりでございます。 

○山野智彦委員長 藤原委員。 

○藤原義春委員 はい、分かりました。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 予算書169ページ、参考資料41ページ、商工業活性化事業1,737万3,000円で

す。この中で商工会への支援について伺います。 

  商工会では、商工会向けの事業だけでなく、会員以外の町民向けの事業の窓口となるケー

スが多々あります。切っても切れない連携関係が町と商工会の間にはあると思います。 

  そういった中で、商工会の事務局の人手不足が懸念事項の１つです。商工会が回らなくな

ってしまうと、町としても困ることになると思います。 

  それで、これまで県から支援を受けて事務局の人件費の一部を捻出していたのが、今回そ

の補助が受けられなくなるというような話を聞きました。最低限今の人員を確保するために、

県から打ち切られた部分を別に人件費として町から補助を出せないかと考えますが、いかが

でしょうか、お聞かせください。 



－56－ 

○山野智彦委員長 元気まちづくり課長。 

○斉藤雅之元気まちづくり課長 商工会の人事に関しましては、埼玉県商工会連合会が所掌し

ているところとなりますので、町として、その部分について立ち入るのはどうかなと思いま

す。 

  また、その部分に関して、町で人件費を前提として補助金を増額するということは今のと

ころ考えておりません。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 そうかなという部分もあるんですけれども、実際問題として商工会が回らな

くなると町が依頼できることも限られてきてしまうと思いますので、現状そうだと思うんで

すけれども、その辺も考慮していただいて、年度内でまた改めてご検討いただければと思い

ます。 

  次に、商工会運営費の中に商工会館の維持費なんかも含まれていると思うんですけれども、

今度新庁舎が建築された際に、新庁舎に移転するようなことも当初検討されていたかと思い

ます。 

  ただ、その話はなくなったと認識しております。老朽化も進んでいるんですけれども、新

庁舎建設後、商工会館はそのまま残されるのでしょうか。それとも新庁舎に移転することに

なる図書館や空きが出た場合の総合センターなどに移転することになるのか、ご見解をお聞

かせください。 

○山野智彦委員長 元気まちづくり課長。 

○斉藤雅之元気まちづくり課長 現在、商工会館をどこに移転するとかいうことについては、

今のところ白紙というのが正直なところかと思います。 

  今、相談も商工会から私ども受けておりますが、取りあえずは県内、ほかの自治体にある

商工会の状況、建て替えですとか、指定管理でどちらに入ったとかというところの実例が幾

つもあるとは認識しておりますので、その辺のデータの収集をお願いして、例えば費用負担

についてもどうなっているかとかいうところについても、資料を収集するようにということ

でお願いをしておりますので、その辺がまとまり次第、また協議を始めたいと思います。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 はい、分かりました。そろそろ時期が近づいてきていますので、よろしくお
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願いいたします。 

  続いて、172ページ、参考資料42ページの企業誘致推進事業13万1,000円です。企業誘致に

関しましては、今はお金をかける段階でなく、情報収集をしている段階なのかなと思います。

令和７年度はどのような形で情報収集を行おうと考えているのか、ご見解をお聞かせくださ

い。 

○山野智彦委員長 元気まちづくり課長。 

○斉藤雅之元気まちづくり課長 これまでも県の企業立地課と頻繁に情報交換をしながら情報

共有しておりました。また、町内の３金融機関とも企業誘致に関して、お互いに情報を持ち

寄ったりとかということで、実際に企業の方とも面談したとかいうことも令和６年度やって

まいったところでございます。町内に一団のまとまった土地がないという実情がございます

けれども、小規模な事務所ですとかという相談もちょこちょこ来ておりますので、その辺に

ついても引き続き情報収集しながら企業誘致を積極的に進めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 情報の取得が一番重要なことなのかと思います。外から来てもらうんで、中

の情報だけでなく、商工会にしても、いろいろな団体の横のつながりをしっかりと活用して

いただいて、情報収集をしていただけるようにお願いいたします。 

  そういった中で、企業誘致するということがもちろん重要な事業なんですけれども、企業

が出ていかないようにするということも極めて重要な取組だと思います。企業が出ていかな

いような取組をすることを令和７年度は何かお考えでしょうか。 

  例えばなんですけれども、たまに聞くのが、業績が好調で、駐車場として使っている場所

に増築したいんだけれども、新たに駐車場を確保することができない。こういった話なんか

も聞くことがあります。こういった話が出たときに相談を受ける窓口を設置して、町がコー

ディネートする、そういったことも大きな意味があると考えますけれども、いかがでしょう

か。 

○山野智彦委員長 元気まちづくり課長。 

○斉藤雅之元気まちづくり課長 既存の企業につきましても、こちらも県の企業立地課のご協

力をいただきまして訪問し、要望を聞いたりというのも実施を実際しております。 

  例えばですけれども、今回の議会で、第25号議案で道路の払下げに関して提出させていた

だいておりますけれども、そちらに関しましても、当初は町に移転をしたいという相談から
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始まったものでございまして、隣接地に駐車場ができれば移転しなくても済むと、増築だけ

で済むという結論が出たことから、今回議案として出させていただいて駐車場を整備してま

いるというのが実例としてもございますし、今現在も倉庫を建てたいということで町内企業

から相談受けておりまして、今土地を探している最中ということでございますので、元気ま

ちづくり課が窓口となって、既存の企業のご要望についても、積極的に取り組んでまいりた

いと思います。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 ありがとうございます。 

  そういった声を聞いている中で動いていただいているなとは感じております。ただ、それ

を知らない人も多いと思いますので、近くに工業団地が出ると、そこに移動しようかなとか

と、少し脅しをかけられるようなこともありますので、ぜひそういったことをＰＲしていた

だければと思います。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 質疑の途中ですが、ただいまから13時10分まで、昨日は１時間半取ってお

りますが、天候、それから進行等をと含めまして、１時間20分とさせていただきたく、13時

10分からの再開とさせていただきます。 

  休憩に入ります。 

 

休憩 午前１１時５２分 

 

再開 午後 １時０９分 

 

○山野智彦委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  執行部より連絡があるとのことです。 

  くらし産業統括監。 

○久木 正くらし産業統括監 今後の雪の予報の関係でご報告いたします。 

  県内では、本日夕方から雪や雨が降り、明日明け方にかけて大雪となるところがある見込

みでございます。本日昼前に行われました熊谷地方気象台の説明会では、夕方から翌朝まで

の間に警報級の可能性が中との予報となっております。これは、中と高というのがありまし
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て、今現状、中ということになっております。 

  町の対応といたしましては、町ホームページやＬＩＮＥ等にて路面の凍結の注意喚起と農

作物、生産施設の対策について情報発信を行っております。 

  なお、今後の降り方によっては道路等への融雪剤の散布等を検討しております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 ということでございます。 

  大雪を念頭に置きながら、会議も進められたらと思いますんで、よろしくお願いいたしま

す。 

  それでは、商工費の続きにつきまして、審議を続けます。 

  次、青木委員。 

○青木久男委員 予算参考資料41ページ、予算書169ページ、商工業活性化。 

  先ほども同僚委員から一部質問がありました。新規事業で小規模事業者経営改善資金融資

の予算の内訳、応募要領等について伺います。一つずついきたいと思います。 

  融資金の上限額というのはあるんでしょうか。 

○山野智彦委員長 元気まちづくり課長。 

○斉藤雅之元気まちづくり課長 まず、予算の内訳につきましてお答え申し上げます。 

  予算につきましては、現在融資実行中の29件、こちらの融資残高の１％ということで、

108万620円ということで計上しております。 

  それから、過去２年間の新規分の融資実行の件数等鑑みまして、新規分６件として、平均

の融資実行額を620万円、こちらの１％の37万2,000円ということで、合計138万1,000円とい

う予算を計上させていただいております。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 一つ一つ聞こうと思ったんですけれども、全部答えて、ありがとうございま

す。 

  最後の６件、新規のですか。予算上の６件の予算が605件。 

○山野智彦委員長 元気まちづくり課長。 

○斉藤雅之元気まちづくり課長 すみません。新規分につきましては６件でございます。 

○青木久男委員 予算金額はどのくらいなんですか。 

○斉藤雅之元気まちづくり課長 予算金額としましては、総額で138万1,000円でございます。 

  ６件分の予算は。 
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○青木久男委員 それは聞いていない。そうじゃなくて。 

○斉藤雅之元気まちづくり課長 すみません。６件分の予算は、町の補助額としては37万

2,000円でございます。 

○青木久男委員 ですけれども、その１％を、ごめんなさい。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 １％を補助するということは理解しました。 

  ですから、１％が37万2,000円ということは、その100分の１を掛ければいいんですけれど

も、3,600万円ですか、ぐらいの融資を新規に見込んでいるということですね。分かりまし

た。 

  １％というと、何かすごく少ないような気はするんですけれども、事業規模とかにもより

ますけれども、この１％というのは、ないよりはいいんですけれども、もう少し厚くしたら

とかという気はするんですけれども、いかがでしょうか。 

○山野智彦委員長 元気まちづくり課長。 

○斉藤雅之元気まちづくり課長 新規事業ということで、その補助率につきましてもいろいろ

検討したところではございます。この融資の利率というのが、毎月変動になるというところ

もございます。 

  例えばですけれども、令和６年１月については、マル経の利率につきましては1.2％とい

うことだったんですけれども、直近のもの、この３月３日付での利率が1.95％ということで、

かなり月単位で変動があるというところと、県内で同じ制度を既にやっているところは２か

所ございまして、こちらも１％でやっております。それから、町でも農業の関係で同じよう

な利子補給がありますけれども、こちらも１％であるというところも鑑みますと、同じよう

な形で１％とさせていただきたいというところで検討したところでございます。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 分かりました。 

  一つだけ答弁になかったんで伺いたいんですけれども、この今までの件数とか、あるいは

新規のものはあるということで、これを融資を受けるときには担保の計上とかは条件である

んでしょうけれども、どんな条件でしょうか。 

○山野智彦委員長 元気まちづくり課長。 

○斉藤雅之元気まちづくり課長 こちらの日本政策金融公庫の融資制度につきましては、無担

保、無保証人ということで、上限2,000万円という融資制度となっております。 
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○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 分かりました。ありがとうございます。 

○山野智彦委員長 次に、武藤委員。 

○武藤倫雄委員 初めに、予算書173ページ、参考資料でいいますと42ページの町のにぎわい

創出事業なんですが、去る１月17日に伊奈中央駅でやりました移動販売車のキッチンカーニ

バル、これは大変好評で多くの人でにぎわったんですが、やっぱり駅周辺の飲食店へのニー

ズが表れているところだと思うんですけれども、そのキッチンカーニバルの好評を受けて、

令和７年度への政策への反映などあるか、伺います。 

○山野智彦委員長 元気まちづくり課長。 

○斉藤雅之元気まちづくり課長 キッチンカーの事業につきましては、８月から２月というこ

とで今年度実施したところでございますが、出店しているお店の方の要望ですとか、かなり

浸透してきたなというところもございますので、令和７年度につきましては、基本的に通年

で４月から３月までということで実施したいと考えております。 

  それから、いなバルということで、この冬、寒い中やらせていただいて、武藤委員もお越

しいただきましたけれども、毎月というわけにはさすがにいかないところはございますが、

季節ごとになど、年複数回やりたいということで、ただいま準備を進めさせていただいてお

ります。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 ありがとうございます。 

  続けて、少し戻って申し訳ないんですが、予算書の169ページ、１つ目の丸で、勤労者住

宅資金貸付事業についてです。 

  まず、こちらの利用対象者となる勤労者の定義とこの貸付事業の特色、他の金融機関のロ

ーンとの違いというものについて確認させていただきます。 

○山野智彦委員長 元気まちづくり課長。 

○斉藤雅之元気まちづくり課長 まず、定義といたしましては、町内に居住、または居住しよ

うとする勤労者ということで、同一事業所に２年以上勤めているということと、年齢につい

ても定めがございまして、25歳以上、50歳以下の者ということで定義はさせていただいてお

ります。 

  ほかのローンとの違いというか、特色ということでございますけれども、この制度が昭和
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58年に始まった頃には、金利的にはほかの金融機関とも比較しても低い金利でということで

設定させていただいていたところではございますけれども、近年、ゼロ金利政策ですとか、

そういうのもございまして、徐々にその辺のうまみが減ってきているというところでござい

ます。 

  今現在は無担保、固定金利制であれば、金融機関よりも安い金利でということは有利な点

ということにはなりますが、ほかの部分、変動金利制ですとかというところではメリットが

ないというような状況にはなっております。 

  ただし、こちらの融資制度につきましては、着工前に届けなけなくちゃいけないとかとい

う条件はございませんので、例えば、ほかの工事で、ほかの融資を受けた方が追加工事をし

た部分について、こちらの制度で使いたいというような場合には利用ができるのかなと思っ

ております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 ここ数年の実績を見ますと、最後の補正予算でこれは全額繰り戻してという

のを繰り返しているような状況だと記憶しているんですけれども、今後、この事業の展望と

いうのは何かお持ちでしょうか。 

○山野智彦委員長 元気まちづくり課長。 

○斉藤雅之元気まちづくり課長 確かに融資の実行が少ないというところもございまして、金

融機関からも廃止について検討してくれないかという相談は伺っております。 

  ただ、今現在、令和３年度に融資実行した方の返済がまだ終わっておりませんので、そち

らが終わるタイミングで廃止については検討していきたいなということで、来年度中にそち

らの結論は出したいと思っております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 以上です。ありがとうございます。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 同じく町のにぎわい創出事業について、補足の質問をさせていただきます。 

  予算書173ページ、参考資料42ページになります。 

  今のキッチンカーの出店時間について、何時までに延長されたんでしたか。 

○山野智彦委員長 元気まちづくり課長。 
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○斉藤雅之元気まちづくり課長 夜７時まで出店という形でやらせていただいております。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 すみません。７時ですと、伊奈町から都心に通っている方だと、７時だと

ぎりぎり終わっちゃうぐらいの時間なんです。できれば８時とか９時ぐらいですと、東京を

７時にお仕事終わって帰ってきても、お野菜を買えたりとかというのができるなんていう声

をよく耳にするもんですから、ただ、職員の方がついているんであれば、少し難しいかなと

思うんですけれども、その際は、職員の方は７時までいらっしゃるんですか。 

○山野智彦委員長 元気まちづくり課長。 

○斉藤雅之元気まちづくり課長 基本的には職員は立会いしておりません。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 でしたら、おいおいそういう時間のことも考えていただければ、もう少し

利用できる方が増えるんじゃないかなと思います。 

  それと、もう一つ、先ほど、武藤委員からお話ありました、先日行われた「いなバル」に

ついてなんですけれども、やはり大変なにぎわいで、伊奈中央駅のロータリーは割と閑散と

しているというか、お店もないせいもあるんですけれども、あれだけあの日で集まるという

ことは、もう少し通年、屋台村まではいかないですけれども、そういう活用をして、出店料

みたいなもの、例えば１日2,000円とか、それでも１日５台ぐらい来れば１万円の収入にな

るし、そういうことも今後考えていただければ、町にとっても利益にもなるし、町民にとっ

てもうれしいんじゃないかなと思うので、少し考えていただければなと思いますけれども。 

○山野智彦委員長 元気まちづくり課長。 

○斉藤雅之元気まちづくり課長 最初にご提言いただきました時間につきましても、やはり出

店しているお店側からも少し時間延ばしてほしいというのはご意見として頂戴しているとこ

ろですので、そちらについても今後検討はしていきたいと思っておりますが、現在、令和７

年度の４月から出店ということもありますので、出店の募集を始めさせていただいておりま

すが、現在のところは７時までということでお願いはしているところでございます。 

  すみません。それから、出店料の件ですけれども、現在無料でということでやらせていた

だいておりますが、将来的には出店料を取る形でやりたいなとは思っておりますので、ここ

あと一、二年検討というか、状況を見ながら。 

  あと、常時お店がいるという状況までにはまだ至っていないのもありますので、お店が増

えてきまして、軌道に乗れば有料で出店料いただきながら事業を進めていくと考えたいと思
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います。 

  ただ、スペース的に、あそこ、キッチンカー４台までがリミットかなとも考えております

ので、その辺も町のにぎわい創出で今委託調査もしておりますが、その辺の結果も踏まえて

検討はしていきたいと思います。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 ありがとうございます。 

  ロータリーというのは、あそこは公道ということになるんですか。ロータリーで屋台じゃ

ないですけれども、車を止めて販売したりということは可能なんでしょうか。 

○山野智彦委員長 元気まちづくり課長。 

○斉藤雅之元気まちづくり課長 やっぱりスペース的な部分で、キッチンカー、車だけではな

くて、飲食スペースですとか、そういうのも検討しますと、ロータリーだと危ないのかなと。 

  あと、公道部分というか、インターロッキングになっているところは車が載るのは想定し

ていないので、あそこに車両を上げてしまうわけにはいかないので、やっぱり舗装されてい

る部分にしか車が置けないと思いますので、そうすると通行の支障になってしまうとかとい

うこともありますから、基本的にはロータリーについて検討はしておりません。 

  ただ、あそこ、公道ではない、駅前広場としての設定だと思うんで、公道ではない。 

  すみません。ロータリーにつきましては、すみません、道路認定をしているということで

すので、かなり制限はかかるかと思います。失礼しました。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 ありがとうございました。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 ほかにありませんか。 

  ありませんので、質疑を終わります。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時２５分 

 

再開 午後 １時２６分 
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○山野智彦委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、第７款土木費、173ページから190ページまでについて質疑を行います。 

  栗原委員。 

○栗原惠子委員 私から、２点お願いします。 

  予算書186ページ、参考資料が46ページの記念公園改修工事についてお伺いいたします。 

  こちらの改修工事なんですが、バラ園の改修の内容と、あと水辺の広場脇のトイレの洋式

化について、それぞれ教えてください。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 記念公園の改修工事でございますけれども、記念公園のバラ

園改修につきましては、老朽化していますトレリスやベンチ、雨水がたまるようなところの

インターロッキングや平板ブロック、そういったものの改修工事で200万円を見ております。 

  それから、記念公園の施設改修工事100万円、こちらにつきましては、公園の利用者の状

況とか、高齢者、子供、女性の要望等を鑑みまして、今和式トイレになっているものを洋式

トイレに改修するものでございます。小便器、手洗いはそのままにしまして、大便器部分の

みの改修となるものでございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 栗原委員。 

○栗原惠子委員 ありがとうございました。 

  老朽化されたベンチについては、また新設でベンチを造るということはあるんでしょうか。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 老朽化の具合にもよりますけれども、かなりひどいものにつ

いては新規の物に換えたりとか、部分的なものについては、木の部分を補強するとか、そう

いった対応になるかと思います。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 栗原委員。 

○栗原惠子委員 ベンチ、必要だと思いますので、その辺を考慮していただければと思います。 

  それと、和式から洋式に取り替えるトイレということなんですが、こちらは１基でよろし

いんでしょうか。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 こちらは１基になります。 
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  以上です。 

○山野智彦委員長 栗原委員。 

○栗原惠子委員 ありがとうございます。 

  では、よろしくお願いいたします。 

  それともう１点、予算書188ページ、参考資料が47ページ、バラの町推進事業についてお

伺いいたします。 

  毎年、このバラの苗を配布されているかと思うんですが、令和７年度の配布状況というか、

配布方法についてお聞かせください。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 バラの苗につきましては、今回も100万円見ておりまして、

春バラまつりとか秋バラまつりのときに来ていただいて、バラ栽培講習会を受けていただい

た方に苗を配布するような形になっております。 

  今、申込みを開始しておりまして、４月の下旬までというところで申込みをさせていただ

いております。１人５本までとしており、もらった人に対しては、植えた場所とか写真、図

面で分かるようなものを報告してもらうようなことになっております。 

  今回、募集の方法としましては、さらにチラシをゆめくるとか総合センターとか役場とか

に配布することを考えております。 

  それから、町のホームページ、広報、公式ＬＩＮＥ、それからインスタ、フェイスブック

等への掲載も考えております。 

  さらに申込みをしやすくするために、今までメールでの申込みだけにしていたんですが、

都市計画課の窓口に来ても申し込めるようにしたり、あとは電子申請届出サービスによる申

込みも可能とするものでございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 栗原委員。 

○栗原惠子委員 ありがとうございます。 

  １人５本までということなんですが、その後の追跡というか、写真を皆さんに出してもら

うとか、そういうことも今後検討されたほうがよろしいかと思うのと、あと、バラの町とい

うことのＰＲのためにも、商工会に入られている会員の皆様向けにも配布するとか、いろん

なやり方がそれぞれあるかと思うんですが、その辺、お聞かせください。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 
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○渡邊研一参事兼都市計画課長 取りあえず、その植えた場所の写真とか図面とかの報告とい

うのは、渡した年、１回限りになるんですけれども、その後どうなっているかということに

ついても、今後追及はしていきたいなと思っております。 

  それから、バラの苗配布に関しましては、これは令和５年度になるんですけれども、伊奈

町の工業連絡協議会とか、伊奈北部工業団地連絡協議会がありますけれども、そちらにも声

をかけて、令和５年度には７社に対して100本配布をしております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 栗原委員。 

○栗原惠子委員 ありがとうございます。 

  それと、小学生がバラのこと、小針小学校、小針北小学校の児童たちがすごく研究熱心だ

ったと思うので、そういったところも今後検討されて、また効率的に配布ができるように今

後もよろしくお願いいたします。 

  私からは以上です。 

○山野智彦委員長 藤原委員。 

○藤原義春委員 予算書の186ページ、こちらの街区公園等維持管理事業なんですけれども、

突出しているのが剪定、伐採の委託料で730万円ということになっているんですが、恐らく

これは役場前の公園で大木が倒れたことを受けての計画になっているかと思うんですが、こ

れの具体的な計画内容をお伺いできるでしょうか。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 こちらの木の整枝、剪定、伐採の内容でございますけれども、

令和６年度も実施しました樹木現況調査、公園に今大体2,200本ぐらい木がありますけれど

も、そちらについても、令和７年度にこちらの調査をしたいと思っております。 

  その調査においてＤ判定、つまりは倒れる危険がありますよという木につきましては、こ

ちらで伐採、処分をしたいと考えております。 

  それから、やっぱり木が大分繁茂したりしているところとか、枝が枯れたりというのがあ

りますので、職員によるパトロール、住民からの通報、それから委託業者からの報告等で確

認をして、剪定、伐採をしていきたいと考えております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 藤原委員。 

○藤原義春委員 伐採しなければならないという判定を下した木の本数というのは何本ぐらい
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ありますか。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 本数でよろしいですか。 

○藤原義春委員 はい。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 昨年は102本ございました。Ｄ判定というのが102本ありまし

て、そちらを伐採しております。 

  今年については、まだ調査をしていないので、本数的なものは分かりませんが、Ｄ判定が

出れば、伐採をしていきたいと考えております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 藤原委員。 

○藤原義春委員 令和６年度は102本だったということですね。 

  続きまして、予算書187ページ、緑の保全・推進事業、こちら、緑のトラスト保全地管理

委託料、約500万円の具体的な内容をお伺いしたいと思います。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 こちらにつきましては、緑のトラスト13号地に係る維持管理

費となりまして、13号地のまず管理委託料としまして、シルバー人材センターに出しており

ますけれども、これが129万4,000円で、主には清掃と除草となります。 

  それから、緊急に剪定が必要になるものがございますので、そちらで20万円、それと、ト

ラスト地の桜、今桜並木がありますけれども、そちらの枯れ枝とか支障枝の剪定、こちらで

49万5,000円、それから、これは新規になりますけれども、桜並木が今41本桜があるんです

けれども、年数が80年以上経過しておりまして、古い枯れ枝が多く見られて、その枯れ枝が

落ちてきたりというような状況があります。その安全性確保がかなり難しくなっている状況

でございますので、強剪定をしたいというところで、今回、297万4,000円を見ております。

41本全部来年やるかというと、そういうものではなくて、この金額ですと10本程度になりま

すので、この41本の中でもひどいところを優先して、４年間かけて強剪定をしていきたいと

考えております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 藤原委員。 

○藤原義春委員 よく分かりました。 

  続きまして、予算書の182ページ、都市計画マスタープラン策定事業、こちらになるんで
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すけれども、委託料ということで、620万円というのは素人目に見ると、少し高過ぎないか

なとか。あと、ほかからしっかり見積書を集めたのかなと思ってしまうんですが、少し教え

ていただけますでしょうか。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 この都市計画マスタープラン策定事業に当たりましては、前

回が平成28年３月に策定していまして、そこから10年経過したというところで、この計画自

体は20年計画になりますので、ちょうど中間になるんですけれども、上位計画であります伊

奈町総合振興計画が令和６年度に策定されたことに伴いまして、それと整合させるような形

で今回策定をするものでございます。 

  今回の策定は、全てを見直すようなフルスペックの策定ではなくて、一部の見直しによる

策定となっております。分析、調査など、都市計画のスキルを持つような業者から複数見積

りを取って行っております。 

  全てをコンサルに任せるのではなくて、都市計画審議会とか、町民コメント支援とか、そ

ういった資料づくり、それから専門的なスキルを必要としない部分については、職員による

直営としております。さらに、調査についても一部支援を受けながら、極力直営で行うよう

なことで考えております。 

  今年度、総合振興計画策定した業者にも見積りを依頼したんですが、都市計画をできる人

間がいないということで断られたこともございます。そういったところからも、この策定に

は高いスキルを必要とするため、ほかの委託より高くなっているものでございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 藤原委員。 

○藤原義春委員 分かりました。 

  都市計画で詳しい人がいなければ、そんな形になるかと思います。 

  ありがとうございました。私は以上でございます。 

○山野智彦委員長 次に、上野委員。 

○上野尚德委員 187ページ、街区公園等整備事業1,013万5,000円、プラス713万5,000円にな

ると思います。 

  具体的な事業内容についてお聞かせいただければと思います。 

  氷川児童公園が書いてあるんですけれども、ここだけなのかどうなのか、お聞かせくださ

い。 
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○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 街区公園等整備事業についてですけれども、公園の工事費と

いうところで、街区公園のトイレ設置工事というところで713万5,000円を見ております。こ

ちらにつきましては、氷川児童公園の東側になるんですけれども、子供広場というのがござ

いまして、そこにくみ取式のトイレがあり、それがかなり老朽化して、なかなか修繕ができ

ないような状況になっているところでございます。 

  この子供広場が借地であるというところから、現在、グラウンドゴルフで高齢の方が使っ

ていると聞いております。そういったところでトイレがどうしても必要なんだよと伺ってい

ます。 

  そういった地元からの要望もあって、トイレの改修もしなくてはいけないというところと、

借地であるというところで、いずれは返さなくてはいけないというところで、隣にある氷川

児童公園、こちらのところに新たに、ちょうど西側の道路沿いです。そこに本下水が入って

いますので、本下水をつなげるような形でトイレをつけまして、車椅子でも対応できるよう

な形の洋式トイレと手洗いをつけたような形の代替トイレという形で予算を見ているもので

ございます。 

  それから、遊具設置工事の300万円、こちらにつきましては、毎年、公園内の遊具の点検

をしているんですけれども、使用不可、判定が使えませんよという判定になったものについ

て、今回、そういったものを更新するというところで、場所は点検してみないと分からない

というところでございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 内容、流れ、分かりました。 

  遊具については、これからやりながらということなので、子供たちによく公園が面白くな

いと言われることも多いので、ぜひ頑張って、遊具をつけていただければと思います。 

  続いて、街路整備事業、189ページ、3,432万円、令和６年度は予算がなかった事業です。 

  この中で、都市計画基礎調査業務委託料1,239万2,000円、都市計画道路設計等業務委託料

2,192万8,000円、この２件の事業内容と、これは続きがあるのだと思うので、本年度の事業

が終了した後の流れだとか、スケジュールもお聞かせいただければと思います。 

○山野智彦委員長 土木課長。 

○細田 力土木課長 令和７年度の事業内容といたしましては、都市計画道路上尾伊奈線に伴
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うものでありまして、都市計画基礎調査業務委託料、こちらの金額1,239万2,000円の内容と

いたしましては、交通量調査で396万8,000円、それから地質調査費用といたしまして842万

4,000円、また、都市計画道路設計等業務委託料、内容といたしましては、道路区域の測量

と先に実施いたします交通量調査と地質調査等の結果による道路の基本構造の決定作業とい

たしまして2,192万8,000円を計上しております。 

  令和８年度以降につきましては、令和８年度から令和９年度にかけまして、詳細設計、用

地測量、物件調査、土地評価を行う予定でございます。その後、令和10年から令和11年にか

けまして用地買収、それから、令和11年から令和14年度にかけまして工事を実施し、令和14

年度中の完成を目指していきます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 こちらの事業の具体的な道路名が、聞いてなかったかなと思うんです。言い

ましたか。 

○山野智彦委員長 上尾伊奈線。 

○上野尚德委員 ごめんなさい。そこだけ聞き漏らしました。 

  大丈夫です。答えていただき、ありがとうございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 続きまして、大沢委員。 

○大沢 淳委員 183ページの耐震診断改修シェルター設置補助事業の耐震シェルターの令和

６年度の執行状況を教えてください。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 耐震シェルターの補助事業でございますけれども、こちらに

ついては、能登半島地震を受けまして、令和６年度に立ち上げた事業となっております。 

  令和６年度の周知としましては、町のホームページ、広報、町の公式ＬＩＮＥ、それから、

２回行いましたけれども、全戸回覧、それから、９月には、氷川団地、細田山団地、希望ヶ

丘団地、光ヶ丘団地、津地団地の昭和56年以前の建物162戸について戸別の配布を実施いた

しました。この前行われた防災訓練でも参加者にチラシの配布を行っております。 

  しかしながら、令和６年度につきましては、耐震シェルター設置につきましては１件もご

ざいませんでした。 

  耐震の診断が１件ございまして、倒壊する可能性が高いという数字が出ておりまして、そ
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ちらの方にこの後シェルター、あるいは耐震改修というものをどうですかと聞いたところ、

これから家族会議を開いて、来年度どうするかというのは検討するという回答をいただいて

おります。 

  その結果、令和６年度につきましては、耐震診断が１件、耐震改修、耐震シェルター設置

はゼロ件でございました。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 大沢委員。 

○大沢 淳委員 そういう状況を踏まえて、令和７年度は何件を予定していますか。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 こういったところで、戸別配布を行ったときに、お会いでき

た方から、かなり高齢の方ですけれども、やっぱり改修とかシェルター設置については、金

銭的に厳しいという意見をいただいております。 

  そこで、令和７年度につきましては、まず、耐震改修、耐震シェルター設置の窓口となり

ます耐震診断をさらに受けやすくするために、個人の持ち出し額を減らすことで考えており

ます。その耐震診断の補助率については、補助率と、それから限度額のアップを図ったもの

でございます。 

  内容としては、耐震診断の補助割合を２分の１から３分の２に引き上げております。さら

に、補助限度額につきましても、５万円から10万円というところでアップを図ったものでご

ざいます。 

  令和７年度の周知方法としましては、令和６年度の周知方法のほかに、さらに戸別配布の

拡大を図っていきたいということで考えております。そこで、令和６年度のシェルターにつ

きましては、30件今回予算がありますけれども、令和７年度につきましては、今回は問合せ

とか申請がなかったこととか現状を鑑みまして、３分の２になる20件を予算計上させていた

だきたいと考えております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 大沢委員。 

○大沢 淳委員 令和６年度の新規地業で、耐震改修するよりは費用を安く抑えられるとうこ

とで、私も非常に有効な手段の一つかなと思ったんですが、残念ながら利用がなかったとい

うことで、いろいろ努力してきたお話を伺ったんですが、例えば他市の例で、どうやって利

用されるように至ったかという調査などはしていらっしゃるのでしょうか。 
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○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 今回のこのシェルターについての要綱を定めたのが、白岡市

を参考にしております。白岡市でも近年の設置の状況を確認したところ、近年もないという

ことでございました。 

  そういったところもございますので、さらなる周知に努めていきたいと考えております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 大沢委員。 

○大沢 淳委員 以上です。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 参考資料47ページ、先ほども同僚委員から質問がありましたバラの町推進事

業でございます。 

  参考資料を見ますと、前年比の事業費が89万円で今年度は230万円となっております。こ

れは前年比と同じような事業だと私は理解しているんですけれども、事業費が100万円少し、

百二十、三十万円増えた、その内訳をお願いいたします。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 バラ苗の配付の関係でございますけれども、こちらについて

は、バラサミットの運営事業のときに、まず令和５年度に県のふるさと創造資金のバラ苗配

付が対象となりました。令和６年度も同様に、バラのまちづくり整備運営事業として補助の

対象になるか考えていたところなんですが、令和６年度につきましては、バラ苗配付は補助

の対象とはなりませんでした。 

  サミットも終了したことから、令和７年度につきましては、令和４年度まで計上していた

バラの町推進事業に戻したものでございます。そのため、バラ苗配付の苗木代の100万円が

需用費消耗品費に入ったため増えたものでございます。 

  さらには、今年の５月に福山市で開催されますバラサミットへの旅費、それからバラ栽培

講習会講師への人件費、それとバラマスターズとか、そういったところに参加してくれる方

の保険代とか消耗品費、トータルで228万9,000円となっているものでございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 私が聞いたのは、89万円から230万円ほどになっているそのプラスになった

分だけ言ってください。ごちゃごちゃ今全部話しましたけれども。 
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○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 プラスになったものは、先ほどのバラの苗木代100万円、そ

れから福山市で開催されるバラサミットの旅費としまして９万7,000円、それから、バラ栽

培講習会講師の人件費が上がったことで、こちらが20万6,800円増加をしております。あと

は、材料代等の増加に伴うものでございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 昨年と比べて分かりました。 

  それで、昨年度もバラの苗配付事業があったと思うんですけれども、これは私ちょっと去

年の予算書と参考資料を見ているんですけれども、どこにも見当たらないんです。どこから

出たんでしたっけ。ちょっと教えてください。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 昨年度のバラ苗配付につきましては、バラのまちづくり整備

運営事業の中に100万円として見ております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 バラのまちづくりステージですか。 

〔「整備運営事業です」と言う人あり〕 

○青木久男委員 そこに入っているんですか。分かりました。 

  続きまして、先ほど耐震診断がありました。シェルターの補助あるいは診断の改修ですか、

なかなか特にシェルターはせっかく予算を組んだのに使われていない。今回は３分の１減ら

して３分の２という事業で予算を組んだようでございますけれども、これはあまり需要がな

いのかな、残念ですけれどもしょうがないかなと思うんですけれども、やはり持ち出しが多

いということが、やっぱりネックになっているのかなと思うんですよね。 

  それで、先ほどの話では倒壊のおそれがあるという診断をされたところで、どうするか家

族会議をするんだとかっていうあれですけれども、なかなかこの事業を住民が受け入れやす

い形で持ってくるのは、やはり相当町は努力しなくちゃいけないのかなと思います。それは

期待を込めてお願いをする限りでございます。 

  もう１点、道路改修で、43ページ、44ページ、参考資料で町道改修と町道整備の路線が幾

つか載っております。予算書、参考書だけでは分かりませんので、具体的な場所、内訳をお
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願いできればと思います。 

○山野智彦委員長 土木課長。 

〔「予算書177です」と言う人あり〕 

○細田 力土木課長 最初に、町道改修事業の内訳ですけれども、工事請負費の路線の内訳で

すが、最初に、舗装修繕工事の場所につきましては、町道第3160号線、3270号線、こちらに

つきましては、国際学院の裏手にありますグループホーム「こむろん家」の付近となってお

りまして、予算額につきましては621万円3,000円となっております。 

  次に、側溝修繕工事の場所といたしましては、町道第4151号線、津地団地の北側に町道が

あるんですが、そちらの場所になります。こちらの予算額が628万7,000円、それから、町道

第4161号線、こちらの工事場所なんですが、栄六丁目地内で予算額331万5,000円となってお

ります。 

  続きまして、町道整備事業につきましては、町道第1312号線、こちらは西蔵院の前の町道

でございまして、予算額につきましては1,374万8,000円となっております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 最初の答弁ありました3160号線、3270号線、路線が随分離れていますけれど

も、これこむろん家裏のところだけなんでしょうか。 

○山野智彦委員長 土木課長。 

○細田 力土木課長 おっしゃるとおりで、3160号線と3270号線はちょうどＬ字で合流してい

る路線になりますので、場所としては同じ場所になります。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 年々こう予算を組んで拡幅ですか、あるいは改修整備をなさっておられると

いうのは大変ありがたいんですけれども、これが今年度の予算に載せたということは、町が

やるということを決定したわけですけれども、その端緒となるものは何かあったんでしょう

か。 

○山野智彦委員長 土木課長。 

○細田 力土木課長 今回、こちらの箇所を予算計上させていただいた経緯なんですが、地元

からの要望というのが一番強いという形になっております。 

  以上です。 
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○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 分かりました。ありがとうございます。 

○山野智彦委員長 冨井委員。 

○冨井篤弥委員 私からは３点あります。 

  まず、予算書175ページ、参考資料43ページ、公用車の購入費、軽トラック購入費155万円

について伺います。 

  こちらにつきまして、現在の公用車の買換え更新を目的とした後継車の購入でしょうか、

それとも新規の導入になりますでしょうか、伺います。 

○山野智彦委員長 土木課長。 

○細田 力土木課長 こちらの公用車の購入につきましては、現在使用しております軽トラッ

クが平成21年に購入しておりまして、エアコンが効かない状態になっておりますので、今回

買換えという形で実施させていただくものでございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 冨井委員。 

○冨井篤弥委員 更新ということで分かりました。 

  続いての質問に移らせていただきます。 

  176ページから177ページ、先ほどの質問にもあったところなんですけれども、町道維持管

理事業と町道改修事業について質問させていただきます。 

  こちら、２つ合わせて前年度当初予算比7,147万円減となっておりますけれども、こちら、

道路の老朽化への対応であったりとか街路樹の整備などで、問題ない予算規模なのでしょう

か、その減額の理由を伺いたいと思います。 

○山野智彦委員長 土木課長。 

○細田 力土木課長 町道維持管理事業と町道改修事業の大きな減額の理由なんですが、今年

度につきましては、町道第７号線舗装打ち換え工事、こちらが8,684万1,000円を計上してご

ざいまして、こちらの事業につきましては、昨年度と今年度で終了いたしました。来年度に

つきましては、このような大きな目玉事業がないために、事業費としては大きく落ち込んで

いるものでございます。 

  通常の維持管理等の事業につきましては、例年と同じ金額を計上させていただいておりま

すので、維持管理等については支障はないものと考えております。 

  以上です。 
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○山野智彦委員長 冨井委員。 

○冨井篤弥委員 分かりました。 

  先ほど、町民の方からの要望で修繕するというのもあったんですけれども、例えば町で検

査して、これは修繕したほうがいい、改修したほうがいいと判断して行うものもあるのでし

ょうか。 

○山野智彦委員長 土木課長。 

○細田 力土木課長 修繕方法の決定につきましては、町民の要望等もございますが、我々職

員が日頃道路パトロール等を実施しておりまして、その中で特に悪いような場所、そういっ

た箇所をチェックしているんですが、それが積み重なってきて、そろそろやらなくちゃいけ

ないなという形になったときには、予算の中で路線を入れて計上させていただきたいと考え

ております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 冨井委員。 

○冨井篤弥委員 分かりました。 

  ちなみになんですけれども、道路パトロールというのは路面の状態、表面の状態を確認す

るものなのでしょうか。それとも内部のほう、超音波とか当てて中に空洞が空いていないか

とか、そういうことも検査されたりしているのでしょうか。 

○山野智彦委員長 土木課長。 

○細田 力土木課長 現在、実施しております道路パトロールにつきましては、車を走行しな

がら職員の目で路面状況を確認して、良い悪いを判断させていただいているものでございま

す。 

  空洞化調査等につきましては、さきに八潮市の道路陥没等もございまして、空洞化調査の

必要性については重々必要だと感じてはいるんですが、費用が少しかかる部分もございまし

て、今後補助事業とかその辺の状況を見ながら、実施については検討していきたいと考えて

おります。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 冨井委員。 

○冨井篤弥委員 分かりました。ありがとうございます。 

  続いて、最後の質問になります。 

  183ページ、参考資料45ページ、耐震シェルターについてです。 
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  今回、こちらの令和７年度予算では、耐震診断・改修・シェルターと統合されましたけれ

ども、こちらにつきまして、今後の補助金のやり方というんですかね、耐震診断でこのぐら

い、それぞれに予算がついているのか、それとも申請順に処理していって予算がなくなった

時点で終わるのか、その辺のところを伺えればと思います。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 こちらの補助につきましては、実際かかった金額を見まして、

それに対して限度額とそれから補助の割合が決まっていますので、そこから算出するような

形になります。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 冨井委員。 

○冨井篤弥委員 例えば、耐震シェルターが令和７年度も残念ながらそういう申請がなく、逆

に診断のほうが多かったとすると、ちゃんとその耐震シェルターのほうは全部補助されるよ

うな予算、今ここに書いてある930万円の予算の範囲内で処理されるものなのでしょうか。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 耐震診断の予算が今23件見ておりまして、耐震シェルターに

対しては20件、耐震診断に関しては２件それぞれ見ております。 

  以上です。 

  失礼しました。耐震改修が２件、耐震シェルター設置が20件でございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 冨井委員。 

○冨井篤弥委員 この23件、２件、20件という枠をつくられているということでよろしいでし

ょうか。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 そうですね、この耐震診断の中で改修とシェルターの枠をつ

くっているものでございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 冨井委員。 

○冨井篤弥委員 分かりました。 

  昨年度、初めて新規事業として耐震シェルターについて質問したときに、私自身、自分自

身の経験であったりとか、あとはほかにも地震災害で被災した人の話を聞いて、なかなか難
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しいところもあるんじゃないかなというのも実感としてございまして。 

  ただ、その耐震シェルターというのも、まだ日本の中でもそういう実績がない中でこれか

らどうなっていくのかというのもあるんですけれども、以前にも伺ったと思うんですけれど

も、この耐震シェルターの補助について、耐震ベッド、防災ベッドについてはこれ補助対象

となっているのでしょうか。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 今回の耐震シェルターにつきましては、町では補助を出しま

すけれども、国の補助金はないものでございます。それで、先ほどお話しされた耐震の部分

的にあるベッドのシェルターとか、あと椅子型のシェルターがあるんですけれども、そうい

ったものについては補助の対象とはなりません。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 冨井委員。 

○冨井篤弥委員 耐震シェルターというのは私自身は正直、疑っているというのは言葉はよく

ないんですけれども、やっぱりいろいろと本当にそのときその部屋にいれば助かるんですけ

れども、例えば揺れが直下型地震が起きてそこに逃げ込もうとなると、揺れで正直人が飛ば

されます、もう身動きが取れない、その場所にしかいれないという状況でして、これはなか

なか避難するというのは正直、自分自身の体験でもそうなんですけれども、難しいのかなと

思っているんですけれども。 

  一方で、この耐震ベッドとか防災ベッドについては、そこで寝ていれば、もし夜の時間、

寝ている時間に直下型地震とか、そういうすぐには逃げられない地震が起きたときに、自分

の体を守ってくれる心強いものになるのではと思っておりますが、ここの部分に関しては、

これは補助の対象にしていくべきではないのでしょうか。これ、次年度以降の予算で対象と

していただけたらと思うんですけれども、町の考えを伺います。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 先ほどの耐震ベッドとか、要は寝ている最中に大きな地震が

起きて命を守るというものにつきましては、今のところまだ町としても補助を出しておりま

せん。近隣でもやはりそれに対して補助を出しているところと出していないところがあると

いうのが実態でございますので、その辺は今後調査研究してまいりたいと思います。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 冨井委員。 
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○冨井篤弥委員 ぜひ、研究、検討をよろしくお願いいたします。 

  私からは以上です。 

○山野智彦委員長 川内委員。 

○川内雅人委員 ２件お伺いします。 

  １つが、予算書の185ページ、これ言葉について質問いたします。 

  記念公園維持管理事業、予算、金額の入り繰りだと思うんですが、委託費、今年度の予算

では委託料に入っていて、来年度の予算では役務費に入っているんですが、これは何か変わ

ったんでしょうか。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 こちらにつきましては、シルバー人材センターで行っており

ます、記念公園の管理小屋に詰めている記念公園管理業務というのがあるんですけれども、

主に記念公園の管理小屋に詰めていたり、あとは公園の巡回をしたりということになりまし

て、その作業形態が記念公園の人が決まっていると、それからやる時間も決まっている作業

となるというところから、シルバー人材センターからの申入れによりまして、委託から労働

者派遣にしてもらいたいというところで、今回、派遣手数料の委託料から役務費の手数料に

変えたものでございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 川内委員。 

○川内雅人委員 内容は理解しました。やることは同じでつけ変わっただけということですよ

ね。ありがとうございました。 

  もう１点お伺いします。先ほど栗原委員が取り上げられたものですが、188ページの緑の

トラスト保全地管理委託料の辺りでございますが、見ると桜って寿命長くて100年とかって

言われているようで、今80歳、あと20年ぐらいのうちに新しいのを植えるのか何なのかとい

うことを考えていくようになるんだろうと思うんですが、それに対してどういうふうなお考

えかをお聞かせください。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 今、81本、トラスト地のところに桜並木がございますけれど

も、大分老朽化をしておりまして、そういったところで延命作業をしているような状況でご

ざいます。日本さくらの会から桜を頂きまして、今トラスト地の芝生広場の周りに新たに桜

を植えたものでございます。 
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  以上です。 

  失礼しました。桜は今81本と申しましたけれども41本の間違いでございます。すみません

でした。 

○山野智彦委員長 川内委員。 

○川内雅人委員 もう既に手を打っていただいているようで、失礼しました。 

  ありがとうございました。以上です。 

○山野智彦委員長 木俣委員。 

○木俣美千代委員 １点お願いいたします。 

  176ページの町道維持管理事業に入るのかと思いますけれども、いな穂街道についてお伺

いいたします。 

  令和７年度でいな穂街道、ここを修繕するような予定があるところはありますでしょうか。 

○山野智彦委員長 土木課長。 

○細田 力土木課長 いな穂街道につきましては、現在パトロールしている段階で、悪い箇所

というのは把握してはいるんですが、来年度の予算としまして、いな穂街道を集中的にやる

という予算の措置はしてございません。 

  ただし、工事請負費の中に、例えば小規模舗装修繕工事であったりですとか、あと町道改

修事業になるんですが、町内各所という部分があるんですが、そちらから予算を使わせてい

ただいて修繕をするという形でできますので、そういった形で対応したいと考えております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 木俣委員。 

○木俣美千代委員 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。 

  あと、いな穂街道の町民の方から聞くお声で、歩道がやっぱりバリアフリーではもともと

ないんですけれども、とても歩きにくいと、段差があって。例えばバスから降りてからとか、

シルバーカー押してとか、ベビーカー押してとかということに関してすごく歩きにくいとい

うことで、これいずれ改善するんでしょうか。 

○山野智彦委員長 土木課長。 

○細田 力土木課長 ただいまの質問の部分なんですが、バス停が例えばあるところに関して、

歩車道境界ブロックというのがあるんですが、それが設置されていて自由に乗り降りができ

ないというお話は確かに伺ったりとかしているんですが、そういったことではなく。 

○山野智彦委員長 木俣委員。 
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○木俣美千代委員 道路を歩くのに段差がすごく多いと思うんです、その件です。 

○山野智彦委員長 土木課長。 

○細田 力土木課長 舗装の悪いところにつきましては、順次対応してまいりたいとは考えて

おりますが、予算額に限度がありまして、その範囲内で実施できるところは実施したいと考

えております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 木俣委員。 

○木俣美千代委員 分かりました。よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 最初に、186ページ、記念公園改修事業ですね。 

  先ほど、改修工事の内容をご紹介いただきましたが、記念公園といえば、過去の答弁で１

年間通して楽しんでもらえていますよという執行部の認識も示していただいている反面、過

去同僚議員、多くの議員からあじさい園であるとか池が荒れているので、これを何とかして

いくべきじゃないかという提言が過去繰り返し出されているんですが、これに対して令和７

年度検討状況について伺います。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 記念公園のアジサイにつきましては、今ステージの裏と、そ

れからげんきアップ広場の周りにアジサイがあるんですけれども、記念公園の植物管理委託

料の中でアジサイの剪定、それから周辺の機械除草、それから施肥というところで見ており

ますので、引き続きこの辺については適正な管理に努めてまいりたいと考えております。 

  それから、自然の池のところですけれども、池についてはハンノキが生えていたりという

ところで、武蔵野の原風景を残している池となっているのですけれども、そこにかかってい

る木道ですね、そちらが大分傷んできているような状況でございます。 

  それで、令和７年度の実施計画に木道の修繕というのを上げさせてもらっているんですけ

れども、優先順位とかをつけて検討した結果、予算要望には至っていないというところが現

実でございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 確認させていただきます。あじさい園を引き続きとおっしゃったんですが、
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これまでも手入れをされていてあの状態、同様に続けていくという今ご回答だったでしょう

か。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 あじさい園につきましては、今までと同様に、何か増やすと

かそういうことではなくて、同じような感じで管理をしていきたいと考えております。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 管理委託費用を払ってやっていただいているんですが、その成果、その結果

について認識されていないんじゃないかと危惧するんですけれども、例えば昨年、アジサイ

の時期、ステージ裏のあじさい園というのは担当者ご覧になっているものなんでしょうか。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 ちょうどバラが終わった時期にアジサイが咲くんですけれど

も、その時期についても私でも実際見て、状況は見ております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 感想をお聞かせください。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 実情としましては、なかなか見に来ている方は少ないなとい

うところがございまして、やっぱりアジサイ自体が湿気を好むような植物ですので、日影の

ところ、要は大きな木の下にあるような感じでございますので、バラとは違うイメージでは

あるんですけれども、四季を通じて楽しめるバラ園というところでは、今後も花が咲くよう

に適正に管理していきたいと思います。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 今後もというのはまた引っかかるんですが、課題は感じておられるというこ

との認識でよろしいんですかね。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 あじさい園については、咲き終わると咲きがらがかなり汚く

なってしまったりというところがあるので、その辺がなかなか取れていないという実情があ

りますので、そういったところは検討していきたいと思います。 

  以上です。 
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○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 続けて、187ページの街区公園整備事業、先ほど氷川児童公園のトイレ等々

のご紹介いただいたところです。 

  街区公園に関しましては、これまで私以外の議員からも、南部地域に公園がないというこ

とで繰り返し訴えさせていただいているんですが、それらの答弁で、財政的課題の認識とＪ

Ｒ東日本との協議を進めていくとの答弁をいただいているんですが、令和７年度に当たって

の取組と関連予算が計上されているようであれば教えてください。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 令和７年度の予算として、小室地区の新幹線高架下公園設置

調査というところで、この調査の内容というのが、現況であるとかニーズであるとか事例調

査、候補地の選定とか、それから公園の設置方針等の検討を行うということで予算の要望を

したところでございます。 

  今後につきましては、こういった調査が実際できるようになりましたら、公園に適した場

所を探したりしながら、ＪＲとの協議を開始していきたいと考えております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 確認なんですが、予算要望されたその調査費は、今回取れているんでしょう

か。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 要望はしましたけれども、計上には至りませんでした。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 分かりました。 

  同じく、187ページの記念公園バラ園運営事業なんですが、設置されましたステージにつ

いて、過去設置費用に見合う町民還元できるような使い方をということでお話しさせていた

だいていましたが、令和７年度には、これまでと違うような活用方法を検討されたりしてい

るんでしょうか。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 ステージにつきましては、令和６年度については、春バラ、

秋バラまつり、それから伊奈まつりでも花火の見学会場として使いました。さらには、北小
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の校外活動、グラウンドゴルフ大会での休憩場所、バラ栽培講習会とバラ苗配付の会場、あ

とは美術家協会というのがございまして、そちらで写生大会をバラ園でやったんですが、そ

こでの講評会場、それからダンスのチームがありまして、発表会を行うというところで、令

和５年度に比べて令和６年度は少しずつ利用がされてきております。そういったところで人

流が生まれているものと考えております。さらなる向上のため、ステージの使用については

周知を図っていきたいと考えております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 ありがとうございます。 

  続けて、同じ部分で、記念公園のバラ園管理委託料ということで、12月議会で、この赤字

分を埋めるために入場料の値上げというのが議決されたんですけれども、予算でいくとしっ

かりここの委託料がまた上がってきているというところなんですが、このあたりの経費削減

の取組というのは、どういった取組をされているんでしょうか。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 この辺の物価上昇というのがありまして、なかなか経費削減

するというのは難しいところではございますけれども、今回、バラ園の有料期間中に、また

令和７年度も仮設トイレを設置したいと考えております。 

  令和６年度には、ステージの脇に仮設トイレを設置したんですけれども、こちらがあまり

利用者がいなかったという実情がございました。そこに102万9,000円かかっていたところ、

令和７年度の予算では、記念公園の管理小屋の脇に、女性用トイレ４つとそれから男女共用

のトイレを１か所、仮設トイレをリースで行いまして、これは伊奈まつりでも行ったもので

ございますけれども、46万4,000円というところで、ここで経費の削減を図っているもので

ございます。 

  また、バラ園の第３バラ園においては、マスターズが今ボランティアで活動をしておりま

して、そちらにもさらなるマスターズの会員を増やして育成、運営に努めていきたいと考え

ております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 イベント期間中のトイレを減らすというのが、コストカットとして正しい手

法かどうかというのは、少し疑念があるかと思うんですけれども、管理、どうなんですかね。
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トイレって使うと思うんですけれども、そこを削減するというのが少し安易な感じがして危

惧されるところなんですけれども。 

  バラ園の運営自体というんですかね、そちらは上がっていくのはしょうがないという一言

で済ましていいものなのかというところなんですけれども、そこに関してこそ経費削減とい

うのを、しっかり意識を持って取り組んでいかないといけないんじゃないかなと思うんです

けれども、その辺、見解としてはいかがでしょう。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 令和６年度に設置しました、ステージ脇につけた仮設トイレ

につきましては、バラ園の中ということで見栄えを重視した仮設トイレということになって

おります。そういったところで、数は同じにしてありますけれども、今度は利便性、要はバ

ラ園の外にはなってしまいますけれども、今の既設のトイレがいっぱいで使えないというと

きにはすぐ隣にありますので、利便性というところを考えてしておりますので、見栄えが普

通の仮設トイレになりますので、安くなるというところで経費削減を図っているものです。 

  それから、バラ園の年間管理委託のところでございますけれども、バラは町の大切な観光

資源でございますので、それをきれいに咲かせるというのが我々の使命でもありますので、

そういったところでは削減というのはなかなか難しいと思っておりますが、今後その辺につ

いても調査をして、削れるものは削っていくようなことを考えていきたいと思います。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 ありがとうございます。 

  続きまして、先ほど緑のトラスト保全地管理委託料について内訳をご紹介いただきました。

シルバー人材センターほか、令和７年度では桜の剪定等があるということなんですが、これ

らの委託先について、選定方法について伺います。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 緑のトラストの保全地の業者の選定方法になりますけれども、

こちらについては、まず13号地管理地の委託料というところで、こちらはシルバー人材セン

ターと随意契約となっております。それから、緊急剪定20万円につきましては、緊急性が高

いというところもありまして、町内の造園会社より見積りを徴して選定をしているところで

ございます。桜並木の剪定49万5,000円につきましては、こちらも町内の造園会社になりま

すけれども、そちらより見積りを徴して選定をしております。 
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  これから新規で行う桜並木の太い枝の枝枯れの枝下ろしの委託、こちらについては金額も

張るものですから、指名競争入札によって実施していきたいと考えております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 ありがとうございます。 

  最後に１点伺います。 

  予算書189ページ、先ほど上野委員から質問がありました上尾・伊奈線の関係で、開通ま

でのプロセスをお聞きしました。これ、幅員が18メートルから14メートルへ計画が変わった

と別の機会で伺っているんですが、この計画変更は、もう法律上といいますか行政手続上も

確定にまで至っているものなのかどうかというのを確認させていただきたいんですが。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 幅員を18メートルから14メートルにするというところにつき

ましては、県と上尾警察、そういったところと全部協議が終わっておりますので、14メート

ルにするということで確定でございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 以上です。ありがとうございます。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 私から２点お伺いいたします。 

  公園施設改修事業、予算書185ページ、参考資料が46ページになります。 

  186ページですね、186ページの一番下の段にタイトルがあって、ほとんど187ページにな

ります。公園施設改修事業、臨時工事440万円のご説明をお願いします。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 こちらにつきましては、緊急で例えば修繕、いろんなものが

壊れたりすることが発生しますので、そういったものについて応急的に行う臨時の工事とな

ります。そのため、どこを直すかという場所は決まっておりません。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 先ほど、街区公園等整備事業のところの遊具設置工事のところも同じよう

な説明だったんですけれども、基本的にはそういう形で予算を取っておくということなんで
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しょうか。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 こちらの公園工事は、主に遊具とかではなくて、例えば街灯

とか、それからフェンスであるとか、車止めであるとか、公園のいろいろ施設があるんです

けれども、そういったものが壊れたりしたときに対応する工事費となります。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 分かりました。 

  そこで、上新田公園の大きな滑り台の件でいろんな議員の方からも何度かご質問されてい

ると思うんですけれども、そちらは今後どのような予定になっていますでしょうか。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 上新田公園の滑り台につきましては、今年度、今契約をして

おりますけれども、こちらについては、今年度撤去工事を行うものです。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 撤去をされた後は、滑り台の件はどうなりますか。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 今のところ、これにつきましては、来年度につきましては新

設というところは予算はございませんけれども、今後、同等のものをつけるとなると約

3,000万円、それから今のものを修繕するとなると1,600万円、それから一回り小さいものを

つけたとしても1,600万円かかるというところで、かなり財政的なことも含めていろいろ考

えなくてはいけないというところで、今後については、クラウドファンディングとか企業版

のふるさと納税、それからネーミングライツ等とか、こういったものができないかというと

ころを調査しながら進めていきたいというところと、上新田公園に駐車場がございませんの

で、つける場所についても上新田公園でいいのか、それとも駐車場がある中部公園でいいの

かというところも含めて検討していきたいと考えております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 ありがとうございます。 

  今のご説明は、以前にも私お伺いしたとおりなんですけれども、駐車場がないから中部公
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園というのは私一番いけないと思うんですよ。そうすると、今度中部公園にいつも車がいっ

ぱいになってしまう状態、しかも町外から来て、町内の人が駐車場が使えない状態になるこ

とが懸念されます。 

  上新田公園のところに車が来ているのは、あれは完全にもう違法駐車になりますから、警

察が来れば取り締まれることですので、また新しく同じ規模の滑り台を造るにしても、そう

じゃない遊具をつけるにしても、やはり上新田公園には遊具がなくなってしまうというのが

一番寂しいことだし、子供に全然優しくないことだと思いますので、中部公園に全部集める

というのはもう一度考え直してほしいと思います。 

  あそこは普通の街区公園は違う扱いですよね、中部公園というのは。駐車場があるという

のもそれなりの意味があるわけですから、別に記念公園みたいに外からのお客さんを呼ぶた

めに駐車場があるわけではないと思いますので、もう少しちゃんと考えて進めてほしいと思

います。 

  次、記念公園バラ園運営事業、予算書187ページで、参考資料は46ページですかね。先ほ

ど、武藤委員からもお話しありましたけれども、去年になりますね、バラサミットのときに、

私たちは駐車場に止められる状態にさせていただいていたので、何とか止められましたけれ

ども、すごい渋滞になっていたんですね。もう町民の方も通れないような、住んでいる方も

大変だったんじゃないだろうかというぐらい、よく言えば大盛況でした。すばらしいと思い

ます。ただ、これは完全にオーバーツーリズムというか、もう受け入れ切れてない状態なん

じゃないかと思ったんですけれども、今回の予算の計上に交通誘導委託料とかも増額されて

いるんですけれども、そのあたりの対策というのはどうお考えでしょうか。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一都市計画課長 バラ祭り期間中の車で来られる方についての関係ですけれども、ポ

スターやいろんなところで周知を図っているんですが、公共交通機関をなるべく使ってくだ

さいということをお願いはしております。さらに、シャトルとのコラボ券の販売をしたりし

ております。今回、そういった対策として、渋滞が発生するというところで、記念公園の交

通誘導委託というところで増額をしております。こちらについては、特に平日よりも土日を

中心に大渋滞が発生しているという実態がございますので、土日を中心にしっかり誘導がで

きるガードマンを今回増やさせてもらったものでございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 
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○髙橋まゆみ委員 誘導だけの問題じゃないような気がしたんですけれども、まず、道路が決

まっているし、もうずっとつながってしまったら誘導してもどうにもならないんじゃないか

なと思うんですけれども、もし改善できるとすれば、どこかほかに臨時の駐車場を設けると

かそういうことをしていかないと、要は、赤字を補塡というか、するためにお客さんにいっ

ぱい来てもらいたいわけですけれども、そこも限界があるんじゃないかと思うんですね。そ

こもしっかり考えていかないと、町民の方にかえって迷惑がかかるし、あとは、バラを愛す

るというのはバラの本数ではないし、バラをしっかり管理するというのも本数ではないと思

うんです。伊奈町のバラがいつから始まったかというのも、聞いた話ですと、与野公園のバ

ラを参考にしたというお話も少し伺ったことがあります。与野公園は、市民の方だけで楽し

む規模で、無料で入れる状態、だけれども、すごくバラが愛されています。そのあたり、も

う一回ちゃんと初心に戻ってというか、お子さんたちがバラを育てているのはすばらしいこ

とだと思うし、町中で皆さんがバラを育てるというのは、すばらしいことだと思います。た

だ、とにかく走り過ぎていると思いますので、ずっとバラが愛されるためにもしっかりとし

たバラ公園の管理運営、それから金銭面でもそうですし、しっかりしていかないと続かなく

なると思いますので、そのあたり、町民の方に迷惑をかけないというところも含めて管理運

営をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 大野委員。 

○大野興一委員 それでは、１点、お願いいたします。 

  場所は、予算書の180ページです。 

  原市沼川改修事業、この概要をお聞きいたします。上尾市との共同事業のようですので。 

○山野智彦委員長 土木課長。 

○細田 力土木課長 原市沼川の事業につきましては、来年度は原市沼改修事業負担金といた

しまして、上尾市に773万4,000円を支払うものでございます。こちらの内容なんですが、し

ゅんせつ工事、それからしゅんせつの土量を調査するための業務委託となっております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 大野委員。 

○大野興一委員 どの辺りまでこれは工事をされるんですか。原市沼川の綾瀬川との合流点ま

でやるのでしょうか。 

○山野智彦委員長 土木課長。 
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○細田 力土木課長 場所につきましては、準用河川の区域内でございまして、上尾環状線柳

津橋というところがあるのですが、旧がんセンターのそばの橋なんですけれども、そちらか

ら上流に向かったところで、一番北のほうはさいたま菖蒲線まで、その区間までが上尾市と

伊奈町で管理する区域となっております。その中の一部分を上尾市でしゅんせつ工事をして

いただくものでございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 大野委員。 

○大野興一委員 そうすると、栄一丁目、それから二丁目の綾瀬川の護岸の工事というのは、

ないんですかね。 

○山野智彦委員長 土木課長。 

○細田 力土木課長 そちらの箇所につきましては、一級河川となりますので、管理者が北本

県土整備事務所、埼玉県になりますので、実施の工事については、来年度は行わないものと

思われます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 大野委員。 

○大野興一委員 分かりました。以上です。 

○山野智彦委員長 仲島副委員長。 

○仲島雄大副委員長 私、２点あります。 

  予算書の174ページ、参考資料は43ページです。道路橋梁等総務事務費の中の道路損傷の

ＧＩＳへの関係について、幾つかご質問させていただきます。以前、私、この話をしたと思

うんですけれども、そのとき６件ほどありますという形だったんですけれども、最近までの

数字を教えていただけますか。 

○山野智彦委員長 土木課長。 

○細田 力土木課長 通報システムで報告のあった件数につきましては、令和６年４月から令

和７年２月末現在で６件のままで変更ございません。ただし、そのほかに国土交通省で、令

和６年３月末から導入されたＬＩＮＥアプリ、そちら通報システムがあるのですが、そちら

で21件の通報がございました。それ以外に、町に通知メールという形で届いたもので52件の

報告がございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 仲島副委員長。 
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○仲島雄大副委員長 今回のＧＩＳはかなりお金をかけているようなシステムだと思うんです

けれども、それよりも国土交通省からのＬＩＮＥのほうが届出が、報告が多いというのは、

ある意味これは意味がないとして取られてもおかしくないと思うんですよね。これは私も前

に話をしたと思います、６件のときに、啓発の方法を考えないと、正直、町の人たちにこれ

は浸透していないんじゃないですかという話をしたことがあるんですけれども、そこを踏ま

えて、町としてはこの比較をしたとき、この実質上、どう改善していくのかということの周

知方法というんですか、その辺のところはどのように考えていらっしゃいますか。 

○山野智彦委員長 土木課長。 

○細田 力土木課長 まず、このシステムを導入した際には、国交省のＬＩＮＥの通報システ

ムが導入されるということは全く知らされておりませんでした。そのためにＧＩＳを導入す

る際には、通報システムがあると便利だという思いからこのシステムを導入させていただき

ました。確かにまだこの１年で６件しか利用されていないということで、今後どのような形

で増やしていくかということなんですが、まず、このシステムを利用する際に、町のホーム

ページからこちらに入っていただくような形になるんですが、システムの場所にたどり着く

まで非常に分かりづらいものとなっているということがありますので、このあたりをなるべ

くトップページに近いところでそういう通報システムに入れるような形、もしくは文字でこ

ういうシステムがありますよみたいなのを、表の部分に出させていただきたいというふうな

ことを考えていることと、それから、なるべく新着情報に道路通報システムがありますよと

いうことを、小まめに案内をしながら利用者の件数を増やしていきたいなと考えております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 仲島副委員長。 

○仲島雄大副委員長 やっぱりＬＩＮＥのほうが手軽だというイメージがあるものですから、

そこを超えるためには、今のやり方では多分超えていけないと思うんですよね。せっかくあ

るシステムですから、使っていただくということは大前提になっていると思います。私から

すると、これは道路の関係の閲覧の延長線上にそのシステムがくっついてきたという意識で

いるものですから、これは失礼な言い方ですよ、町民が活用するということは二の次なんじ

ゃないかなという気持ちがどこかにあるんじゃないかなというものの見方をしながら、私、

しょっちゅう使うんですけれども、やっぱり固定ページに置いただけでは多分使ってくれな

いと思います。あったとしても、入れていったときにどういう入力をしていったらいいのか

ということまで含めた啓発をしないとならないと思って、これにより、多分、費用対効果と
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すれば、職員の方がわざわざそこまで出向かなかったりとか、出向く必要がなかったりとか、

逆にこっちから事前に質問をして教えてもらった情報の上に見に行ったりすることができる

ので、効率化はかなり図れると思いますので、例えば、ＳＮＳを使って使い方を動画でアッ

プするとか、先ほどいろんな関係でアンバサダーみたいな人がいるという人たちにうまく協

力をしてもらいながら、こんなこともできるんだよみたいなのを入れてもらったりとか、い

ろんな活用の方法を模索しないと、ＧＩＳに関しては対業者向けの話になってきちゃうと思

いますので、一工夫してほしいなと思って、あえてこの質問はさせていただきました。それ

に関しては６件だというのは認識しましたので、ぜひそこの活用をしていただきたいと思い

ます。 

  続きまして、私は、186ページになります。参考資料は45ページです。 

  街区公園等維持管理事業の中で、雑草の関係に関して質問させていただきたいと思います。

ここのところだと、街区公園等清掃除草委託料と街区公園等整枝、剪定、伐採委託料という

のがありますけれども、これは別の業者に委託をしているんですか。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一都市計画課長 清掃、除草委託でございますけれども、これは場所によって委託の

業者が変わっていまして、栄町、本町、それから役場の前の新田前公園、寿の公園につきま

しては、シルバー人材センターに随意契約で行っております。それから、ほかの中部の新田

前以外のところと、北部の区画整理地内の公園、こちらについては、町内外の造園業者５者

によって指名競争入札を行って決めております。 

  それから、整枝、剪定、伐採の委託でございますけれども、こちらは、実際その公園を委

託している業者を中心に、そういったところから見積りを取って剪定、整枝をしているとい

う状況でございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 仲島副委員長。 

○仲島雄大副委員長 少し関係している部分なんですけれども、予算書の177ページに、今度

は街路樹の剪定が入っているんですよね。この剪定業者は、今ご回答いただいたところと重

複しておるでしょうか、教えていただけますか。 

○山野智彦委員長 土木課長。 

○細田 力土木課長 街路樹剪定につきましても、入札で行っておりますので、箇所によって

は同じ業者がやっているケースもございますし、違う業者がやっているところもございます。 
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  以上です。 

○山野智彦委員長 仲島副委員長。 

○仲島雄大副委員長 何でこんなことを聞いたかというと、夏場にシルバー人材センターの

方々が体調を崩したりとか、また、暑さに耐えられなくてやっぱり動けないといったときに、

夏場、大量に公園とか道とかに草が繁茂しちゃって、お願いをしても、私がお願いしたりな

んか、町民から聞いた話をすると、２か月、３か月先だったことがあるんですよね。また今

年も同じことになるんじゃないかと危惧をしていて、一極集中型、二極、三極になったとし

ても、ほかになってから対応しようとすると、そこはほかもあるからできませんというよう

な回答を執行部からいただいたものですから、当然、なるのが前提で、逃げ道という言い方、

語弊がありますけれども、ほかの業者を考えておかないと、やはり町民の方々の生活環境維

持という部分に関して影響を与えている部分だと思いますので、そこは頭に置きながら準備

をしてください。これは私の要望になりますので、２課にわたる部分だと思いますけれども、

うまく話をしながら、町民の方の生活、草木があれば泥棒も入ってくるということもありま

すので、ぜひその辺のところは町長も含めてぜひ前向きに検討していただきたいと思います。 

  私からは以上です。 

○山野智彦委員長 ほかにありませんか。 

  五味委員。 

○五味雅美委員 189ページの町営住宅について伺います。 

  今、町営住宅の入居状況についてはどうなっていますか。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一都市計画課長 町営住宅につきましては、現在、12世帯全て埋まっておりまして、

人数は19名でございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 五味委員。 

○五味雅美委員 要望をかなえられずに断っているケースはありますか。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一都市計画課長 かなり町営住宅に入りたいというご要望はいただいておりますが、

現在満室でございますので、お断りしているというところがございますが、空きが出ました

ら、広報やホームページを通じて紹介をしているところでございます。 

  以上です。 
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○山野智彦委員長 五味委員。 

○五味雅美委員 以前、町内の空きアパートが結構あると思うんですが、そういうのを活用す

るような話があったかと思うんですけれども、その辺、空き待ちだけではなくて、そういう

対策は考えられませんか。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一都市計画課長 空き家バンク制度というのがございまして、空き家の利活用を図る

という制度があるんですけれども、そういったところで、空いている空き家を、住宅に困窮

している方に貸すようなところができればいいのかなと考えております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 五味委員。 

○五味雅美委員 ちなみに、空き待ちというのはどのぐらいいらっしゃるのですか。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一都市計画課長 こちらについては、今空き待ちの方が10組ぐらいいるというところ

で、そういった方に対しては、県営住宅もございますので、そういったところを紹介してお

ります。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 五味委員。 

○五味雅美委員 紹介して解消されているということですか。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一都市計画課長 その10組の方には、町営住宅というのはもういっぱいで入れないん

ですけれども、県営住宅というのは町内にはございませんので、町外になってしまうので、

そういったところを紹介しているというところでございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 五味委員。 

○五味雅美委員 やはり町民の方ですよね、要望があると思うんですけれども、紹介して終わ

りじゃなくて、やっぱりその後どうなっているのか配慮していただきたいなと思うんですけ

れども、それと、もう一つは、今12世帯満杯ということですけれども、これは回転はどうな

んですか。短期間で空いていくものなんですか。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一都市計画課長 このところ、大体年に１世帯ぐらいは回転しているような状況でご
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ざいます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 五味委員。 

○五味雅美委員 年に１部屋と言われると、やっぱりほとんどもう、10人ぐらいの方が待って

いれば10年先になっちゃう話ですよね。やはりそれだけ今いろいろな意味で需要も増えてい

ると思うんですけれども、緊急の対策もぜひ考えてほしいと思うんですが、いかがでしょう

か。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一都市計画課長 そういった対策につきましては、財政サイドと調整しながら検討し

ていきたいと思います。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 五味委員。 

○五味雅美委員 県にもあるかもしれませんけれども、そちらとも調整しながらぜひお願いし

たいと思います。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 ほかにありませんか。 

  それでは、一旦ここで休憩したいと思います。すぐ終わりますか。本当ですか。 

  では、青木委員。 

○青木久男委員 ３分かからないと思いますので、質問は50秒ぐらいしかかかりません。 

  177ページ、先ほど、当初私質問した津地団地の裏の側溝工事、4151線です。おかげさま

で津地団地、３本の道路、私道から町道になりまして、側溝の整備、舗装のし直しで完璧で

ございます。そうなると、今度は同じ団地に住んでいる方で、ここは町道なのに悪いなとい

うのが出てきて、今回補修になったといういきさつを存じております。 

  それで、予算の600万円ですけれども、距離と、側溝だけの話になるのか、伺います。 

○山野智彦委員長 土木課長。 

○細田 力土木課長 工事の内容なんですが、工事延長としましては52メーター、それから、

施工面積としましては114平方メーターとなっております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 側溝の面積なんですか。側溝だけじゃないんですか、舗装もちゃんとするん
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ですか。 

○山野智彦委員長 土木課長。 

○細田 力土木課長 片側の側溝と、それから舗装は全面で行います。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 はい、分かりました。町道らしくなったということで、住民も喜んでおられ

ると思います。この修繕は、町民からの要望があったということでございます。志久交差点

から南に入って50メートル行かないところに旧小室農業協同組合があったんですけれども、

それの東側、栄地区のほうに抜ける道２本が町道で、ちょっとお粗末な道路で、住民からも

いろいろと修繕等の話が来ているかなと思うんですね。もう一点、同じようなところに住ん

でいる方で、いわゆる小室農業協同組合の前の旧県道ですかが、たんと夜中でも大きな車が

通るとうるさいという苦情もありました。それはすぐに９月か10月頃に県で舗装し直しして

いただいて音がしなくなった、大変喜んでおられるということでございます。そこの箇所は

今回予算に盛っておられないんですけれども、幾らか次年、３年後ぐらいまでには側溝なり、

あるいは舗装の修繕等考えることがあるのか、伺います。 

○山野智彦委員長 土木課長。 

○細田 力土木課長 今委員がおっしゃっている道路につきましては、恐らく１間道路、狭い

道路であります。そこの道路に側溝を入れる際には、後退用地を全部町に寄附していただい

て、それから路線で整備するような形になりますので、まだ後退用地がほとんどいただけて

いないような状況になっておりますので、そこの部分について、町で費用をかけて整備する

ことはできないような状況でございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 それを言われると頭が痛いんですけれども、側溝までいかなくても、ところ

どころアスファルトの継ぎ足しみたいな形になっておるんですけれども、それは可能だと思

うんですけれども、いかがですか。 

○山野智彦委員長 土木課長。 

○細田 力土木課長 後退用地で町に寄附していただいた土地につきましては、町で舗装いた

しますが、個人の所有のままの部分につきましては、町で舗装することができませんので、

その辺はご了承いただきたいと思います。 
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  以上です。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 セットバックじゃなくて、町道の1.8メートル、１間のところだけは町でや

ってもおかしくないと思うんですけれども。 

○山野智彦委員長 土木課長。 

○細田 力土木課長 申し訳ないんですが、現在、そのような形で狭隘道路の整備という形で

実施しておりますので、1.8メーター部分で整備するということは、現在行っておりません。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 残念ですけれども、諦めないでこれからも続けていきたいと思います。 

  予算参考書の45ページ、シェルターのところでございます。まだ３分、１分ぐらいあると

思うんですけれども。 

○山野智彦委員長 ５分たっていますけれども。 

○青木久男委員 この真ん中ら辺の米印で、ちょっと私、これは間違いじゃないかと思うんで

すけれども、いかがですか。 

○山野智彦委員長 青木委員、どこが違うと思われますか。 

○青木久男委員 令和７年度当初予算についてで、昨年度の予算書に載っているのを合算した

のがこの右端の括弧書きですよという説明だと思うんですけれども。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一都市計画課長 930万円の下の1,165万円のこの括弧書きの金額が、こちらが令和６

年度の予算になりまして、それがこの２つを合算したものとなります。 

  以上です。 

○青木久男委員 私、目が悪いのかな。７と書いていないですか。 

○山野智彦委員長 米印の後が令和７年度と書いてある点がどうかという質問です。 

  参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一都市計画課長 こちらについては、今年の930万円についてもこちら令和７年度の

当初予算になりますけれども、令和６年度の改修等の補助事業というのとシェルターの補助

事業の合算でありますよという意味の表現でございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 金額の合算ではないが、事業は合算したという意味だということですか。 
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○渡邊研一都市計画課長 そういうことです。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 昨日の子ども家庭センターのところも予算を合算して、令和６年度のこれと

これを合算したものですよというところは、令和７年度じゃなくて令和６年度になっている

んですけれども、そういうふうな書き方ではないのかと私は思うんです。ここは令和６年と

いうのが本当じゃないですか。何のためにそんなことを書いている。子ども家庭センターの

ところの説明。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一都市計画課長 こちらの令和７年度当初予算というのが最初にここに書いてあると

ころと、それから、後ろに来ている内容が令和６年度予算の内容になってしまっているので、

その辺が分かりづらくなってしまっているところは、申し訳なく思っております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 次回以降、表記改善ということでよろしいでしょうか。 

  青木委員。 

○青木久男委員 だから、分かりにくいから、これは間違いでしょう。 

○山野智彦委員長 企画総務統括監。 

○秋山雄一企画総務統括監 さっき青木委員がおっしゃった31ページの子ども家庭センターは、

米印、令和６年度当初予算について、子ども家庭総合支援拠点の事業として計上という、色

合いの違う角度から説明をしています。45ページのこちらの件は、令和７年度当初予算につ

いてはと入れたほうが、確かに分かりやすかったと思います。意味としては、大変恐縮です

が、これは今年の予算について、本当は例えば令和６年度の何とか事業、何とか事業を統合

した事業ですと入れたほうが分かりやすかったと思いますので、大変申し訳ないんですけれ

ども、確かに舌足らずの部分はありましたが、令和７年度は２つの事業を足して予算化しま

したという意味合いでございます。来年度以降、また前年度事業から、このような事例があ

れば、全体的に見回しながら、チェックをしながら作成してみたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 合算したというのがどうも誤解を生むところですね。この２つの昨年度の事

業を足せば、右側にある今年度の予算の下にある昨年度の事業、当初予算というのに合うわ

けですから。少し時間がないので、すみませんでしたけれども、私、前からこういう質問を
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したかったので。 

○山野智彦委員長 よろしいですか。 

○青木久男委員 はい。 

○山野智彦委員長 ほかにありませんか。 

  ありませんので、質疑を終わります。 

  ただいまから15時15分まで休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時０１分 

 

再開 午後 ３時１４分 

 

○山野智彦委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、第８款消防費、190ページから193ページまでについて、質疑のある委員は挙手を願

います。 

  五味委員。 

○五味雅美委員 192ページ、消防緊急車両整備事業で消防団のポンプ車というのがあったと

思うんですが、まず台数を教えてください。 

○山野智彦委員長 危機管理課長。 

○矢部 剛危機管理課長 購入する台数については、１台という形になります。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 五味委員。 

○五味雅美委員 これは消防団で共同で使っていくものなのですか。各消防団に配置されてい

るのですか。 

○山野智彦委員長 危機管理課長。 

○矢部 剛危機管理課長 こちらについては、分団ごとに１台ずつありますので、伊奈町消防

団としては３台所有しているうちの１台を更新するという形になります。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 五味委員。 

○五味雅美委員 そうすると、１台を新たに追加するのですか。買換えですか。 

○山野智彦委員長 危機管理課長。 
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○矢部 剛危機管理課長 こちらは、新たにではなくて更新するというような、買換えという

形になります。 

○山野智彦委員長 五味委員。 

○五味雅美委員 分かりました。以上です。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 190ページの消防広域化運用事業７億3,062万8,000円で、プラス6,620万

5,000円についてです。こちらはいろいろと予算を組んでいる中で、今までの中から消防団

だとか、救急車両だとか消防施設、消火栓等の費用を除いた形の額だと思います。同じ条件

で消防広域化前の費用との比較をご教示いただければと思います。 

○山野智彦委員長 危機管理課長。 

○矢部 剛危機管理課長 こちらにつきましては、令和５年度から令和８年度まで伊奈町の消

防広域化運用事業の負担割合というのが段階的に上昇していくということから、広域化前の

費用との単純比較というのは難しいと存じますが、常備消防費ベースで比較をいたしますと、

広域化前の令和４年度の消防費のうち、常備消防費については５億3,914万5,000円でござい

ました。令和７年度の常備消防費につきましては７億3,080万7,000円となりまして、１億

9,166万2,000円の上昇という形になっております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 消防の広域化によって消防力が上がっているということで、命には代えられ

ない部分がありますので仕方がないという部分もあるのかなとは思うんですけれども、同じ

条件でしっかりと比較ができるように、今言ったところだとかを除いた形での令和５年度、

令和４年度の金額もつくっておいていただいて、これから上がっていくという、もう前提と

しては上がっていくしかないと思うので、その中で費用対効果を考えながら上尾市との交渉

にその数字を持って臨んでいただいて、伊奈町にとってどの辺の金額が妥当なのか、これ以

上払い切れないよという部分もひょっとしたら出てくるかもしれないので、その辺の線引き

ができるように資料を作成いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

  続いて、191ページ、消防団運営事業なのですが、総務費で防災士の資格の話が出まして、

こちらで資格が消防団であれば取れるよというような話だったのですけれども、現場で生き

てくるということだけでなくて、町を守る団員としてのモチベーションだとか、意識の向上

にもつながって、我々の命を守ってもらえるような団員に成長していっていただけるのかな
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と思います。ぜひ消防団の人にはできるだけ取得していただきたいなと思います。そういっ

た上で、取得に費用がかからないというようなお話もあったのですけれども、もう一回調べ

ていただいて、そういったところを確認した上で、周知、支援が必要であれば町の支援をし

ていただきたいと考えるのですけれども、その辺はどうお考えでしょうか。 

○山野智彦委員長 危機管理課長。 

○矢部 剛危機管理課長 防災士の資格の件でございますけれども、消防団員につきましては

特例というのがございまして、そちらについては消防団員であって、分団長以上の階級にあ

るまたはあった者についてはその特例要件というのが適用されまして、試験を免除というよ

うな形になります。そして、費用でかかるこの６万5,000円というのがかかってこない。し

かしながら、こちらは資格取得に関するやつの、こちらについては費用が登録で9,000円か

かってくるというような形の費用負担というのはございます。伊奈町の消防団についても、

団長を経験された方というのが一定数おりますので、消防団の中でもそのあたりを十分にこ

ういう特例がありますよということを周知して、登録を進めていくような形で今後検討して

いきたいなと考えております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 ありがとうございます。その辺の内容は分かりました。ただ、分団長経験と

いうと、年齢も上がってきたりだとか、それほど多くないのかなと、数で数えればいるのか

も分からないのですけれども。やはり現場で活動してくれているような人たちのモチベーシ

ョンを上げる、意識を上げるという部分が大事なのかなと思いますので、例えば５年経験者

だとか、そういった人にそういった支援ができるような仕組みを整えていただきたいと思う

んですけれども、その辺今のお考えは、今すぐ予算をつけるとは言えないでしょうけれども、

考え方としてはいかがでしょうか。 

○山野智彦委員長 危機管理課長。 

○矢部 剛危機管理課長 今のご提案の関係についても、消防団についての防災士の取得につ

いて、当然こちらは有効なものになりますので、そのあたりについても今後検討していきた

いなと考えております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 前向きに検討をお願いいたします。 
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  以上です。 

○山野智彦委員長 川内委員。 

○川内雅人委員 同じく消防団についてお伺いします。事前に通告申し上げているのがあるの

ですけれども、それは少し後にさせていただいて、消防が広域化されました。それによって

消防団の業務は変わったりするものですか。負担が変わるとか、そういったことはあるので

しょうか。 

○山野智彦委員長 危機管理課長。 

○矢部 剛危機管理課長 広域化によりまして、消防団自体の活動の内容が変わるとか、そう

いうものはございません。通常どおりの火災があったときには消火に出て、また、水害があ

ったときには水防に出るというような形は変わりません。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 川内委員。 

○川内雅人委員 負荷も変わらない、稼働も変わらないということで。 

○山野智彦委員長 危機管理課長。 

○矢部 剛危機管理課長 そうですね、年間の行事というのも広域化前と変わっておりません

ので、そのあたりの負担についても変わらないものと考えております。 

○山野智彦委員長 川内委員。 

○川内雅人委員 承知しました。それを踏まえて通告申し上げたものをお伺いします。去年の

４月１日の時点では、充足率が86.5％となっています。なので、もう少し積極的に団員の募

集をかけるとかという必要があるのではないでしょうか。お考えを伺います。 

○山野智彦委員長 危機管理課長。 

○矢部 剛危機管理課長 委員ご指摘のとおり、全国的にもやはり団員数の減少、高齢化とい

うのが課題となっております。現在、町の広報紙等で団員募集の掲載等は行っているところ

ですけれども、インスタとか、ＬＩＮＥとかそのあたりを使って、もう少し広く募集を展開

してまいりたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 川内委員。 

○川内雅人委員 やり方はいろいろあるだろうと思うんですが、積極的な発信をお願いいたし

ます。 

  以上です。 
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○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 初めに、先ほどの上野委員との質疑の中を１点確認させていただきたいので

すが、防災士の試験免除になるのは、私は団長または団長経験者と記憶していたのですが、

先ほど分団長または分団長経験者というお話だったのですが、正確なところはどちらか確認

させてください。 

○山野智彦委員長 危機管理課長。 

○矢部 剛危機管理課長 こちらでございますけれども、日本防災士機構、こちらで言われて

いるので、消防団員であって分団長以上の階級にある、また、あった者はその辺の取得の要

件が免除されるというふうな形で規定されておりますので、分団長以上ということで間違い

ないかということでございます。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 ありがとうございます。 

  それでは、私の質問に入らせていただきます。先ほど五味委員の質問にありました192ペ

ージの消防緊急車両整備事業の消防団のポンプ車両の買換えなのですが、買い換えた後の旧

ポンプ車に関しては、換価または再利用等の見込みは何かお持ちなのでしょうか。 

○山野智彦委員長 危機管理課長。 

○矢部 剛危機管理課長 買い換えた後の旧消防車両につきましては、通常は廃車にするとい

うのと、あとは寄贈するというのと、あとはオークションでかけるというような形の手法が

考えられます。寄贈の場合については、一般的には日本消防協会等を通じての寄贈という形

になります。最近では官公庁オークションとかでも行っているというような事例もございま

すので、こちらの取扱いについては最新の情報収集をしまして、どのようにしていくかとい

うのは十分検討してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 以上です。 

○山野智彦委員長 ほかにありませんか。 

  髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 １点よろしいですか。消防団員ではなくて、消防士の数が足りているのか

なという心配があるのですけれども、というのは、消防車の出動もそうですし、救急車の出

動もすごく多いような気がして、また、休職中の方もいらっしゃると思うんです。現在その
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あたりの状況というのは、どうなっているかはご存じでしょうか。 

○山野智彦委員長 危機管理課長。 

○矢部 剛危機管理課長 上尾消防の状況でございますけれども、人としては足りております

けれども、先ほど委員がおっしゃったとおり休職して休んでいる方とかがいらっしゃいまし

て、そのあたりを含めて、やはり現場としては人手が欲しいというような声が出ているとい

うのは聞いてございます。 

○山野智彦委員長 髙橋委員。 

○髙橋まゆみ委員 オーバーワークになって、また体を壊す人が出ると困りますので、そのあ

たり真剣に考えていただきたいなと思います。 

  以上です。ありがとうございました。 

○山野智彦委員長 ほかにありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山野智彦委員長 ありませんので、質疑を終わります。 

  答弁のため執行部の入替えを行います。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時２７分 

 

再開 午後 ３時２８分 

 

○山野智彦委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、第９款教育費、193ページから239ページまでについて質疑を行います。 

  戸張委員。 

○戸張光枝委員 予算書の227ページ、参考資料が53ページ、９款５項１目で文化芸術振興事

業について伺います。 

  まず、文化協会補助金の41万5,000円なのですけれども、何団体あるのかと１団体の補助

額を教えてください。 

○山野智彦委員長 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時２９分 
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再開 午後 ３時３１分 

 

○山野智彦委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  戸張委員、次の質問をお願いします。 

○戸張光枝委員 この文化芸術振興事業で86万9,000円のうち、町美術展覧会としての予算額

をお聞かせください。 

○山野智彦委員長 町美術展覧会の予算額をお願いします。 

  生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 町美術展覧会の金額になりますが、今まで町美術展覧会というのが、

今年度までは文化協会の実行委員会と町で共催という形で行われましたが、令和７年度から

は町のみで行うということで文化協会から申出がありましたので、その費用というのが今回

文化芸術振興事業ということで計上されております。主なものとして、ポスターの作成費、

警備業務の委託料というところで今回は計上されております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 質問は町美術展覧会の予算額です。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時３２分 

 

再開 午後 ３時３３分 

 

○山野智彦委員長 休憩を解いて会議を再開します。 

  生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 失礼しました。町美術展覧会に関する経費については17万6,000円

です。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 戸張委員。 

○戸張光枝委員 ありがとうございました。町主催になったということで減額になっているの

かなと予想されるのですけれども、警備業務委託料７万9,000円の中に受付業務も含んでい
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るのか、お聞かせください。 

○山野智彦委員長 生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 受付業務も含まれております。 

○山野智彦委員長 戸張委員。 

○戸張光枝委員 含まれているということで分かりました。この受付業務に関して、展示作品

に詳しい方の配置が望ましいと思います。美術家協会の委員への働きかけを要望しますけれ

ども、ご見解をお願いします。 

○山野智彦委員長 生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 現在、文化協会から、そちらの業務についてご協力をしたいという

お話をいただいております。ただ、昨年度からの経緯でいくと、文化協会から町のみで行っ

てほしいというお話がございましたので、今その辺の調整を行っているところでございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 失礼しました。今、文化協会というところでお話ししたのですが、

美術家協会でございます。 

○山野智彦委員長 戸張委員。 

○戸張光枝委員 ありがとうございます。調整中ということではありますけれども、聞くとこ

ろによると、シルバー人材センターにお願いするようなお話も聞きました。やはり作品に詳

しい方が受付に担当するということは大事なことですので、うまく調整していただけるよう

にお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 先ほどの最初のご質問でございますが、文化協会に関する団体は13

団体になります。 

  あと、補助金ですが、こちらは各団体に幾らというのが決まっているわけではなくて、文

化芸術に資する活動を行った場合に、文化協会から各団体に補助金が出される形になります。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 戸張委員。 

○戸張光枝委員 分かりました。ありがとうございます。 

○山野智彦委員長 藤原委員。 
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○藤原義春委員 予算書の204ページ、参考資料は50ページで、校内教育センター支援員配置

事業、こちらなのですけれども、今、教育の問題ということでは、いじめもありますけれど

も、不登校、ひきこもりが一番重要な問題となっている中で、伊奈中学校で支援員を配置し

てやったら、恐らくこれは非常に結果が出たというふうな形で、南中学校と小針中学校に広

げるような形だと思うんですけれども、まず、伊奈中学校で支援員が具体的にどんな動きを

したのかと、あとは数字で何か効果が出た点があれば、その辺を教えていただきたいと思い

ます。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 伊奈中学校の校内教育支援センターでございますが、４月から６月

の間はボランティアスタッフとして校内教育支援センター「和み」を運営してまいりました

が、７月からは支援員として町の会計年度任用職員を配置して運営をしております。週３日、

火曜、水曜、木曜の開設を行い、１日５時間の勤務で行っています。 

  具体的な活動内容としましては、生徒の希望や思いなどを聞き、相談しながら活動する内

容を都度決めて、生徒に寄り添った対応、活動を行っております。具体的な内容として、読

書、ものづくり、様々な活動や個に応じた自主学習、支援員とのコミュニケーション等を行

っております。 

  実際の人数についてですが、直近の６か月間で実人数としては11名で、１日平均大体２名

程度が利用しております。実際に利用した子供たちの中では、そこを通じて学級にまた戻れ

るようになったという事例も実際にあります。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 藤原委員。 

○藤原義春委員 相談しながら子供に寄り添った指導ができたということで、恐らくトータル

としてこれは評価が出たと判断されたと思います。南中学校、小針中学校に同じようにやり

たいということで配置されるのは非常にうれしいことだと思います。 

  それでは、別の質問で、予算書の203ページをお願いします。英語検定促進事業、参考資

料は49ページです。まず、若干ですが予算を減らした理由を教えていただけますか。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 予算を減らした理由でございますが、令和６年度の予算については

申請者を190人としてございました。令和７年度については、150人としたことで減額となっ

ているところでございます。 
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  以上でございます。 

○山野智彦委員長 藤原委員。 

○藤原義春委員 生徒が減ったということで、これは当たり前のことだと思います。この点に

関して、英検の受験料を補助してあげるわけなのですけれども、少し聞いたうわさでは塾と

かで済ましてしまって、特にもらわなくていいとかと済ましてしまう保護者とか生徒とか、

その辺のところは、この制度自体が生徒、保護者にもっと周知したほうがいいのではという

意見もあるかと思いますが、その意見に対してどうお答えいただけるでしょうか。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 生徒、保護者にもっと周知をということだと思うんですが、令和６

年度の周知の実績ですが、まずホームページでの掲載、また、令和６年度については年度当

初４月に各家庭への案内文書の配布、マチコミメールでの配信、１月下旬に２回目の案内を

配布、マチコミメールでの配信、また、町内校長に対してはこの事業についての連絡をした

り、教員に対しては外国活動推進委員会での、こちらの情報提供をしたりとかして進めてい

るところでございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 藤原委員。 

○藤原義春委員 確認になるかとは思うんですが、担任の先生とか、英語の先生とかはまず相

当周知していると判断してよろしいでしょうか。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 校長会を通じて学校に周知しておりますので、そのように捉えてい

るところでございます。 

○藤原義春委員 分かりました。私は以上です。 

○山野智彦委員長 五味委員。 

○五味雅美委員 通告の質問が終わりましたので別の質問を、参考資料の50ページ、学校ＩＣ

Ｔ推進事業について伺いたいのですが、タブレットを使っての教育が大分普及してきている

のですけれども、片や子供の近視が進んでいるとか、それから、いろいろなネットの弊害だ

とか、そういった問題が出てきていますけれども、そういったことに対して対策だとか、あ

るいは生徒に対して使い方の注意だとか、そういったことはされているのでしょうか。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 １人１台タブレットが配布になりまして、やはり画面を見る時間が
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増えてきているところは事実だと思います。それに対して、例えば目の健康を保つというこ

とで、各学校で保健だよりで周知をしたり、またはネットリテラシーの部分で各学校でネッ

トに関する教室を開いたりということで周知をしたり、そういった講座を開いたりというこ

とで対応しているところでございます。 

○山野智彦委員長 五味委員。 

○五味雅美委員 いろいろアドバイスしたり、教えたりすることは大事だと思うんですけれど

も、実践、実地的に例えば目の運動をするとか、あるいは外の運動をするとか、そういった

実地的なことも必要ではないかと思うんですけれども、どうでしょうか。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 その点については、まだ各学校でどのような対応をしているかとい

うところは確認はとれていないのですが、実地的な活動がとれるように今後も検討していき

たいと考えております。 

○山野智彦委員長 五味委員。 

○五味雅美委員 いろいろ問題が指摘されて、それに対する対策というか、研究も進んでいる

と思いますので、ただ話して注意するだけではない対策をぜひお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 よろしくお願いします。結構多いので、おつき合いいただければと思います。 

  197ページ、参考資料は48ページ、今もありました小中学校ＩＣＴ教育環境整備事業4,978

万円ですが、コンピューターの賃借料が3,793万3,000円と大きい部分を占めています。令和

６年度も同じ金額でしたけれども、令和５年度の決算では1,495万円でした。令和５年度と

何が変わったのか、今後の推移はどうなっていくのか、お聞かせください。 

○山野智彦委員長 教育総務課長。 

○吉川誠一教育総務課長 令和５年度と変わったところといたしましては、小・中学校の校務

用パソコン等の賃借料が、令和５年度は４か月分でございましたが、令和６年度から12か月

分の賃借料となりましたので、その差額によるものでございます。 

  また、今後の推移といたしましては、現在１人１台端末の更新であったり、通信環境の整

備等の計画を予定しておりますが、今後またＩＣＴ教育の推進、発展に伴いまして、ＩＣＴ

環境の必要性が増加していくものと考えています。 

  以上でございます。 
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○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 分かりました。 

  次にいきます。201ページの英語指導助手活用事業2,781万3,000円、対象事業に関してな

のですけれども、小・中学校でそれぞれどの程度増えたのか、事業内容がどのように変わっ

て、成果をどのように考えているのか、少し具体的にお聞かせいただければと思います。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 こちらは金額は上がっているのですけれども、小・中学校ともＡＬ

Ｔの入る授業数は同じになります。 

  中学校につきましては、令和７年度の新たな取組として、全学級に年１回、合計36回分の

オンラインＡＬＴを活用したオンラインブレンディッド授業を新たに導入していく予定でご

ざいます。こちらについては、教室に対面でいるＡＬＴではなくて、三、四人のグループに

１つのタブレットを置いて、そこにオンライン先のＡＬＴとの会話が直接できて、より会話

をすごくしたくなる状況だったり、しなければいけないような状況になることで英会話の力

をつけていくということで、そのような形で、まず中学校から力をつけていけるように予算

を今こちらで上げさせていただいているものでございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 分かりました。教育指導要領も変わって、学び方だとか、これから生き抜く

力をつけていくという部分でいろいろ変わっているさなかだと思いますので、取り急ぎまず

今回そういったことでやられるということですので、しっかりと研究していただいて、費用

対効果と、あまり学ぶことなので言いたくない部分でもあるのですけれども、その辺も検討

していきながら進めていただければと思います。 

  次の201ページ、教育補助員等配置事業7,986万3,000円、さわやか相談員、いきいき先生、

特別支援教育支援員ほか、それぞれがとても大切で存在が望まれる方々だと思います。

1,000万円ほど増額予算となりました。対応時間が増えるという認識でよろしいでしょうか。

それぞれの職員の人数、時間数の増減を教えてください。 

  それと、一緒に予算の関係で難しい中ではありますけれども、これぐらいまで増やせばい

いなとかという将来的な部分、お考えがあるようだったらお聞かせください。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 令和６年度予算額より933万4,000円の増額となっているのは、報酬
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単価の増額によるものが主な要因で、時間数等につきましては令和６年度同規模となってご

ざいます。令和７年度は、特別支援学級介助員につきましては１名増員となっております。

また、それぞれの職員の人数でございますが、こちらも介助員以外は変わっていないという

ところでございます。 

  委員ご指摘の将来的な理想の時間についてでございますが、それぞれの職種によりまして

条件が異なると思われますが、たとえ30分でも１時間でも増えれば、その分学校現場での対

応が増えることとなりますので、意義のあることと認識しておりますが、限りある予算の中

で現状のとおり進めているというところでございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 分かりました。このあたりの先生方に対する希望だとか、そういうことを多

く聞くので、本当に望まれていることだと思います。限られた予算と人員だと思うんですけ

れども、それもしっかりやっていただけるかなと思いますのでよろしくお願いいたします。 

  次の202ページ、いじめ問題対策事業34万9,000円です。こちらなのですけれども、もう少

し予算が必要なのではないのかなと、お金だけでないのですけれども予算をつけてもいいん

じゃないのかなと考えます。いじめの数を減らすというのはもちろんですけれども、それ以

上に大切なのが、いじめを学校だとか保護者がしっかりと認知する、そういったことなのか

なと思います。それによっていじめられる子も、いじめている子も、そういった子にも寄り

添った指導ができて、いじめの件数が減ってくるのではないかと考えます。現在、町で認知

しているいじめの件数と、それとは別に実際見えていない部分、話がない部分ではあるけれ

ども、これぐらいの件数があるのではないのかなというような数字がありましたら、お聞か

せいただければと思います。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 令和６年度12月末日時点での調査の結果から、いじめの発生件数で

ございますが、町立小学校では181件、町立中学校では36件発生しております。また、実際

このぐらいの件数があるのではないかなという数字につきましては、仮定の数字となります

ので正確にお答えすることは難しいのですが、いじめの定義では、一定の人的関係のある他

の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為、インターネットを通じて行われる

ものも含むであって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものと法に

示されております。インターネットが含まれているということもありますので、学校の教職
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員が把握していない、もしくは保護者等が把握できていないものもございますので、先ほど

申し上げた数字よりも多い可能性はあると認識しております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 少し様子がおかしいなと思う子は分かりやすくていい部分があるのですけれ

ども、そういうのが分からない状態で、いきなりそういうのが発覚してきて、かなり精神的

に追い詰められていたよというようなケースも何件も聞いていますので、なかなか気がつか

ない部分だとは思いますけれども、子供たちに寄り添った形の体制が整えられますように、

またこちらも研究していただければと思います。 

  それで、委員の人数、ネットパトロールも含めたその成果について、お聞かせいただけれ

ばと思います。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 初めに、いじめ問題調査委員会の委員の人数は４名となっておりま

す。今年度は、自治体主体のいじめ重大事態の対応がなかったため、実施はございませんで

した。 

  ２つ目のいじめ問題対策連絡協議会の委員は10名となっております。今年度の協議会は、

令和６年８月６日に開催されました。具体的な内容としては、町内のいじめの状況、認知件

数、いじめへの取組だったり、事例研究またはいじめ問題への的確な対応に向けた警察との

連携等の徹底を議題として、各委員の皆様から伊奈町でのいじめ対応についての意見を伺い、

課題点を整理いたしました。 

  委員ご指摘のネットパトロールでございますが、令和６年２月現在、問題のある投稿はゼ

ロ件でございました。今後も町立学校からのいじめの定例報告や相談、管理職や教職員に向

けた研修、情報提供、町内生徒指導主任会議の開催による情報共有を基にした対応等を通じ

て、学校との緊密な連携の下、いじめの根絶のために継続的に取り組んでいきたいと考えて

おります。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 ありがとうございます。いじめについてはすごく難しい問題だと思うんです

けれども、伊奈町の大切な子供たちですので、在り方として地域も巻き込みながら、みんな

で向き合えればいいなと思いますので、その辺も含めてまたご検討、ご研究していただけれ
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ばと思います。 

  続いて、参考資料49ページ、スクールサポートスタッフ配置事業672万8,000円です。80万

円ほど令和６年度より多くつけていただきました。教職員の皆さんの労働環境を整え、労働

時間を短縮しつつ子供と向き合う時間を増やすためには、スクールサポートスタッフの増員、

時間を増やすことが必要不可欠だと考えます。これは現場の先生も同じような考えだと思い

ます。今回の増額で、どの程度の時間を増やすことができるのか。また、今後子供たちにと

って、先生たちにとって望ましい環境を整備するためには、どの程度の時間、スクールサポ

ートスタッフの方に働いていただくのが理想となるのでしょうか。ご意見をお示しいただけ

ればと思います。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 令和６年度の予算額より81万2,000円増額となっているのは、報酬

単価の増額によるもので、こちらも時間数等につきましては令和６年度と同等となっており

ます。理想の時間でございますが、教職員の事務的作業の補助がスクールサポートスタッフ

の方々の業務内容ですので、こちらも30分でも１時間でも増えれば、その分教職員の負担が

減り、子供と向き合う時間が増えることとなりますので、意義あるものと確認しております

が、やはりこちらも限りある予算の中での現状となっております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 分かりました。学校というのはまず子供たちありきで考えるべきところだと

思います。その上で、職場としての先生たちの居心地のよさだとか、生きがいの持ち方とか

というものも同時に大切になってくると思いますので、これはずっと言っているのですけれ

ども、スクールサポートスタッフ、何とか予算が増えるように引き続き検討していただけれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。 

○山野智彦委員長 上野委員、すみません、あと何項目。 

○上野尚德委員 すごくあります。 

○山野智彦委員長 ほかの委員に回してはいかがかと、よろしいでしょうか。 

○上野尚德委員 はい。 

○山野智彦委員長 では一旦ここで。 

  大沢委員。 

○大沢 淳委員 ページで言うと197ページの町立小中学校ＩＣＴ教育環境維持管理事業、198
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ページのＷｉ－Ｆｉ設置が割と関連していると思います。先ほども出た201ページのオンラ

インブレンディッド授業などを通じて、学校の通信環境の改善の取組について、令和７年度

予算での取組のご説明をお願いします。 

○山野智彦委員長 教育総務課長。 

○吉川誠一教育総務課長 計上しておりますＷｉ－Ｆｉ整備設置工事438万9,000円でございま

すが、これにつきましては７小・中学校の職員室に学習系の通信環境を整備するものでござ

います。通信環境に関しましては、学習系と校務系の２系統の通信環境があります。職員室

に関しましては学習系の通信環境が整備されていなかったものですから、今回、７小・中学

校の職員室にアクセスポイントを設置するものでございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 大沢委員。 

○大沢 淳委員 ほかに令和７年度予算で通信環境の改善の取組はないということでよろしい

ですね。 

○山野智彦委員長 教育総務課長。 

○吉川誠一教育総務課長 ほかの学習系、校務系の通信環境に関しましては、今お話ししたも

のが新たに設置するものでございまして、既に設置しているものに関しては現状の維持管理

という予算計上となってございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 大沢委員。 

○大沢 淳委員 今、通信環境は十分な環境にあると言えるのでしょうか。オンラインブレン

ディッド授業がどのぐらいの負荷になるのかが分からないのですが。 

○山野智彦委員長 教育総務課長。 

○吉川誠一教育総務課長 小・中学校の児童・生徒の授業での通信環境に関しましては、定期

的に学校から報告をいただいているところですが、今のところ特に不具合等は生じていない

と伺ってはおります。ただ、事務局といたしましても、これから通信を伴う授業が増えてい

くに当たりまして通信環境の整備を考えておりますが、まだＮＴＴ等の基盤整備自体が学校

ごとに整っていないところもございますので、それを注視しながら根本的な通信環境の整備

を整えるタイミングを図っているところでございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 大沢委員。 
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○大沢 淳委員 教室の外に持ち出して使用することもありますので、そうした際に電波が弱

いというお話も聞いていますので、引き続き学校の意見を聞きながら検討していただきたい

と思います。 

  次に、小学校での教師用の学習指導書の配布状況について教えてください。何年とは限定

していないのですけれども、要するに１人１冊配布されていますかという。 

○山野智彦委員長 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時５８分 

 

再開 午後 ３時５９分 

 

○山野智彦委員長 休憩を解いて会議を再開します。 

  学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 小学校の指導書は、教員に１人１冊ずつ、教師用の教科書も１セッ

トずつ入っております。 

○山野智彦委員長 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時５９分 

 

再開 午後 ３時５９分 

 

○山野智彦委員長 会議を再開します。 

  大沢委員。 

○大沢 淳委員 共有して、終わったら貸してねみたいなやり取りをしているというお話を伺

ったのですが、それはないということでよろしいですか。もし不確定なら、後でもう一回調

べてお答えいただいても構わないです。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 指導書については、学年で１セットを配布して、それを学年で共有

している教科もあります。ですので、共有して使っているという事実はございます。 

○山野智彦委員長 大沢委員。 
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○大沢 淳委員 だから１人１冊はないということですよね。 

○新田 隆学校教育課長 はい。 

○大沢 淳委員 そうなると、先ほど私がお話ししたように非常に不便だというお話を聞いて

いますので、令和７年度の予算についても同じ対応なのでしょうか。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 令和７年度につきましては、中学校の指導書をこちらで予算として

入れさせていただいておりまして、中学校については教科担任、基本的に教科で教えるので

教科で１個あって、例えば小針中学校とかだと、教科で複数の先生がいるので、その教科は

２人でシェアしてとかはあるのですけれども、基本的には１人１セット入っていく状況とな

っております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 大沢委員。 

○大沢 淳委員 とにかく不便しているというのは聞いていますので、ぜひ話をよく聞いて、

改善に向けて検討していただきたいと思います。 

  次に、205ページと214ページの小・中学校の整備事業について、予算書と参考資料に記載

されていない事業のご説明をお願いします。 

○山野智彦委員長 教育総務課長。 

○吉川誠一教育総務課長 まず、小学校整備事業につきまして、予算書に記載されていない事

業といたしましては、委託料の中で小針小学校の大いちょうの剪定を予定しております。 

○大沢 淳委員 書いてあるやつは資料を見れば分かるので、それ以外でもしあれば、一つ一

つ教えてほしいということです。 

○山野智彦委員長 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ４時０２分 

 

再開 午後 ４時０３分 

 

○山野智彦委員長 休憩を解いて会議を再開します。 

  教育総務課長。 

○吉川誠一教育総務課長 失礼いたしました。予算書に計上していないものといたしましては、
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小・中学校ともに需要費の中で緊急修繕費ということで、小学校整備事業では1,000万円、

中学校整備事業では750万円を計上しておりますが、これの内容につきましては年度を通し

て学校と調整しながら対応していくものでございますので、具体的にどこそこをやるといっ

たものはまだご説明はできませんけれども、年度を通じながら学校と話し合って実施してい

きたいものでございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 大沢委員。 

○大沢 淳委員 小学校整備事業と中学校整備事業という予算の項目があって、資料には何々

をやりますというのが幾つか書いてあるので、それについては分かるのですけれども、それ

以外でこの予算の中で予定している具体的な事業があればそれを教えていただきたいという

ことなの。逆にそこに書いてあることが全てですと言うなら、それで分かったのですが。 

○山野智彦委員長 教育総務課長。 

○吉川誠一教育総務課長 失礼いたしました。こちらに書いてあるものがほぼ全てでございま

す。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 大沢委員。 

○大沢 淳委員 次に、同じく214ページの中学校整備事業で、武道館へのエアコン設置があ

りますが、この財源構成を教えてください。 

○山野智彦委員長 教育総務課長。 

○吉川誠一教育総務課長 財源といたしましては、まず、文科省の公立学校施設環境整備交付

金の補助金が２分の１、それ以外の部分に関しましては、昨年度寄附を頂きました個人の方

からの寄附金と、単費起債等になってくるかと存じます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 大沢委員。 

○大沢 淳委員 次に、216ページ、中学校運営事業の中で、小針中学校のプールが故障して

いて、ずっとプール事業ができないという状況が続いていましたが、令和７年度についての

対応を教えてください。 

○山野智彦委員長 教育総務課長。 

○吉川誠一教育総務課長 大変失礼いたしました。先ほどの武道場の財源内訳の中で、私は起

債も入っていると発言しましたが、起債は入っていないものでございます。失礼いたしまし
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た。 

  あと、小針中学校のプールに関しましては、昨年度、分電盤施設の故障がございまして、

それの修繕がございましたので、昨年度は小針中学校でプールの授業を実施できませんでし

たが、今年度は不具合を解消しておりますので、授業は実施される予定と伺っております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 大沢委員。 

○大沢 淳委員 そうなると、全学年水着を購入したりとかいった対応が来年度、年度明けに

必要となってくるのでしょうか。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 今のところ実施するということで動いていますので、その方向であ

ると捉えております。 

○山野智彦委員長 大沢委員。 

○大沢 淳委員 ３年生も僅かな期間ですけれども、そういう方向でしょうか。 

○山野智彦委員長 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ４時０７分 

 

再開 午後 ４時０７分 

 

○山野智彦委員長 休憩を解いて会議を再開します。 

  学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 小針中学校の対応については、現時点では把握していないところで

ございます。 

○大沢 淳委員 以上です。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 先ほど小学校の指導書のお答えで、間違えましたので訂正させてい

ただきます。指導書については、デジタルで今はできているので全員分あるのですが、赤刷

りといって教科書に赤で書いてあるもの、あれが学年で１セットなので、それはシェアして

いるということで、指導書は全員分あって、赤刷りが各学年で１個なので、それはシェアし

ているということで訂正させていただきます。よろしくお願いいたします。 



－120－ 

○山野智彦委員長 大沢委員。 

○大沢 淳委員 そのことです。それで非常に不便を来しているというので、以前は１人１冊

配られていたということなので改善を求めたいと思います。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 先ほどから出ておりますＡＬＴによるオンラインブレンディッド授業につい

て、授業といえば授業なのですけれども、町長の過日の予算編成方針にのっていました。今

回この予算特別委員会で、予算書、予算参考資料、どこかにその記述があるのでしょうか。 

○山野智彦委員長 先ほど質問があって、英語指導助手活用事業、ここではないですか。 

  学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 予算参考資料の49ページに記載がございます。オンラインＡＬＴと

いうものが入っているかと。 

○山野智彦委員長 49ページの上から３行目です。 

  青木委員。 

○青木久男委員 分かりました。そこにオンラインブレンディッド授業というのはない。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 すみません、私でブレンディッドというご説明を突然言ってしまっ

たのですが、オンラインのＡＬＴと、あと通常の実物でいるとか、ＡＬＴを両方使った、ブ

レンドした、ブレンディッドの授業という意味でのオンラインブレンディッドというものを

今回中学校で、来年度全部の中学校で学級で年１回入れるということで進めております。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 それをブレンドしたということなのですか。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 委員おっしゃるとおりでございます。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 私はまたブレンディッドというから集合の団体の子供たち、中学生が１人の

ＡＬＴに対していろいろな質問をする、それでブレンディッドというのですけれども、そう

いうのではないのですね。全国的にそう使っているのですか。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 近隣では、このような授業を全学級でというところは、まだ近隣で
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はありません。今契約しているＡＬＴの業者でお試しというか、契約の範囲内で少しやって

いいよというところで、年間ちょっとだけ今やっているところではあるのですけれども、全

学級に配置するのが今回ということになります。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 私も聞きなれない言葉なのでネットを調べました。埼玉県でも１市ぐらいが

授業化しているのです、オンラインブレンディッドの授業ということで、事業化して、しっ

かりやるというものかなと私は思うんですけれども、今回は初めてだからいろいろと混ぜて、

その中でという話でいいですか。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 委員おっしゃるとおりでございます。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 一番肝腎要なのは、そのオンラインブレンディッド授業を新年度新しく追加

することによって、事業費が幾ら増えるのかということをお伺いいたします。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 今回のオンラインブレンディッド部分については、100万8,000円で

入れております。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 そうしますと、この213ページに書いてある英語指導費というのが100万円ほ

ど増えています。まさにその費用がオンラインブレンディッド授業費と、何名の人の費用が

増えるのですか。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 オンラインにつきましては、そのオンラインの先で８名のオンライ

ンの方を用意していただくということになっていて、派遣業者でも空いている方は８人なの

で、正確に何人というところまでは分からないのですが、８名分を毎回用意していただくと

いうような形になっております。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 そうしますと、その100万円増えた分は、その８人分の費用ということでよ

ろしいですか。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 委員おっしゃるとおりでございます。 
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○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 ありがとうございます。 

  あと２点ございます。予算参考資料30ページの校内教育支援センター支援員配置事業、こ

れは去年の「和み」に続いて、これが盛況ではしようがないのですけれども、今回残りの２

中学校に設置するということでは、必要にかられてだから致し方ないかなと思います。先ほ

ど支援員の伊奈中学校の昨年度の「和み」の配置されている方の勤務状況とかをお伺いしま

した。今回の予算では、支援員の待遇、資格及び勤務時間をもう一度お願いいたします。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 支援員の待遇につきましては、町の会計年度任用職員として任用し

ており、費用弁償もお支払いしているところでございます。実際に伊奈中学校につきまして

は４名を採用予定で、月３日、１日５時間、小針中学校、南中学校につきましては各校１名

ずつの計２名を採用予定で、月４日、１日４時間と考えております。資格といたしましては、

特に定めてはおりません。 

  伊奈中学校の「和み」の開設に当たっては、学校運営協議会委員の皆さんの中のボランテ

ィアのスタッフから始まった経緯もございまして、今、伊奈中学校で勤務されている方は学

校運営協議会委員、元教育委員、元教員、元養護教諭等の方々でございます。勤務時間につ

きましては、伊奈中学校については10時から15時までの５時間となっております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 勤務時間はどこも同じということですか。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 伊奈中学校につきましては５時間で、来年度、新たに始める小針中

学校、南中学校につきましては、まず始めてみようということで、４時間で入れてまず始め

て、そこから検討していきたいと考えております。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 先ほどの答弁でちょっと聞き漏れたのですけれども、人数をもう一度お願い

します。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 伊奈中学校につきましては４名、小針中学校、南中学校につきまし

ては１名ずつの２名ということになっております。 
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○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 今年度は最初だからちょっと様子見ということで、いずれは４名ぐらい必要

なのかな、あまり多くても困るのですけれども。分かりました。 

  最後の質問です。54ページ、ふれあい活動センター指定管理者制度委託金についてお伺い

いたします。学習室、私、近くですからちょくちょく行くのですけれども、学習を朝早くか

らやっておられる方がいます、夜遅くまで、パソコンなんかも持ち込んで、もちろん今です

からやっているのですけれども。ちょっと私感じたのですけれども、パソコンの電源が切れ

そうになったというようなときにも、うちに帰らなくても、あるいは補充バッテリーがない

ときに電源等が借りられればいいなと思うんですけれども、電源がなくなったので帰ってき

ちゃったという人もいるのですけれども、そこら辺、何かちょっと電源貸してくださいとい

うのも恥ずかしいよという人もいるかもしれないのですけれども、気楽とは言いませんけれ

ども、必要に応じた場合に使えるような体制というのはあるのでしょうか。 

○山野智彦委員長 生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 充電のバッテリーですが、原則利用者の負担ということで、利用者

自身の充電でまずお使いいただいております。どうしても長時間の利用によってバッテリー

がなくなってしまったとか、充電池の不具合でどうしても充電しなくてはいけないんだとい

うことであれば、本人から申し出ていただければ、コンセントをご利用いただけるようにな

っております。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 なかなか申し出にくいということもありますので、もしそういうことが可能

であるならば、そういうこともできますよというのをどこかにちょっとでも書いておいてい

ただければありがたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○山野智彦委員長 生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 そのような形での表示をしたいと思います。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 もう一つ、ゆめくるの件でお伺いしたいのは、昨年の９月頃、結構雨が降っ

たときに、パソコンルームですか、１階の入ってすぐ、学習室のところなのですけれども、

その角あたりにすごく雨漏りがして雑巾が重ねてあると、伊奈町役場も古いですから、そう

いうところは珍しくないのですけれども、伊奈町役場の場合はあと何年間で我慢しろという

こともありますけれども、ゆめくるはまだまだこれから長く使わなくてはならない、当然修



－124－ 

理を急いでやるべきだし、そのまま放っておいたらさらに腐食というか、被害が広がってし

まうわけですから、なるべく早めに、難しいのは分かりますけれども、漏水を防止するよう

な措置をとるべきだと私は思うんです。その予算もしっかり組んでほしいのですけれども、

今回そういうような、軽微とは言いませんけれども、そういう予算というのは委託先に認め

ているのでしょうか。 

○山野智彦委員長 生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 大分ふれあい活動センターについては竣工から時がたっておりまし

て、幾つかそういったことが生じているのはお話はいただいているところなのですが、何か

のけがを生じたりすることもいけないと思いますので、緊急的なところだったりとか重要な

ところ、その辺を確認しながら対応してまいりたいと存じます。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

○山野智彦委員長 冨井委員。 

○冨井篤弥委員 私からは３点ございます。 

  まず１点目、202ページ、いじめ問題対策事業、こちらは確認の質問となります。先ほど

のご答弁で、いじめの発生件数、これは令和６年度でしょうか、小学校で181件、中学校で

36件と聞いたような感じがするのですけれども、こちらで間違いないでしょうか。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 12月時点の集計となっております。間違いございません。 

○山野智彦委員長 冨井委員。 

○冨井篤弥委員 この数字というのは、例年と比較して多い数字なのでしょうか。それともま

だ少ない、どういう感じでしょうか。伺います。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 いじめの件数につきましては、ほぼ同じような数で推移していると

ころでございます。 

○山野智彦委員長 冨井委員。 

○冨井篤弥委員 町内全体と考えても特に小学校は少し多いかなと思うんですけれども、ちな

みにですけれども、このいじめについては、これは例えば校内で発生している、はたまた校

外で発生している、もしくはインターネットで発生している、この分類についてはいかがで

しょうか。 
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○山野智彦委員長 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ４時２１分 

 

再開 午後 ４時２１分 

 

○山野智彦委員長 休憩を解いて会議を再開します。 

  学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 今回の12月で調査したものについては、分類は行っておりませんの

でないのですが、やはり委員ご指摘のとおり校内であったりまたは校外というか、お友達と

遊んでいるときにいじめが発生したということで、やはり子供と関わる中でのいじめはいろ

いろなところで発生しているというところでございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 冨井委員。 

○冨井篤弥委員 分かりました。インターネット上、例えばＬＩＮＥのやり取りであるとか、

ツイッターとか、いろいろのそういうＳＮＳはあると思うんですけれども、そういうトラブ

ルはあまり起きていない感じでしょうか。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 インターネットトラブルにつきましてはやはり増加傾向で、小学校、

中学校とも現在も把握しているところでございます。 

○山野智彦委員長 冨井委員。 

○冨井篤弥委員 分かりました。最近は、インターネット上でも本当に子供たちはすごく複雑

な人間関係が展開されておりまして、やっぱりネットリテラシー教育については引き続き充

実していただきたいと思います。こちらに関しては以上になります。 

  続きまして、２点目の質問になります。続きまして203ページ、参考資料50ページになり

ます。学校ＩＣＴ推進事業について伺いたいと思います。こちらの学校ＩＣＴ推進事業につ

きましては、令和６年度当初予算と比較しますと増額している状況なのですけれども、こち

らの理由について伺います。 

○山野智彦委員長 暫時休憩します。 
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休憩 午後 ４時２３分 

 

再開 午後 ４時２３分 

 

○山野智彦委員長 休憩を解いて会議を再開します。 

  学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 こちらの事業の増額分につきましては、昨年度まで中学校の採点シ

ステムを入れていた事業の金額を、こちらに入れたことによる増額となっております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 冨井委員。 

○冨井篤弥委員 分かりました。 

  続きまして、このＩＣＴ推進事業の内容なのですけれども、学習用端末に係るグーグルア

カウント年度更新作業とあるのですけれども、こちらの詳細について伺います。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 子供たちにグーグルアカウントを配布しておりまして、まず、進級

だったり、新たな子供たちのアカウントをつくったり、卒業していく児童・生徒については

それを消したりということで、進級に係るアカウント更新となっております。 

○山野智彦委員長 冨井委員。 

○冨井篤弥委員 このグーグルアカウントなのですけれども、普通にイメージするのは無料ア

カウントをイメージするのですけれども、こちらで使われているものは有料プランなのでし

ょうか。伺います。 

○山野智彦委員長 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ４時２５分 

 

再開 午後 ４時２５分 

 

○山野智彦委員長 休憩を解いて会議を再開します。 

  学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 こちらはアカウント取得の金額ではなくて、アカウントの更新する
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作業のその金額となっておりますので、アカウント自体は、そこの値段はこちらに入ってい

るものではないと捉えております。 

○山野智彦委員長 冨井委員。 

○冨井篤弥委員 いまいちよく分からないのですけれども、このアカウント更新というのは、

生徒一人一人に自分用のアカウントを、メールアドレスとかそういうものがあるという認識

でよろしいでしょうか。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 委員おっしゃるとおりでございます。 

○山野智彦委員長 冨井委員。 

○冨井篤弥委員 分かりました。これについては以上といたします。 

  続きまして、同じく予算書204ページ、参考資料は同じく50ページになります。多子世帯

就学支援事業について、続いて伺いたいと思います。こちらにつきまして、令和６年度当初

予算と比べて半分程度に減額されている理由をまず伺いたいと思います。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 令和６年度につきましては、令和６年度に入学した１年生と令和７

年度に入学してくる１年生の２学年分をその年度に配っていて、令和６年度分についてはお

買物券で、令和７年度、今度入学してくる方については現物支給で入れていって、それで２

学年分入っていたものが、次年度以降は令和８年度に入学してくる者についての１学年分な

ので、約半額になっているということでございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 冨井委員。 

○冨井篤弥委員 分かりました。令和７年度からは一般財源でされているということで、もう

少し何か柔軟なことができるのかなと思いますけれども、まず伺いたいのが、令和７年度か

らは多子世帯就学支援、これを一般財源でやっているわけですけれども、そもそも多子世帯

の多子の定義というものについて伺いたいと思います。なぜ３人以上が多子なのかというと

ころに関して、まず伺いたいと思います。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 多子世帯の定義につきましては、ここでは今はお答えできないので

すが、今回３人以上の世帯を多子世帯として、町立学校に在学する３人以上のお子様をお持

ちの家庭を支援するということで、広い意味での多子世帯ということで進めているものでご
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ざいます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 冨井委員。 

○冨井篤弥委員 説明ありがとうございます。このような質問をさせていただきましたのは、

伊奈町の現状、令和５年の合計特殊出生率は1.26、そこから見ても本当に２人以上子供を育

てられている方というのは、町の平均よりも子供を多く育てられていると考えますと、これ

は本当にもっと手厚くしてもいいのかなと私自身は思っております。また、町民のご意見か

らも、別に２人とかではなくて、１人でも体操着の支給とかをしてほしいという要望もかな

りあります。なので、このあたりはもう少し手厚くしていただきたいと思うんですけれども、

町のご見解、お考えについてはいかがでしょうか。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 委員ご指摘のとおり、要望については今後もこれから聞いていきま

して、様々な形で今後も調査研究してまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 冨井委員。 

○冨井篤弥委員 分かりました。ぜひ研究、検討をよろしくお願いいたします。 

  私からは以上です。 

○山野智彦委員長 川内委員。 

○川内雅人委員 １件だけお伺いします。 

  予算書の196ページ、下から６行目でしょうか、システム改修業務委託料412万5,000円、

これの概要を教えていただけますでしょうか。 

○山野智彦委員長 教育総務課長。 

○吉川誠一教育総務課長 このシステムにつきましては、就学援助及び特別支援教育就学奨励

費の認定支給作業に活用しているシステムでございます。このシステムの作業につきまして

は住民記録や税情報のデータが必要となりまして、地方公共団体情報システムの標準化に伴

いまして、この就学援助のシステムにつきましても改修が必要となるものでございます。こ

の改修費用でございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 川内委員。 

○川内雅人委員 これは昨年度はなかったと思うんですが、毎年ではなくて、改修がかかる都
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度に発生するものということでよろしいでしょうか。 

○山野智彦委員長 教育総務課長。 

○吉川誠一教育総務課長 今回発生するものにつきましては、標準化に対応する改修でござい

まして、標準化の対応が終わりましたら、特に経費はかかるものではございません。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 川内委員。 

○川内雅人委員 ありがとうございました。理解しました。 

○山野智彦委員長 木俣委員。 

○木俣美千代委員 １点お願いいたします。 

  205ページ、ここに限らないのですが、小学校、中学校の植木手入れ、除草業務委託料に

ついてお伺いいたします。小・中学校の敷地内の樹木管理の調査はどのようにされているか、

伺います。違うページですか、樹木に関する管理や調査はどうされているか、お伺いいたし

ます。 

○山野智彦委員長 教育総務課長。 

○吉川誠一教育総務課長 失礼いたしました。小・中学校の樹木管理に関しましては、まず学

校スタッフによる授業日での日常点検及び、樹木専門業者によります点検を年に定期的に行

ってございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 木俣委員。 

○木俣美千代委員 先ほど土木費で、去年度の判定、Ｄ判定が102本あったということですが、

小・中学校の樹木に関しましてはそういう心配な木はないのでしょうか。 

○山野智彦委員長 教育総務課長。 

○吉川誠一教育総務課長 令和６年３月に７小・中学校の樹木を調査いたしまして、樹齢30年

以上、高さ３メートル以上の樹木が７小・中学校で629本ございました。そのうち伊奈中学

校と小針中学校で１本ずつ危ない木がありましたが、既に伐採してございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 木俣委員。 

○木俣美千代委員 分かりました。しっかり管理されていることが分かりました。ありがとう

ございました。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 
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○武藤倫雄委員 最初に、令和７年度以降の教育行政の方針について２点伺います。 

  予算書のページでいきますと199ページ、参考資料の48ページです。教育指導事業で、今

後、教育現場でデジタル教科書と紙の教科書またはそれを併用するハイブリッド利用という

方向性を決めていくようになるかと思うんですが、当町の小・中学校での方針はどのように

なるでしょうか。お願いいたします。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 デジタル教科書の効果的な活用の在り方につきましては、国からは

個々の児童・生徒の学び方にも特質があり、ハイブリッドにデジタルと紙の教科書の両方が

用意されている環境が必要、なれには少なくとも数年は必要であり、当面の間はデジタルと

紙を併用との通知が出されております。 

  今後の方針といたしましては、デジタル教科書の特性を生かして効果的に活用できる場面

で使用すること、子供の成長、発達の中で必要な体験は十分に確保することなど、デジタル

教科書ありきにならないように留意することが必要であるというふうな考えでおります。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 もう少し明瞭に回答いただけますか。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 デジタル教科書ありきにならないような形で、今のところ国からの

方針のとおり併用という形でございます。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 ありがとうございます。 

  続いて、予算書204ページ、参考資料の50ページです。先ほど来、ほかの委員からも出て

います校内教育支援センター支援員配置事業についてなのですが、まず、ベースとなる当町

において不登校の児童・生徒への対応方針について確認させてください。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 不登校への対応につきましては、教育機会確保法では、社会的自立

を尊重し、学校に登校するという結果のみを目標とせず、子供たちが自分の進路を主体的に

考えられるようにすることを後押しすること、不登校は問題行動ではなく、誰にでも起こり

得ること、一人一人に合った支援を行い、学びを保障することなどが示されております。そ

れらも踏まえまして、方針といたしましては、居場所づくりと絆づくりを大切にした不登校
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対応を行ってまいります。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 それは、登校を目指すのを基本とすると捉えてよろしいのですか。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 こちらは教育機会確保法のところにもあるように、登校することの

みを目指すのではなく、その子に合った居場所づくりをしていくということで、例えば教育

支援センターだったり、教育センターだったり、ほかのものだったりということで学習の保

障をしながら対応をしていくというようなことでございます。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 ありがとうございます。 

  続いて、少し飛ぶのですが予算書の231ページ、図書館運営管理事業です。この指定管理

が令和７年度が最終年度になると思います。これから新庁舎への複合化を控えているわけで

すが、その複合化を踏まえて次の委託契約に当たって、例えば期間であるとかという条件の

変更は予定されているのでしょうか。 

○山野智彦委員長 生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 図書館の指定管理期間につきましては、当初の新庁舎の完成予定で

あった令和８年度に合わせて、現在令和４年から令和７年ということで４年間としておりま

す。現在は、新庁舎建設の予定が令和９年度ということになっておりますので、令和８年度

以降の図書館の指定管理については現在関係課を含めて検討しているところでございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 令和７年度中には業者選定になってくるかと思うんですが、およそいつ頃ま

でにその条件等は決める予定ですか。 

○山野智彦委員長 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ４時３８分 

 

再開 午後 ４時３８分 
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○山野智彦委員長 休憩を解いて会議を再開します。 

  生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 ５月、６月とかその時期に選定委員会がございますので、そういっ

たところも含めて検討していくような形になると思います。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 ありがとうございます。 

  最後に、234ページです。先ほど青木委員からもふれあい活動センターゆめくるの雨漏り

について話がありましたが、こちらは竣工から23年が経過しているところなのですが、施設

の老朽化の状況と大規模な対策が必要になる時期について伺いたいのですけれども、その理

由としては、この令和７年度の時点で何かしらの準備を始める必要はまだないのか、もしく

はもう進んでいるのかという確認が主眼の質問になりますのでお願いします。 

○山野智彦委員長 生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 現在のところ、令和７年度に何か修繕を行うということは決まって

おりませんが、状況と合わせて確認しながら、緊急的な箇所、重要な箇所から修繕はしてま

いりたいと考えております。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 大規模な修繕等が必要になってくる時期というのは、どの程度先と考えてい

らっしゃいますか。 

○山野智彦委員長 生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 具体的にいつというのは今のところまだ考えておりませんが、状況

として雨漏りというのが現状ありますので、そういったところも見ながら考えて、また検討

してまいりたいと思います。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 イメージとしては、20年先だからまだ全然考えなくていいよというニュアン

スなのか、そのあたりの時間的な距離感が知りたいのですけれども。 

○山野智彦委員長 生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 10年、20年とかいう先ではなくて、ある程度のところでは必要かと

思っていますので、関係課とのいろんな調整は必要になってきますが、５年から10年、その

あたりなのかなというところで思っています。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 
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○武藤倫雄委員 ありがとうございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 審査の途中ですが、お諮りします。本日の会議時間でございますが、議事

の都合により延長するか、それとも明日に行うかお諮りしたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

  去年のペースでいきますと、大体今同等のところまで来てはおります。去年、前回は６時

46分に終わっております。延長でよろしいでしょうか。 

  執行部はいかがでしょうか。 

  それでは、本日の会議時間を議事の都合により延長したいと思います。ご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山野智彦委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、本日の会議時間を延長いたします。 

  それでは、ただいまから16時55分まで休憩といたします。55分より再開いたしますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

休憩 午後 ４時４１分 

 

再開 午後 ４時５４分 

 

○山野智彦委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  初めに、生涯学習課長から補足があるとのことで、発言をお願いいたします。 

○濱野邦光生涯学習課長 先ほど文化協会の団体数について訂正させてください。先ほど13団

体ということで申し上げましたが、こちらが連盟と協会の数になっておりまして、各単会ま

で入れますと、令和５年度で34団体、令和６年度で26団体となっております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 戸張委員、よろしいでしょうか。 

  それでは、質疑を続けます。 

  大野委員。 

○大野興一委員 それでは、最初、ページ数197、毎回質問させていただいている奨学資金貸
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付事業ですが、昨年の実績と現況というんですか、今の様子をお聞かせください。 

○山野智彦委員長 教育総務課長。 

○吉川誠一教育総務課長 奨学資金貸付事業の実績でございますが、令和５年度は大学進学希

望者が３名、高校の進学希望者１名で、計４名に貸付けを行いました。今年度につきまして

は、一次募集、二次募集を行いまして、現在、大学進学者２名、高校進学者２名に貸付け予

定でございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 大野委員。 

○大野興一委員 高校は１名ですか。 

○山野智彦委員長 大学３名、高校１名、大学２名、高校２名だそうです。 

○大野興一委員 昨年と大体同じぐらいですが、今の何か経済状況を考えると、不思議なぐら

いで、ぜひ生徒に宣伝をしていただきたいと思います。 

  以上です。 

  次に行きます。いいですか、すみませんね。201ページ、これは教育補助員配置事業です。

これは言葉の教室の指導員委託料ですが、この委託はどちらへされているのかということと、

何人ぐらい、そこの教室に通っていらっしゃるか、今後はどうかというあたりをよろしくお

願いします。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 委託先につきましては、言語聴覚士の鈴木氏という方に委託してお

ります。人数につきましては、およそ25名程度となっております。 

○山野智彦委員長 大野委員。 

○大野興一委員 はい、ありがとうございます。 

  内容的にはどんな指導をされている。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 言葉の教室に通う子は様々で、発音が苦手だったり、特定のものが

言えなかったりということで、個別のものについて実際に発音したりということを言語聴覚

士の下に指導してもらっているというところで、個別で違うということでございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 大野委員。 

○大野興一委員 ぜひ丁寧によろしくお願いいたします。 
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  次です。次は、ページ数は206ページ、小学校整備事業です。ここの予算の中にエアコン

設置工事というのがあるんですが、この説明をお願いいたします。 

○山野智彦委員長 教育総務課長。 

○吉川誠一教育総務課長 計上しておりますエアコン設置工事でございますが、小室小学校事

務室の空調設備改修工事でございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 大野委員。 

○大野興一委員 小室小学校の教室ですか。 

○吉川誠一教育総務課長 事務室です。 

○大野興一委員 事務室、分かりました。ちょっと聞こえなかった、申し訳ないです。 

  次、最後、232ページ、郷土資料館運営事業です。これは223万8,000円の予算が組まれて

おりますが、伊奈町の郷土資料館には結構貴重なものがありまして、その整理というんです

か、そういう内容ですか。 

○山野智彦委員長 生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 こちらにつきましては、郷土資料館の運営業務委託として、シルバ

ー人材センターにお願いしているところでございますので、ほぼこちらの人件費ということ

になります。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 大野委員。 

○大野興一委員 分かりました。 

  ぜひ郷土資料館が、本当はできれば、きちんとしたものができればいいんですが、現状で

すと難しいでしょうから、その資料の保存をぜひ大切にしていただきたいと思います。 

  今日も今朝、朝能登半島のニュースがありまして、そこの写真等の貴重な資料を保存して

いたと、こういう、後になって非常に大事になる資料がありますので、保存をよろしくお願

いします。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 仲島副委員長。 

○仲島雄大副委員長 １点だけあります。ページ数が予算書の204ページから212ページぐらい

に関わる内容で、参考資料だと50ページぐらいになります。 

  事業とすると、小学校設備維持管理事業、もしくは学校運営事業の内容になります。スト
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レートに言いますけれども、カーテンの備品購入とかは、どのような形で予算計上されてい

るのかというのを教えてください。 

○山野智彦委員長 教育総務課長。 

○吉川誠一教育総務課長 基本的に学校の備品につきましては、予算は各小・中学校の運営事

業費に計上しています。また、学校備品につきましては、小・中学校と事務局で調整協議を

して、毎年必要される備品を予算に計上しているものでございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 仲島副委員長。 

○仲島雄大副委員長 何でこんなことを聞いたかと言いますと、議会報告会と同じテーブルに

なられた方の保護者からの意見で、カーテンが汚れていると、清掃とか何かは保護者がやっ

て、ほころんだものに関しても修繕をしているんだけれども、どうしても汚れが落ちないし、

子供が学校に行くとくしゃみをしたり、せき込んだりという形で、もともとアレルギーを持

っていらっしゃる方なんで、それについて、何とか学校してくださいというお願いをしたと

ころ、予算がないから、これは無理なんですよとして、先生から話があったということなん

ですけれども、健康に関わる部分の備品のチェックというのは、要望が上がってきた内容に

対しての確認とか現場の声というのはどのような形で吸い上げていらっしゃいますでしょう

か、教えてください。 

○山野智彦委員長 教育総務課長。 

○吉川誠一教育総務課長 先ほど学校と調整協議をしているとお話ししましたが、基本的に学

校のスタッフとしまして、校長、教頭が学校内の意見を集約して教育委員会事務局と調整し

ているところでございまして、事務局が現場の先生から直接意見を伺うことはない状況でご

ざいます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 仲島副委員長。 

○仲島雄大副委員長 今、学校に行って健康被害というのはあってはならないことだと思いま

すので、教頭先生、校長先生からのヒアリングというのはあると思いますけれども、現場が

言いにくい環境をつくってしまうと、先にいるのは子供たちになるものですから、そういう

カーテンを例にしますけれども、カーテンはいつ替えたのかとかというのは、教育委員会で

最低限度把握をして、これが上がってきていないけれども、大丈夫なのかというような形の

反映の方法を取ってもらいたいなというような形です。町民の方から直接お伺いした話なも
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のですから、よい機会と思いましたのでお伝えした形になります。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 栗原委員。 

○栗原惠子委員 私は、予算書201ページ、参考資料49ページの学校理科教材整備事業ですが、

新規備品の更新の内容というか、備品がどのようなものかをお尋ねします。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 新規で購入を予定しているものは、今年度は小学校で予定しており

まして、気体検知管、てこの実験器、検流計、生物顕微鏡、電子てんびんと百葉箱となって

おります。 

○山野智彦委員長 栗原委員。 

○栗原惠子委員 はい、ありがとうございます。 

  備品関係ですが、仲島副委員長がおっしゃったように、なかなか小・中学校の備品が老朽

化しているというところで、今回理科の実験等の新規で予算を組んでいただいたことは、本

当にありがたいことだと思っております。 

  次の質問に移ります。予算書212ページ、参考資料50ページの小学校児童援助奨励事業の

特別支援就学奨励費についてお尋ねします。 

  こちらの奨励費の学用品はどのようなものが対象なのか、お分かりでしたらお願いいたし

ます。 

○山野智彦委員長 教育総務課長。 

○吉川誠一教育総務課長 基本的に学校生活に必要なもの全てが対象となってございます。例

えば、かばん、上履き、体操着など、そういったものが代表的なものとして上げられます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 栗原委員。 

○栗原惠子委員 はい、分かりました。ありがとうございます。 

  次に移ります。229ページ、参考資料が53ページ、伊奈氏屋敷跡保存活用事業についてお

尋ねします。 

  こちら除草と倒木処理の維持管理の間隔についてお尋ねします。 

○山野智彦委員長 生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 こちら伊奈氏屋敷跡の周辺の除草作業につきましては、４月と９月

にボランティアを募りまして、東側の散策路やの二の丸を中心に実施しております。そのほ
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か、５月から11月にかけて、裏門、あと散策路、二の丸臨時駐車場について、職員による作

業によって除草作業を適時行っております。倒木作業につきましては、倒木があったときに、

県有地でれば、県が対応できない場合、緊急性がある場合には町で対応させていただいてお

ります。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 栗原委員。 

○栗原惠子委員 はい、ありがとうございます。 

  ボランティアを募ってということなんですが、私も参加させていただいておりますが、な

かなか人数が集まらないということがあるので、また新たな計画で、その辺、ボランティア

を集めるのにどうしたらいいかということを検討されたほうがいいと思うので、せっかく散

策路を造っても、きちっと整備がされていないということは、またにぎわいにならなくなっ

てくるので、そこのところをまたお願いいたします。 

  最後になります。予算書237ページ、参考資料55ページ、地域部活動検討推進事業につい

てお尋ねします。 

  こちら実証事業の実施をするということですが、地域クラブ活動の種目についてお尋ねし

ます。 

○山野智彦委員長 生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 令和７年度の実証事業の種目については、剣道、合唱、文化系の種

目を考えております。本格稼働としては、今年度行いましたバドミントンと尺八で考えてお

ります。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 栗原委員。 

○栗原惠子委員 はい、ありがとうございます。 

  私は以上です。 

○山野智彦委員長 それでは、一周しました。 

  上野委員、重複しないところにつきまして、よろしくお願いします。。 

○上野尚德委員 204ページの、先ほど来ありますが、校内、教育支援センター支援員配置事

業141万7,000円、重複していない部分お聞きします。 

  まず、不登校生徒の学びの場の確保ということで、今の学校の実情を考えると、大きな期

待を寄せるところです。本年度、令和６年度の不登校の児童・生徒数を学校ごとにお聞かせ
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ください。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 令和６年12月時点での各学校の不登校児童・生徒数ですが、小室小

学校15名、小針小学校９名、南小学校５名、小針北小学校８名、小学校、計37名、伊奈中学

校34名、小針中学校32名、南中学校12名、計78名となっております。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 恐らく皆さん思っているより多いと感じたんではないのかなと思います。そ

ういった意味でも大変期待するところなんですけれども、これまで学校で不登校になりがち

な子供だとか、教室に行けない子供を相談室で受け入れて対応してくださっていましたが、

今でもやっていただいていますけれども、相談室での対応とどのように違うのか、お聞かせ

ください。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 相談室は、いじめや不登校などの生徒指導上の諸問題の未然防止と

解決をはかるため、日常の児童・生徒や保護者との相談を担当する相談員を配置し、学校の

相談体制を支援し、いじめや不登校の未然防止、早期発見、早期対応をはかることが目的と

なっております。相談業務と未然防止か主な役割でございます。 

  しかしながら、現状としては、教室に入りづらくなった生徒や教室に入れなくなってしま

った生徒の居場所を教職員が個別に対応したり、用意したりすることが難しく、相談室に居

場所機能を担ってもらっていたのが現状となっております。このようなすみ分けとなってお

ります。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 今後、相談室の受入れ等、どう差別化、また連携していこうと考えているの

か、お考えがあればお願いします。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 今回の校内教育支援センターは、不登校児童・生徒や自分の学級に

入りつらい児童・生徒の居場所となる特別の場所となります。校内での落ち着いた環境を提

供するが校内教育支援センターで、相談活動を広く行うのか相談室ということになりますが、

どちらにしても、やはり、その子がそこで学べる場所をつくっていくという観点で、両方と

も連携しながら対応していくというところで進めてまいります。 

  以上でございます。 
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○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 はい、ありがとうございます。 

  子供たちの居場所づくりということで、学校だけでなく、地域の人でも何とか居場所をつ

くりたいと思っていて、そういう声がよく聞こえてきます。ただ、文字どおり場所がない、

どこに子供を、放課後にしても、学校に行けない間でも受け入れられるか、その場所がない

ということが一番のネックになっているんですけれども、学校関係だけでなく、町の施設、

例えば区民センターだとか、後はもっと言うと、消防の詰所みたいなところでもいいかも分

からないですし、安全パトロールの車が止まっている、ああいうところとかでもいいと思う

んですけれども、そういったところを横断的に考えていくようなことはお考えでしょうか。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 今、委員がおっしゃったような、学校以外の場所というところでは、

今は考えていないところですが、まずは、その校内教育支援センターを充実させていきなが

ら子供たちの居場所づくりというものをつくっていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 はい、ありがとうございます。 

  学校、よくやっていただいているということはしっかり認識しているんですけれども、や

はり先生たちにも限界がありますし、本来もっとやっていただかなくてはいけないこともあ

ると思いますので、いろいろな人を巻き込んで取り組んでいただければと思いますので、そ

の辺よろしくお願いいたします。 

  次の204ページ、維持管理事業、小学校1,812万6,000円、マイナス1,878万8,000円、中学

校は1,188万円で、マイナス1,651万3,000円、どちらも半分以下となっていますが、こちら

の要因をお聞かせください。 

○山野智彦委員長 教育総務課長。 

○吉川誠一教育総務課長 こちらにつきましては、小・中学校の教室等に整備いたしましたエ

アコンにつきまして、令和７年５月31日でリースアップとなることから、その金額減でござ

います。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 分かりました。 
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  同じところの中で、水銀灯だとか、メタルハライドランプ、ＨＩＤランプなんですけれど

も、こちらが製造中止になってきています。体育館をはじめとした学校施設で、ＨＩＤラン

プを使用している場所はないのかどうか。また、ＬＥＤ化が進んでいるのか、お聞かせいた

だければと思います。 

○山野智彦委員長 教育総務課長。 

○吉川誠一教育総務課長 小・中学校の施設に関しましては、段階的にＬＥＤ化を進めている

ところでございます。現在のＬＥＤ化の整備率につきましては、大体７％弱といったところ

でございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 ＨＩＤランプ、水銀灯だとか、メタルハライドだとか、もう使えなくなるん

ですけれども、つくらなくなるんですけれども、その辺を使っている部分はあるのかどうか。 

○山野智彦委員長 教育総務課長。 

○吉川誠一教育総務課長 失礼いたしました。 

  体育館の照明につきましては、伊奈中学校と小針中学校の体育館がＬＥＤ整備をしており

ます。それ以外の学校がまだ水銀灯を使っている状況でございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 水銀灯が手に入らなくなると思うんですけれども、球が切れたらどうしよう

とお考えでしょうか。 

○山野智彦委員長 教育総務課長。 

○吉川誠一教育総務課長 正確な数は今現在お答えできないんですが、各学校で水銀灯であっ

たり、蛍光灯等をストックしているところもございます。また、メーカーに問い合わせます

と、まだ幾らかのストックはあると伺っているんですけれども、ただ、これがいつまでもあ

るわけではございませんので、できるだけスピード感を持ってＬＥＤ化を進めていきたいと

考えております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 それなりに金額がかかる事業になると思いますので、しっかりと計画を組ん

でいただければと思います。 
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  それで、同じく学校の電気料金を考えたときに、主となるのがエアコンの電気料金と照明

器具、これになるのかなと思います。ここ最近の猛暑を考えると、エアコンの電気料金は抑

えず、子供たちの学ぶ環境は維持していただきたいと思います。 

  照明器具の電気料金について伺います。 

  学校で子供たちが使用する照明器具の電気料金と、それ以外の社会体育で使用する電気料

金の案分方法についてお聞かせいただければと思います。 

  また、子供たちが使う部分以外の社会体育で使用する部分は、どこで費用負担しているの

か、その分は子供たちのエアコンに回せるんではないかなと思うんですけれども、その辺の

お考えお聞かせいただければと思います。 

○山野智彦委員長 教育総務課長。 

○吉川誠一教育総務課長 社会体育の電気使用につきましては、学校体育施設の開放での照明

費用だと思いますが、これにつきましては、現在、各学校の運営事業費の中から支払われて

いる状況でございますので、特に使用分を振り分けているわけではございません。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 振り分けていないということなんで、学校が払っているということなのかな

というところなんですけれども、そこでエアコンが、そこの部分で圧迫されて、小・中学生

がエアコンを使えないということは本末転倒になってくるのかなと思うんですけれども、そ

の辺、電気代を使える量を確保するためにも、社会体育と案分したほうがいいと思うんです

けれども、その辺のお考えはいかがでしょうか。 

○山野智彦委員長 教育総務課長。 

○吉川誠一教育総務課長 今の社会体育の  団体から、電気料等や体育館の使用料等をいた

だいていない状況でございますので、有料化等も今後検討していくものだと捉えております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 逆に、学校側にお伺いしたいんですけれども、学校の費用の中で社会体育の

部分の電気代を負担して、エアコンを我慢しなくてはいけないという状況というのは考えら

れるんでしょぅか。 

○山野智彦委員長 学校教育課長。 

○新田 隆学校教育課長 特に、そのような声は学校からは上がってきてはおりません。 
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  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 一部の学校からそういった声を私自身は間接的に聞いたところがあるんです

けれども、なるべく、そういう電気代がかからないように予算が振り分けてもらっていると

ころが限りがあるので、その辺を節約しなくてはいけないよと、そういった話の中で、社会

体育で使っている部分もあるわけだから、その分を子供たちに振り分けられればいいんでは

ないのかなと思っての質問でした。この辺に関しましては、今すぐということではなんです

けれども、しつかりと精査していただければと思います。お願いいたします。 

  次の、ごめんなさい、同じところになるかな、小学校整備事業が、小学校が1,463万2,000

円、中学校が3,774万8,000円、片一方は197万円の増ですが、中学校は１億7,677万7,000円

の減となっています。これは中学校のトイレの改修が終わって大きな減額になっていくこと

だと思います。大きな費用負担が終わって一段落してよかったなというところではあります。 

  一方で、整備が足りていない箇所はまだまだたんさくあると思います。費用負担を圧縮し

ていただくことはありがたいんですけれども、かけなくていいところには費用を下げる努力

をしていただいて、かけるべきところにはしっかりと費用をかけて、子供たちが大人になっ

たときに、うちの町は子供たちのためにしっかりお金をかけて育ってくれたと思ってもらえ

るようになってもらいたいと思います。 

  そのためにも、一定の予算、一気に１億8,000万円とか…… 

○山野智彦委員長 上野委員、すみません。途中遮って申し訳ない。質問を 端的にお願い

できますか。 

○上野尚德委員 その背景も伝えたかったんですけれども、背景がなくなると…… 

○山野智彦委員長 なるべく…… 

○上野尚德委員 分かりました。なるべく圧縮します。 

  そこで、じゃお聞きします。整備が必要な箇所がたくさんある中で、優先順位をつけるの

は当然なんですけれども、その優先順位は担当職員が学校を直接訪れて、実際に修繕が必要

な箇所を見て、しっかりとコミュニケーション取りながら数値化して優先順位を決めて予算

要望しているのかどうか、まずお聞かせいただければと思います。 

○山野智彦委員長 教育総務課長。 

○吉川誠一教育総務課長 数値化はしていませんが、現場立会いの下、学校と話し合いながら

調整をしているところでございます。 
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  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 そういった中で、要望が通らなかったときに、学校からいろいろヒアリング

している中で通らなかったときに、学校に丁寧に説明をして、最終的に保護者まで話が伝わ

るようになっているのか、お聞かせいただければと思います。 

○山野智彦委員長 教育総務課長。 

○吉川誠一教育総務課長 要望が満たせなかった場合につきましては、今後の対応であったり、

見通し等を学校に説明して合意形成に努めているところでございます。 

  また、保護者への説明につきましては、特に事務局、学校もしてはございませんが、問い

合わせがあった際には保護者からの貴重なご意見、ご質問として適宜対応している状況でご

ざいます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 学校とはコミュニケーション取っているということなんですけれども。 

○山野智彦委員長 教育長。 

○高瀬 浩教育長 補足をさせていただきます。 

  予算委員会ですから予算に関することですが、たくさんの応援の声のように聞こえており

ますけれども、実情で補足したいことがあります。先生方からとか、保護者からとかいろい

ろあるんですが、総合的にはやはり校長の判断の下にいろいろな要望が上がってきます。 

  それで、その中で毎月行われている校長会議の中でも、それに関する意見が出されますし、

秋口には校長会から小・中学校校長会、７名の校長会から、それぞれの学校の考えを基に、

校長会として、組織として町全体の小・中学校を見て、どんなことが要望としてあるか、人

のこと、施設のこと、予算のこと、あるいは学校運営のことなどなどあるわけですが、そう

いったことについて出されてきます。それを基に事務局である教育委員会で十分検討し、ま

た、各担当課で、それに対してどう考えているか、その後の予算要望、町に予算要望を出す

に当たって、そこに反映させるものや、町教育委員会としての判断で、これは待ってくれと

か、こういう考えでいるので、今後まで先伸ばしてほしい、あるいはこう変えて出したいけ

れどもということを出しながら、そして、予算要望を町のほうにする。そして、校長先生方

には、その内容について報告をするというような形で、全体的なことでは進めているわけな

んです。 
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  その学校経営、学校運営というのは、校長が主となって、それぞれの先生方の学級の様子、

子供たちの様子、あるいは保護者の声、地域の様子、全てを反映させながら総合的に一番分

かっている形で判断しておりますので、それを私たちは一番大事にしているところです。結

果としては、この段階まで、こっちの段階におきましては、今年度の予算を要望して、今ど

うなるか進めているところです。あるいは、この段階で今年度はできませんとか、こういう

ところで改善してまいりますとか、そういうことで対応しておりますので、いろいろ細かな

ことについては今答弁をそれぞれがしているとおりですけれども、全体としてはそのように

進めているというところを少しご理解いただければと思っております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 はい、ありがとうございます。 

  そういった中でもなんですけれども、優先順位つけながら校長会だとかで話が出ていると

いうことなんですが、毎年これは伺っているんですけれども、小針北小学校の体育館のバス

ケットゴールについてなんですけれども、その辺に関しては、やはり優先順位が上がらない

からこれは諦めなさいということなのかということでお伺いします。 

  少し心配なのが、最初はバスケットゴールの件だけだったんですけれども、やはりこれだ

け長くなっていると、劣化が大丈夫なのかなというところが心配になります。本来収納して

いる部分のところが下がった状態で何年も放置されていて、地震なんかも経験していますの

で、金属部だとかが経年劣化を起こしたりだとか、そういったことによって破断して落下す

るとか、そういったことが起きないのがまずは一番だなと思っているんですけれども、その

辺、メーカーの設計ともやり取りをしながら確認してもらいたいんですけれども、まず小針

北小学校の体育館のバスケットコートに予算がつくのかということと、安全面今の状況で大

丈夫なのかということをお聞きいたします。 

○山野智彦委員長 教育総務課長。 

○吉川誠一教育総務課長 バスケットゴールの予算につきましては、令和７年度予算に計上し

ておりませんが、引き続き他の学校施設を含めた修繕工事の中で協議、検討を続けてまいり

ます。 

  また、安全につきましては、学校保健安全法に基づきまして、授業日の日常点検及び専門

業者によります年１回の定期点検を実施しておりまして、安全性を確認しております。 

  また、バスケットゴールでございますが、これは平成15年度の設計でございまして、阪神
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大震災など大きな震災後に設計された、地震に対応した製品設計となってございますので、

安全性は確保しているものと捉えております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 確保されているという話もあるんですけれども、一度メーカーに相談はして

いただければと思いますので、状況も変わっていますので、その辺よろしくお願いいたしま

す。 

  どうします、まだあるんですけれども、いいですか、結構ありますよ。 

○山野智彦委員長 端的に、できるだけお願いします。 

○上野尚德委員 じゃ次、221ページ、給食センター管理事務費4,360万8,000円の1,192万

7,000円の増額です。必要人員の確保ということですが、何人確保したのか。また、増員に

より新たな取組が行われるのか、お聞かせいただければと思います。 

  それと、給食センター維持管理事業で修繕料が847万円と予算ベースで令和６年度より200

万円以上上がっています。令和７年度の大きな修繕内容をお聞かせください。お願いいたし

ます。 

○山野智彦委員長 学校給食センター所長。 

○秋山純一郎学校給食センター所長 まず、給食センター管理事務費の人数のところでござい

ますけれども、会計年度任用職員の調理員の分として、令和７年度は17名分を計上しており

ます。今年度、令和６年度分が14名分でしたので、３名の増となっております。この理由で

すけれども、今年度正職員の調理員が退職しましたので、それを補う分といたしまして、こ

ちらの会計年度任用職員の人件費を増額しておりますので、特に新たな取組を行うといった

ことではございません。 

  それと、全体的な増額の要因といたしましては、今年度、令和６年度の人事院勧告に伴い

まして、時給換算にしますと、この差額と、あと通常の昇給分合わせますと、時給換算で約

170円前後上昇したということになりますので、全体としては、この差額といいいますか、

この上昇分と、それと先ほどの３名分の増員分ということで、このような額となっておりま

す。 

  続いて、維持管理事業の大きな修繕内容ということでございますけれども、こちらは例年

行っております修繕以外のものということですと、消防用設備で、火災報知設備の修繕が約

80万円、それから高圧受電設備の修繕が約165万円、それから調理場内の排水設備の修繕で
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90万円ほど計上しております。年度ごとの増減はありますけれども、業者の点検結果などを

踏まえまして優先順位をつけながら予算計上しております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 はい、ありがとうございます。 

  今後ますます老朽化が進んでいく中で、修繕費、修繕設備の更新ができてくると思うんで

すけれども、これは計画的に実施されているのでしょうか。 

  また、今の段階で押さえている修繕費、更新が必要なものの金額、分かるようでしたらお

聞かせください。 

○山野智彦委員長 学校給食センター所長。 

○秋山純一郎学校給食センター所長 今後の更新費用でございますけれども、限られた予算の

中でございますので、優先順位をつけながらということになります。その中でも大きなもの

ということになりますと、全自動の炊飯システムという御飯を炊く大きな機械があるんです

けれども、これを仮に一括で更新したとしますと、今年度の見積もりになりますけれども、

約１億6,000万円程度、それから消毒保管機と言いまして、食器類、子供たちが食べる食器

類ですとか、後は詰める食缶とか、バット、あと調理器具ですとか、そういったものを熱で

消毒して保管しておくといった機械も、更新費用が約１億円程度かかると見込まれておりま

す。これは概算費用になりますけれども、これらにつきましては、かなり高額ということも

ありますし、更新につきましては課題も多くございますので、今後そういった課題を整理し

ながら検討してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 今２億円ぐらいの更新がこれから必要だというような話がありました。単年

度でやると大変だと思いますし、途中で壊れるともっとお金がかかると思いますので、計画

をしっかり立てていただいて、更新に向けて取り組んでいただければと思います。 

  そういった中で、給食全体なんですけれども、食材を町内の農家だとか、農業事業者から

優先的に購入したりだとか、職員の部分も含めて、そういったような取組を令和７年度取り

組むお考えがありますでしょうか。 

○山野智彦委員長 学校給食センター所長。 

○秋山純一郎学校給食センター所長 学校給食に使う野菜類の購入先ということですと、まず、
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こういった購入業者につきましては、学校給食用物資納入業者という登録制度がございまし

て、それを登録していただいた業者の中から購入しております。町内の農家、農業事業者と

いうことですと、現時点でそちらの登録はございませんので、優先的にというのは行ってお

りませんけれども、町内産の野菜類ということでございますと、ＪＡさいたまの四季館がそ

の登録業者として登録しておりますので、そこから四季彩館を通じて購入しているといった

状況でございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 分かりました。地産地消も含めていろいろとご検討いただければと思います。 

  次に、230ページの図書館について伺います。 

  図書館ですが、新庁舎に移転することが決まっていますけれども、移転後の図書館の在り

方だとか、どのような本や資料をピックアップ、蔵書するのかなど、新しい図書館に対する

思いを、図書館の立場で、教育委員会の立場でお聞かせいただければと思います。 

○山野智彦委員長 生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 新図書館につきましては、新庁舎の建設のスケジュール、後は新庁

舎内の配置とかゾーニング、運用方法など様々な内容を含め検討することになると思われま

すので、関係課と含めまして慎重に協議してまいりたいと存じます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 図書館の思いをやっぱり哲学みたいなものがあると思いますので、ただ単に

箱になるんではなく、そこの中に生きるものを造っていっていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  続いて、234ページ、参考資料54ページのふれあい活動センター運営管理事業の中で、委

託費が7,106万4,000円で、531万4,000円となっています。委託費なんですけれども、令和６

年度から、なぜ金額上がったのか、お聞かせいただければと思います。 

○山野智彦委員長 生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 今回の委託費につきましては、12月の議会でご承認いただきました

指定管理料になりますが、こちらの指定管理料、事業者が運営に必要な経費というものを算

出しまして毎年出しているものになります。 

  今回、令和７年度の主な要因としましては、事業費、維持管理費というのが少し経費とい
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うことで上がっておりまして、最近の物価高騰などが影響しているということでございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 分かりました。 

  次に行きます。237ページ、55ページの地域活動検討推進事業ということで、プラスで139

万3,000円となっています。令和６年度の３倍近い予算がついているということで、いろい

ろと期待するところですけれども、検討委員会開催されるということで、検討委員会の人数、

メンバー、開催回数、令和７年度中に何を決めて、何を実施するのか、最終的にいつまでに

完全移行して検討委員会を閉じる思いなのか、お聞かせいただければと思います。 

  あわせて、地域移行検討委員会と出てきている検討委員会とは別の委員会なのでしょうか、

併せてお聞かせいただければと思います。 

○山野智彦委員長 生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 まず、検討委員会でございますが、委員会のメンバーは13名で構成

されております。町立中学校の校長３名、町立の小学校校長１名、町立の中学校教員代表が

３名、町立小・中学校保護者代表が１名、町のスポーツ少年団代表１名、町スポーツ協会代

表１名、文化協会代表１名、町スポーツ推進委員協議会１名、町美術家協会１名ということ

で、計13名となっております。 

  令和７年度は４回の開催を見込んでおりまして、本格稼働するバドミントン、尺八や実証

事業の検討、視察を考えております。 

  あと、地域クラブの完全の移行につきましては、できることから取り組んでまいりますが、

現時点では想定がつきません。なので、国・県から出されている情報に注視しまして、生徒

のためにも遅れないように対応していきたいと思っております。 

  あともう一つ、検討委員会ですが、こちらは先ほどの検討委員会と同じものでございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 はい、分かりました。 

  過渡期の子供たちが宙ぶらりんになる日数が少しでも減るようにお力添えいただければと

思います。 

  最後です。238ページの体育施設維持管理事業1,725万円、スポーツ少年グラウンドが近年

なかなか整備が追いついていないかなとあります。各塁のベースの周辺が盛り上がっていて、
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ベースがきちんと置けなかったりだとか、反対にホームベースの下は空洞になっていたりだ

とか、ホームベースの向きが間違った方向の向きを向いていたり、外野フェンス沿いの竹と

か木だとかがグラウンドに張り出してきている。ほかにもトイレが古く、和式のまま、あと

散水装置も老朽化しているなどなど、直してもらいたい、整備してもらえるとありがたいな

という関係者の声をよく聞くようになりました。 

  子供たちが使う場所なので、きちんと安全に整備していただきたいですし、大会も開催さ

れるので、町内だけでなくて、町外の関係視者にも、これはひどいねと思われたくないとこ

ろではあります。 

  パラ公園は町にとっての顔ですけれども、スポーツ少年グラウンドは、野球をする子供た

ちにとって、また保護者にとって町の顔に当たります。しっかりと予算をつけていただいて、

修繕を行っていただきたいと思います。 

  町では、今年度部分的に修繕していただくということも聞いております。感謝申し上げま

す。ただ、スポーツ施設、多くの町内外の人が利用する施設と考えると、まだまだ不十分で、

急ぎ整備を進めないとならない部分がたくさんあると考えます。引き続き予算を取って整備

を進めていただいて、予算が足りない場合でも、年度末に余剰が出た予算が皆さんの努力で

余剰をつくっていただいて、少しでも修繕に回していただきたいと思います。この辺に関し

てのご見解をお聞かせください。 

○山野智彦委員長 生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 スポーツ少年団グラウンドの管理につきましては、スポーツ少年団

の野球部会が行っております。グラウンド整備に必要な砂ですとか、大きな案件につきまし

ては、野球部会からの相談に基づいて、教育委員会で内容を精査、検討して対応しておりま

す。令和６年度については、枯れた柿の木の撤去、３塁側の竹やぶの撤去、東側、１塁側の

フェンスが重複して草取りができない部分など、こういった部分の修繕を行っておりますの

で、引き続き野球部会と相談しながら対応してまいります。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 はい、分かりました。 

  受益者負担の部分もありますので、全部が全部町の予算でやっていただこうということで

はないと思いますので、ただ、全体の整備で大きい部分はなかなか予算が野球部会でもでき

ないと思いますので、手助けをしてあげながら取り組んでいただければと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 
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  以上です。 

○山野智彦委員長 ほかにありませんか。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 図書館費についてお伺いいたします。 

  231ページ、参考資料53ページでございます。 

  まず、４点ほどございますけれども、まず、委員報酬８万4,000円が計上されております。

どういうような委員会構成で、そして何回分の費用なのかをお伺いいたします。 

○山野智彦委員長 生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 こちらは図書館協議会の委員の費用となっておりまして、委員は８

名でございます。年２回の開催を予定しております。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 図書館協議会の所管はどういうことですか。 

○山野智彦委員長 生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 図書館の運営に関する全体的なものの協議を行っております。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 そうしますと、今度の新設図書館についてはノータッチでいいんでしょうか。 

○山野智彦委員長 生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 新設の図書館についても、協議会にご意見いただきながら進めてい

ければと思っております。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 いければではなくて、いってほしいと思います。 

  ２番目です。中ほどにあります図書館用地借上料64万8,000円でございます。この金額、

私の近くにある下郷農村センターが年間54万円ですから、ほぼ同じ大きさなのかなと思うん

ですけれども、この図書館用地は全部が借地なんですか。 

○山野智彦委員長 生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 こちらの土地については４筆ありまして、２筆については町有地、

残りの２筆については借地となっております。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 筆では分かりませんので、面積の割合はどのくらいになりますか。 
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○山野智彦委員長 生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 ４筆、一つずつご説明いたします。 

〔「町の分だけで、町の分だけ」と言う人あり〕 

○濱野邦光生涯学習課長 町の分は、１つが37.37平米、もう一つが907.30平米でございます。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 1,000平米ぐらいが町の所有ということで、約、昔の言い方で言えば１反ぐ

らいの広さがあるという理解でよろしいですね。これまた後で質問します。 

  貸主との契約はどうなっておりますか。 

○山野智彦委員長 生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 こちらの契約につきましては、平成27年10月１日から令和27年９月

30日までの30年間ということになっております。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 令和27年ということは随分先ですね。 

  はい、分かりました。 

  最後になります、最後でありません。３点目でございます。 

  電気工事ということで322万3,000円が計上されております。どうしても今やらなくてはな

らない事業なのかということを中心に伺います。いかがですか。 

○山野智彦委員長 生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 こちらは高圧の電力トランス交換工事ということで、令和９年３月

31日までに処分を行う必要がある低濃度のＰＣＢ、こちらを含んでの変圧器がございますの

で、こちらを変更するものでございます。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 令和９年３月まで、義務なんですか、それは。 

○山野智彦委員長 生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 こちら義務になっております。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 先ほども話がありましたけれども、令和９年には新しい図書館に移るという

ことは明々でございます。 

  そこで、すぐにその図書館は移転するのに、こういう工事をするということは、ほかに何

か考えがあるからというふうな理解なんですけれども、この跡地は、今聞きましたら、町有
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地が約１反、1,000平方メートルあるということですから、もうすぐ先の話です。何かに有

効跡地を利用するのは、それは当たり前だと思うんですね。それだけでなくて、借地もまだ

あと20年ほどあるということですので、それを有効に生かすには何が必要か、午前中にも質

問しましたけれども、昨日ですか、こども家庭センター、これは名前は立派なんですけれど

も、総合センターの健康増進指導、それから庁舎にある子育て支援センター、両方で掛け持

ちということで、どこに何があるんだかさっぱり分からない。これを機会に、しっかりした

子育て支援センターの拠点をつくるという意味で、そういうものを検討してもいいのかな、

あるいは先ほど来話があります資料館などをそこに造ってもいいのかなと思うんです。これ

は事務レベルではちょっと答えかねないかもしれませんけれども、もしできるなら答えてい

ただきます。 

○山野智彦委員長 生涯学習課長。 

○濱野邦光生涯学習課長 現状の図書館の施設が社会教育施設というところの位置づけになっ

ておりますので、その辺も踏まえまして、関係課で協議をしてまいりたいと思っております。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 そうしますと、少し夢のある話もさせていただきたいところなんですけれど

も、あれは20年ほど借地が続きます。たまたま土地もまとまった町が持っているということ

で、何かに使わさせてもらう、社会教育にこだわらなくてもいいなと思うんですね。それで、

もう１年、２年、来年の予算から３年目の予算は、再来年の予算あたりには腹を決めなくて

はいけないかなと私は思うんですけれども、もうそろそろ、そういう話が庁舎内で出ている

んではないかと思うんで、そこら辺教えていただきたいと思うんですけれども、いかがです

か。 

○山野智彦委員長 教育次長。 

○小林薫子教育次長 図書館の跡地の利用につきましては、青木委員おっしゃるとおり、様々

な活用ができないかというところで、関係課という枠ではなく、むしろ全庁的に対応すると

いうところで、今後庁議なども踏まえて検討していく予定でおります。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 はい、分かりました。 

  そういう説明をいただくとほっとするんですけれども、全庁的なというんですから、町長、

ひとつご意見がありましたら、なければいいですけれども、お願いします。 
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○山野智彦委員長 町長。 

○大島 清町長 今、お話をいただきましたけれども、あそこは今のところ教育関係で使おう

かということで、庁内ではいろいろ話は出ております。具体的に令和９年度ということです

から、話が当然出ていることなんですけれども、課内ではいろいろ話を今しているところで

す。まだ正直言って具体的に決まっておりません。だから、これから皆さん方のご意見をい

ただきながら、町にとって、どれが一番いいのかということを決めていきたいと思っており

ますので、またご意見を賜ればと思っております。 

○山野智彦委員長 青木委員。 

○青木久男委員 よろしくお願いします。ありがとうございました。 

○山野智彦委員長 ほかにありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山野智彦委員長 ありませんので、質疑を終わります。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ５時５２分 

 

再開 午後 ５時５３分 

 

○山野智彦委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、第10款の公債費、第11款の諸支出金、第12款の予備費、239ページから241ページま

でについて、質疑のある委員は挙手を願います。 

  武藤委員。 

○武藤倫雄委員 公債費の240ページです。町債利子償還金なんですが、今現在、利息のある

社会に立ち戻っています。今後も借入金利子が上昇していくことが考えられるんですが、既

存の地方債残高と新規起債分への影響についての算定状況についてお伺いいたします。 

○山野智彦委員長 企画課長。 

○澤田 勝企画課長 まず、今借りている既存のものについてでございますけれども、令和７

年度予算に影響するものといたしまして、利率の見直しの対象となっているものが３件ござ

います。利率の見直し前の金利0.4％だったものが２件、0.44％だったものが１件というこ

とで、その３件につきまして、利率の見直し、これ令和７年度につきましては、1.5％を見
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込んでおりますので、見直し後の影響としては400万円ほど支払いが増えるというような形

で考えております。 

  また、新規の起債分につきましては、令和６年度予算では0.6％で計算をしておりました

ところ、令和７年度につきましては、先ほどと同じく1.5％を見込んでおりますので、その

差分が影響してくるものと捉えております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 はい、以上です。ありがとうございます。 

○山野智彦委員長 上野委員。 

○上野尚德委員 同じ内容なのて。 

○山野智彦委員長 ほかにありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山野智彦委員長 ありませんので、歳出についての質疑を終わります。 

  次に、給与明細費、継続費調書、債務負担行為調書、地方債調書、245ページから261ペー

ジまでについて、質疑のある委員は挙手を願います。 

  武藤委員。 

○武藤倫雄委員 255ページになります。給与費明細書の中なんですが、こちらに地域手当が

５％ということでうたってございます。これ今回の定例会に出ています18号議案で５％にな

ってくるものだと思うんですが、数字上で、手当の平均で計算すると、数字は６％で計算さ

れているように見受けられます。 

  まず、この予算としての議案が、５％が正しいのか、６％が正しいのか、また、水道事業

会計と公共下水道事業会計は一般会計と同制度とうたっているんですが、そちらに対しての

影響についても確認させてください。 

○山野智彦委員長 総務課長。 

○髙山睦男総務課長 令和７年度の地域手当の支給率につきましては、５％で予算案、条例案

を提出させていただいております。委員おっしゃったとおり、予算積算の６％につきまして

は、令和７年度の予算作成時期が12月のため、その時点では、令和７年度の地域手当の支給

率については検討段階だったため、その時点の地域手当の支給率である６％にて予算は積算

しております。 

  一方、令和７年度の制度を説明する給与費明細書につきましては、第18号議案で上程して
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いる給与条例の改正見込に合わせて地域手当の率の方針を定めて、１月から２月にかけて作

成させていただいております。この時期の違いにより、支給率の違いが発生している状況で

ございます。 

  以上でございます。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 では、後ほど補正がかかるのは金額のほうという認識でよろしいんでしょう

か。 

○山野智彦委員長 総務課長。 

○髙山睦男総務課長 委員おっしゃるとおりでございます。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 以上です。 

○山野智彦委員長 ほかにありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山野智彦委員長 ありませんので、質疑を終わります。 

  以上をもちまして、第９号議案の質疑を終わります。 

  続きまして、第９号議案につきましての討論を行います。 

  本案に対する反対意見の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○山野智彦委員長 次に、賛成意見の発言を許します。ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山野智彦委員長 ありませんので、討論を終わります。 

  これより採決を行います。 

  第９号議案 令和７年度伊奈町一般会計予算を原案のとおり決することに賛成の方の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○山野智彦委員長 起立全員です。 

  よって、第９号議案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ５時５９分 
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再開 午後 ５時５９分 

 

○山野智彦委員長 休憩を解いて会議を再開します。 

 

───────────────────── ◇ ───────────────────── 

 

◎第１０号議案 令和７年度伊奈町国民健康保険特別会計予算 

○山野智彦委員長 次に、第10号議案 令和７年度伊奈町国民健康保険特別会計予算を議題と

します。 

  質疑のある委員は挙手願います。 

  大沢委員。 

○大沢 淳委員 283ページの高額療養費、国の予算で上限の引上げが検討されているという

か、盛られていますが、町の対応とその影響をご説明お願いします。 

○山野智彦委員長 保険医療課長。 

○木須 浩保険医療課長 ただいまのご質問ですけれども、今現在は、まだはっきりしたこと

が出ておりませんので、予算には反映しておらず、従来の数字から予算計上させていただい

ております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 大沢委員。 

○大沢 淳委員 すると、この1,900万円の減額の理由を教えてください。 

○山野智彦委員長 保険医療課長。 

○木須 浩保険医療課長 今回の減額につきましては、１人当たりの単価を見ますと大体３万

8,700円程度、これは、過去３年間ほどほとんど変わっておりません。ただし、加入者も減

少しているところで、高額対象になる方も減少しているというような状況がありまして、そ

の数字の減による純粋な減という形で積算しております。 

  以上です。 

○大沢 淳委員 以上です。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 予算書の282ページから283ページにかけてなんですが、診療報酬であるとか
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療養費負担事業に関しての圧縮に関する施策について伺いたいんですが、過去のご答弁の中

で、ジェネリック医薬品の利用と日常のセルフケアの浸透の促進について図っていくという

ことですが、令和７年度の施策について伺います。 

○山野智彦委員長 保険医療課長。 

○木須 浩保険医療課長 ありがとうございます。 

  ただいまいただきましたご質問ですけれども、今現在やっている取組としては被保険者証、

今は廃止されておりますけれども、その際に案内をすること、それから、被保険者証の更新

時にジェネリックのシールの希望シールを配布していたことがございました。また、年２回

ですが、先発医薬品とジェネリックの差額通知、これを連語会に委託して、対象者の方に発

送するようなこともやっておりました。ただ、令和７年度につきましては、被保険者証がマ

イナ保険証に基本的に切り替わっておりますので、今度は窓口、それから、広報等を活用し

まして、こちらのジェネリックを利用していただくような形に努めてまいりたいと思ってお

ります。 

  また一応、参考までに、ジェネリック医薬品の利用度、伊奈町なんですが、令和４年度は

80.1％でした。令和５年度につきましては85％に伸びております。一応、参考までにお伝え

させていただきます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 ありがとうございます。 

  もう一点、この健康保険医療、時たま指摘されるのが、重複診療であったり薬剤の重複処

方ということがあるんですが、または、過剰な処方ですね、それへの対策というのは何かお

考えでしょうか。 

○山野智彦委員長 保険医療課長。 

○木須 浩保険医療課長 こちらですが、従来より私ども、国民健康保険の連合会、これはも

う、伊奈町だけの問題ではなくて、武藤委員おっしゃるようにポリファーマシーの問題とい

うことも今、叫ばれております。重複処方によりまして副作用が出て、薬が飲めなくなって、

容態が悪化していくような状態も防がなければいけませんので、私どもとしては、連合会か

ら対象者となる方のデータを抽出させていただきまして、医療機関と連携、また、その対象

となる方にその通知を遅らせていただいて、その通知をかかりつけの薬局等に持参していた

だくような取組をしております。その通知を持っている方に対しては、かかりつけの薬局の
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方、薬剤師等に必要な指導をしていただくような状況を今、続けております。 

  ちなみに、令和５年度の実績ですが、７名の方にそういった形で取組をしていただいてい

るところでございます。今後も、それにつきましては、引き続き積極的な対応に取り組んで

まいりたいと考えております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 ありがとうございます。以上です。 

○山野智彦委員長 ほかにありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山野智彦委員長 ありませんので、質疑を終わります。 

  続いて、討論を行います。 

  本案に対する反対意見の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○山野智彦委員長 次に、賛成意見の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○山野智彦委員長 ありませんので、討論を終わります。 

  これより採決を行います。 

  第10号議案 令和７年度伊奈町国民健康保険特別会計予算を原案のとおり決することに賛

成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○山野智彦委員長 起立多数です。 

  よって、第10号議案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ６時０５分 

 

再開 午後 ６時０５分 

 

○山野智彦委員長 休憩を解いて会議を再開します。 
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───────────────────── ◇ ───────────────────── 

 

◎第１１号議案 令和７年度伊奈町中部特定土地区画整理事業特別会計予算 

○山野智彦委員長 次に、第11号議案 令和７年度伊奈町中部特定土地区画整理事業特別会計

予算を議題とします。 

  質疑のある委員は挙手願います。 

  武藤委員。 

○武藤倫雄委員 事業全般になるんですが、換地処分が終わってから一定の期間が過ぎたんで

すが、その期間を経て、改めて町民の方から寄せられている意見ですとか要望事項があるの

かどうか、また、それがある場合には、令和７年度の対応状況についてお伺いいたします。 

○山野智彦委員長 参事兼都市計画課長。 

○渡邊研一参事兼都市計画課長 事業全般につきましては、今のところ、町民から意見要望等

はございません。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 以上です。ありがとうございます。 

○山野智彦委員長 ほかにありませんか。 

〔発言する人なし〕 

  ありませんので、質疑を終わります。 

  続いて、討論を行います。 

  本案に対する反対意見の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○山野智彦委員長 次に、賛成意見の発言を許します。ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山野智彦委員長 ありませんので、討論を終わります。 

  これより採決を行います。 

  第11号議案 令和７年度伊奈町中部特定土地区画整理事業特別会計予算を原案のとおり決

することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○山野智彦委員長 起立全員です。 
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  よって、第11号議案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ６時０７分 

 

再開 午後 ６時０８分 

 

○山野智彦委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

───────────────────── ◇ ───────────────────── 

 

◎第１２号議案 令和７年度伊奈町介護保険特別会計予算 

○山野智彦委員長 次に、第12号議案 令和７年度伊奈町介護保険特別会計予算を議題としま

す。 

  質疑のある委員は挙手願います。 

  大沢委員。 

○大沢 淳委員 348ページの認定調査費です。 

  認定調査へのデジタルツールの導入、介護認定支援アプリについて、既に、もしかしたら

導入されているかもしれませんが、導入に向けて検討したのかどうか教えてください。 

○山野智彦委員長 いきいき長寿課長。 

○高橋利恵子いきいき長寿課長 現在、認定調査におきましては、そのアプリなどの導入はし

ておりません。調査員が直接、用紙を用いて、出向きまして、そこで記入をしているような

状況でございます。 

  ただ、委員おっしゃるとおり、ほかの自治体でも、デジタルツールを導入しているところ

があるとは聞いておりますので、今後、研究してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 大沢委員。 

○大沢 淳委員 実際の認定調査員の方の声も聞きながら検討していただきたいと思います。 

  次に、349ページ、給付費ですが、基本的に、高齢化で給付費は年々増えていく傾向にあ

ると思うんですが、今回の予算は居宅が減って、割とそれに近い額施設が増えているという
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状況ですが、これについて、何か特徴的なことがあればご説明をお願いします。 
○山野智彦委員長 いきいき長寿課長。 

○高橋利恵子いきいき長寿課長 こちらの予算ですけれども、まず、全体としましては、令和

元年からのコロナ影響がありまして、サービスの利用控えがあったんですが、令和４年度か

ら回復し始めまして、令和５年度に急激な給付費の伸びがございました。結果として、令和

４年度、令和５年度、給付費の補正を行いましたが、この影響を見まして、令和６年度は給

付費の増を見込んだところです。居宅介護サービス費、施設介護サービス費、ここの伸びが、

流動的でもありますので、この数年間の実績を見まして、平均を取り積算したものになって

おります。 

  以上です。 

○大沢 淳委員 以上です。 
○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 予算書のページで言いますと352ページ、353ページにまたがる包括的支援事

業の一番下、地域包括支援センター運営業務委託料なんですが、地域包括支援センターにお

いて、令和７年度予定している新規事業の有無についてまず伺います。 

○山野智彦委員長 いきいき長寿課長。 

○高橋利恵子いきいき長寿課長 令和７年度におきましては、新規事業の予定はございません。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 分かりました。 

  地域包括支援センターから、令和７年度予算に対する当初の予算要求額と、その要求額か

ら調整した内容について伺います。 

○山野智彦委員長 いきいき長寿課長。 

○高橋利恵子いきいき長寿課長 今回の地域包括支援センターの運営業務委託料ですが、前年

度と比較しまして、およそ390万円増額になっているところです。こちらですが、包括の業

務自体が増えておりまして、介護申請が増えているという中で、職員１人当たりのケアプラ

ン作成の担当数が増えているというところと、ほかにも業務を請け負っていただいています

ので、その状況を見まして、１人増員を考えているというところで、予算の説明を受けてお

ります。ただ、町の財政状況ですとか運営状況などを踏まえてご相談させていただきまして、

当初の申し出いただいた金額よりは調整をしていただいたものとなっております。 

  以上です。 
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○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 当初予算要求額を伺うことには何か差支えが出ますか。 

○山野智彦委員長 いきいき長寿課長。 

○高橋利恵子いきいき長寿課長 当初予算要求額は3,578万円でございます。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 以上です。ありがとうございます。 

○山野智彦委員長 ほかにありませんか。 

〔発言する人なし〕 

  ありませんので、質疑を終わります。 

  続いて、討論を行います。 

  本案に対する反対意見の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○山野智彦委員長 次に、賛成意見の発言を許します。ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山野智彦委員長 ありませんので、討論を終わります。 

  これより採決を行います。 

  第12号議案 令和７年度伊奈町介護保険特別会計予算を原案のとおり決することに賛成の

方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○山野智彦委員長 起立全員です。 

  よって、第12号議案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

───────────────────── ◇ ───────────────────── 

 

◎第１３号議案 令和７年度伊奈町後期高齢者医療特別会計予算 

○山野智彦委員長 次に、第13号議案 令和７年度伊奈町後期高齢者医療特別会計予算を議題

とします。 

  質疑のある委員は挙手願います。 

  武藤委員。 

○武藤倫雄委員 先ほどの国民健康保険特別会計と同様の質問をさせていただきます。 



－164－ 

  ページで言うと、予算書の380ページに該当するかと思います。 

  １点目、ジェネリック医薬品の利用と日常のセルフケアの新党の促進についての令和７年

度の施策、２点目、重複診療・重複処方・過剰処方への対策状況について伺います。お願い

します。 

○山野智彦委員長 保健医療課長。 

○木須 浩保健医療課長 後期高齢者医療保険につきましても国民健康保険と同様に、今まで

はジェネリックカード、希望カードを配ったりとかそういったところをやっていたんですが、

後期高齢者医療広域連合では既にそちらは終了していますけれども、今度は、重複頻回とか

多剤服用、先ほど武藤委員でおっしゃっていただいた対象者の方につきましては民間委託で、

私どもに直接絡んでおりませんけれども、対象者の方に対して通知、連絡、訪問相談等を行

っております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 以上です。ありがとうございます。 
○山野智彦委員長 ほかにありませんか。 

〔発言する人なし〕 

  ありませんので、質疑を終わります。 

  続いて、討論を行います。 

  本案に対する反対意見の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○山野智彦委員長 次に、賛成意見の発言を許します。ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山野智彦委員長 ありませんので、討論を終わります。 

  これより採決を行います。 

  第13号議案 令和７年度伊奈町後期高齢者医療特別会計予算を原案のとおり決することに

賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○山野智彦委員長 起立全員です。 

  よって、第13号議案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  暫時休憩します。 
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休憩 午後 ６時１７分 

 

再開 午後 ６時１７分 

 

○山野智彦委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

───────────────────── ◇ ───────────────────── 

 

◎第１４号議案 令和７年度伊奈町水道事業会計予算 

○山野智彦委員長 次に、第14号議案 令和７年度伊奈町水道事業会計予算を議題とします。 

  質疑のある委員は挙手願います。 

  五味委員。 

○五味雅美委員 ７ページですね。 

  資本的収入及び支出のところの支出ですが、一番下の２億5,000万円、その他の投資につ

いて、この内容を教えてください。 

○山野智彦委員長 上下水道課長。 

○今野茂美上下水道課長 運用額につきましては２億5,000万円を計上させていただきました。

内訳につきましては、２億円、これが10年満期一括償還債でございます。そして、5,000万

円が償還期限５年程度の債券を購入するという内容でございます。 

○山野智彦委員長 五味委員。 

○五味雅美委員 債券の購入ですか。ということ、形で、この債券って、ちなみにどこから購

入するんですか。何の債券ですか。 

○山野智彦委員長 上下水道課長。 

○今野茂美上下水道課長 現在、定期預金で１年満期でかけているものを、それの満期が来た

といったタイミングで、環境問題だったり社会的課題解決につながる事業に貢献できる、例

えば、埼玉県のＥＳＧ債等の債券の選択を行うとともに、リスクの回避の観点から、満期償

還日まで保有することを原則として、今回、債券を購入するものであります。 

○山野智彦委員長 五味委員。 

○五味雅美委員 そうすると、これは県が発行しているんですか。２つともですか。 
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○山野智彦委員長 上下水道課長。 

○今野茂美上下水道課長 主に都道府県が発行します債券を購入する予定でございます。 

○山野智彦委員長 五味委員。 

○五味雅美委員 ちなみに、利率はどのくらいになっているんでしょうか。 

○山野智彦委員長 上下水道課長。 

○今野茂美上下水道課長 昨年の実績でよろしいでしょうか。 

○五味雅美委員 これから決めるわけですね。 

○今野茂美上下水道課長 まだレートというか、金利が出ていません。 

○五味雅美委員 なるほど、現状で結構です。 

○今野茂美上下水道課長 分かりました。 

  昨年度、10年ものにつきましては約0.8％、５年ものにつきましては0.5％の利率でござい

ます。 

○山野智彦委員長 五味委員。 

○五味雅美委員 運用としてはどうかなと思うんですが、今、金利が随分上がってきています。

定期預金も上がってきています。もう１％、ネットバンクやなんかでは１％近いものも出て

いるようですけれども、５年、10年という長期で、利息だけのことで考えれば、あまり長期

に固定するのはどうかなというようなのもありますし、運用としてそういった事業に貢献し

たいということもあるのかもしれませんけれども、取りあえず、分かりました。 

○山野智彦委員長 大沢委員。 

○大沢 淳委員 予算内訳書４ページの受水費ですが、令和８年度に県水の値上げを予定され

ていますが、令和７年度の数字で試算するとどのぐらい影響を受けるのか教えてください。 

○山野智彦委員長 上下水道課長。 

○今野茂美上下水道課長 令和７年４月より現在、40円から43円に３円ほど高騰しますが、影

響額といたしましては約1,000万円程度と考えております。 

○山野智彦委員長 大沢委員。 

○大沢 淳委員 次に、15ページに、経年管布設替えの工事請負費ですが、令和７年度の工事

の地域を教えてください。 

○山野智彦委員長 上下水道課長。 

○今野茂美上下水道課長 まず初めに、寿地内において約900メートル、それと、小室地内に

おいて約720メートルの布設替えを予定しております。 
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○大沢 淳委員 以上です。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 重複しておりましたんで、１点だけお伺します。 

  同じく、内訳書の８ページ、17番委託料の中で、クレジットカード収納事務委託料という

のが出てきます。クレジットカード収納の対応カード会社と、あと、ＱＲコード決済への対

応の有無について伺います。 

○山野智彦委員長 上下水道課長。 

○今野茂美上下水道課長 クレジットカードの収納対応会社でございます、町税と同様の形態

を持っておりまして、ブランド名から言いますとＶＩＳＡ、ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ、ＪＣＢ、

アメックス、ダイナース、以上です。 

  次に、ＱＲコード決済でございますが、料金調定システムが決済方法に対応していないこ

とから、現在のところ、導入に関しては未定でございます。しかしながら、納入方法を増や

すことにつきましては有益であると考えておりますので、今後、検討してまいります。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 以上です。 

○山野智彦委員長 ほかにありませんか。 

〔発言する人なし〕 

  ありませんので、質疑を終わります。 

  続いて、討論を行います。 

  本案に対する反対意見の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○山野智彦委員長 次に、賛成意見の発言を許します。ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山野智彦委員長 ありませんので、討論を終わります。 

  これより採決を行います。 

  第14号議案 令和７年度伊奈町水道事業会計予算を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○山野智彦委員長 起立全員です。 
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  よって、第14号議案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

───────────────────── ◇ ───────────────────── 

 

◎第１５号議案 令和７年度伊奈町公共下水道事業会計予算 

○山野智彦委員長 次に、第15号議案 令和７年度伊奈町公共下水道事業会計予算を議題とし

ます。 

  質疑のある委員は挙手願います。 

  五味委員。 

○五味雅美委員 収益収支の８ページの一番下、流域下水道管理費１億7,000万円というのが

あります。これの負担金の内容について、金額の根拠も含めて教えてください。 

○山野智彦委員長 上下水道課長。 

○今野茂美上下水道課長 ご質問の前に、失礼いたします。 

  先ほどの水道の関係でございますが、値上げの関係で、下水の関係をお話してしまいまし

たので、訂正させてください。 

  水道の料金につきましては現行、１立方メートル当たり61.78円となっております。これ

は、電気料が高騰している、人件費が高騰している中で、令和８年の４月１日から21％の値

上げとなりまして、74円74銭になる予定でございます。訂正しておわび申し上げます。 

○大沢 淳委員 その影響についてもできますか。 

○今野茂美上下水道課長 少々お待ちください。 

○山野智彦委員長 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ６時２６分 

 

再開 午後 ６時２７分 

 

○山野智彦委員長 休憩を解いて、会議を再開します。 

  上下水道課長。 

○今野茂美上下水道課長 失礼いたしました。 

  影響額は約5,200万円と想定しております。 
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○大沢 淳委員 以上です。 

○山野智彦委員長 上下水道課長。 

○今野茂美上下水道課長 先ほどの五味委員の流域下水道管理のご質問でよろしいでしょうか。 

○山野智彦委員長 はい。 

○今野茂美上下水道課長 内容につきましては、三郷市にございます埼玉県の施設、中川水循

環センターで下水の処理を施します。その維持管理費用といたしまして11市４町で負担をし

ておりますが、単価が、先ほど訂正いたしましたが、令和７年の４月１日から40円から43円

に上がって計上している金額でございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 以上とのことです。 

  五味委員。 

○五味雅美委員 単価は分かりました。単価掛ける数字は何なんでしょう。 

○山野智彦委員長 上下水道課長。 

○今野茂美上下水道課長 失礼しました。 

  395万6,813立方メートルでございます。 

○山野智彦委員長 五味委員。 

○五味雅美委員 それは伊奈町が流す量だということですか。 

○山野智彦委員長 上下水道課長。 

○今野茂美上下水道課長 委員おっしゃるとおりです。 

○山野智彦委員長 五味委員。 

○五味雅美委員 今回の八潮市の事故がありましたけれども、これの相当の費用がかかると思

うんですが、それがのっかってくることは想定されるでしょうか。 

○山野智彦委員長 上下水道課長。 

○今野茂美上下水道課長 この４月１日にもその処理量というか、管理費用が単価として上が

りますので、その辺も考慮して、これから県がどうアプローチをしてくるかというのがまだ、

現時点で分かっておりませんので、今後、そういった話が来れば、また予算なり等のところ

で変更するということになると思います。 

  以上です。 

○五味雅美委員 取りあえず結構です。 

○山野智彦委員長 大沢委員。 
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○大沢 淳委員 予算内訳書の10ページ、管渠整備費の、これも、水道と同様にその地域を教

えてください。 

○山野智彦委員長 上下水道課長。 

○今野茂美上下水道課長 主に工事の内容でよろしいでしょうか。 

○大沢 淳委員 地域。 

○今野茂美上下水道課長 まず、第１中継ポンプのポンプ場が、故障しているポンプが１基ご

ざいます。その更新工事といたしまして、税込みで3,281万3,000円、それと、耐震性がない

とされた本町地内の幹線の管渠、口径が700ミリです。延長が93メートル、それと、マンホ

ール１か所の更生工事を行うものです。こちらが5,267万9,000円、税込みでございます。 

  また、本町及び小室郵便局付近の幹線、２か所のマンホール更生工事を行いますが、これ

が税込みで2,090万円でございます。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 以上でしょうか。 

○大沢 淳委員 はい。以上です。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 同じく内訳書の６ページになります。 

  17番委託料の中の09として、総合地震対策計画の見直し業務委託があります。総合地震対

策計画が令和７年度中に中間期を迎えるんですが、この令和７年度の中間目標としていた数

値に対して、達成の予測は立っていますでしょうか。 

○山野智彦委員長 上下水道課長。 

○今野茂美上下水道課長 伊奈町の第１中継ポンプ場からの圧送管につきまして、耐震対策強

化の必要がございましたので、現在の１本の管路から、今後、二条管とする計画に見直すも

のであります。 

  令和７年度中間目標値の達成予測でございますが、伊奈中学校の北側駐車場にはマンホー

ルトイレを設置し、計画どおり令和６年度に完了いたしました。県道さいたま栗橋線の緊急

輸送路のマンホールの浮上防止工事は、計画よりも１年前倒ししまして、令和７年度実施予

定となっております。また、下水道管路につきましては、カメラ調査により腐食があるとさ

れた自然流下部分の下水道施設を、こちらも前倒しして工事の設計を進めております。工事

につきましては年度を分けた発注となり、予定どおり令和９年度の完成を目指します。圧送

管分につきましては、令和７年度に耐震診断の完了予定となっておりますので、診断結果を
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受けましてその後の工事を計画いたします。当初計画に比べまして実施する順序の入替えは

ございますが、おおむね計画通りの進捗となっており、令和９年度の工事が完了予定になる

ことは変更ございません。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 ありがとうございます。 

  最後に１点、今度、予算書に戻りまして、後ろのほう、32ページの注記表になるんですが、

ここの１番、重要な会計方針に関する中期の中の(2)無形固定資産の中で、施設利用権45年

というのが無形固定資産であります。これについて、どのような内容なのかご説明をいただ

きます。 

○山野智彦委員長 上下水道課長。 

○今野茂美上下水道課長 無形固定資産についてでございますが、有形固定資産と違い物理的

な形態を持たない、１年を超えて利用される資産でございます。ほかには、例えば、借地権

等の法律上の権利がございますが、無形固定資産についても管渠、管路やポンプの設備など

の有形固定資産と同じように、償却年数に応じて取得年度の翌年度から減価償却を行ってま

いります。 

  施設利用権は、埼玉県の中川流域で行う設備の更新などの建設改良費等の一部を、施設を

利用している流域市町11市４町が建設負担金を負担することによりまして、流域下水道施設

を利用することができる権利となっております。 

  以上です。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 そうしますと、ここ45年とあるのは、あくまで減価償却の期間と考えればい

いのか、それとも、その施設利用権の更新が45年後にあると考えればいいのか、いずれにな

りますでしょうか。 

○山野智彦委員長 上下水道課長。 

○今野茂美上下水道課長 減価償却の開始から45年と捉えていただければと思います。 

○山野智彦委員長 武藤委員。 

○武藤倫雄委員 以上です。ありがとうございます。 

○山野智彦委員長 ほかにありませんか。 

〔発言する人なし〕 
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  ありませんので、質疑を終わります。 

  続いて、討論を行います。 

  本案に対する反対意見の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○山野智彦委員長 次に、賛成意見の発言を許します。ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山野智彦委員長 ありませんので、討論を終わります。 

  これより採決を行います。 

  第15号議案 令和７年度伊奈町公共下水道事業会計予算を原案のとおり決することに賛成

の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○山野智彦委員長 起立全員です。 

  よって、第 15号議案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

───────────────────── ◇ ───────────────────── 

 

◎副委員長挨拶 

○山野智彦委員長 以上で予算特別委員会に付託された議案の審査は全て終了しました。 

  閉会の前に副委員長より挨拶をお願いします。 

○仲島雄大副委員長 長時間お疲れさまでした。 

 

───────────────────── ◇ ───────────────────── 

 

◎閉会の宣告 

○山野智彦委員長 以上をもちまして予算特別委員会を閉会します。 

  ２日間、長時間にわたり大変お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ６時３６分 

 


